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ɹௐ整खଓをిࢠԽ͢Δ͜ͱにΑΓɺอݥྉ߇আ等の߇আ額のݕ算
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のϖʔδを͝ཡください「ઘ徴収ٛऀのํݯ」

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm


この「源泉徴収のしかた」は、給与の源泉徴収ࣄ務をத৺にその֓ཁをઆ໌したもの
です。ਖ਼しく源泉徴収をするため、このઆ໌書をे分׆用していただきたいとࢥいます。

ຌ　　　�例
�　この「源泉徴収のしかた」は、ྩ̐年̕月１ࡏݱの所得税関๏ྩのنఆにͮجいて࡞して
　あります。
2　จதで用いているུޠは、࣍のとおりです。
　所　　　๏ʜʜʜʜʜ所得税๏（ত �� ๏ୈ 33 ߸）
　所　　　ྩʜʜʜʜʜ所得税๏ྩߦࢪ（ত �� ྩୈ �� ߸）
　所　　　نʜʜʜʜʜ所得税๏نߦࢪଇ（ত �� େଂলྩୈ �� ߸）
　ા　　　๏ʜʜʜʜʜે税特別ાஔ๏（ত 32 ๏ୈ 2� ߸）
　ા　　　ྩʜʜʜʜʜે税特別ાஔ๏ྩߦࢪ（ত 32 ྩୈ �3 ߸）
　ા　　　نʜʜʜʜʜે税特別ાஔ๏نߦࢪଇ（ত 32 େଂলྩୈ ��߸）
ฏ ˓ վ ਖ਼ʜʜʜʜʜ所得税๏等の一෦をվਖ਼する๏（ฏ˓๏ୈ˚߸）ෟଇ๏　ෟ　ଇ
　復興֬ࡒ๏ʜʜʜʜʜ౦ຊେࡂかΒの復興のためのࡦࢪを࣮ࢪするためにඞཁなࡒ源の֬อ

に関する特別ાஔ๏（ฏ 23 ๏ୈ ��� ߸）
復 興 特 別ʜʜʜʜʜ復興特別所得税に関するলྩ（ฏ 2� 務লྩୈ̒߸）　所得税লྩࡒ
に͏所得税๏、๏人税๏及びํ税๏の特例等に関すࢪ特例লྩʜʜʜʜʜે税等の࣮ࢪ࣮

る๏のߦࢪに関するলྩ（ত �� େଂɾ࣏ࣗলྩୈ１߸）
外ॅډࠃ者等ʜʜʜʜʜ外ॅډࠃ者等の所得にରする૬ޓओ義による所得税等のඇ՝税等に関する所得૬ޓ໔আ๏　　　　　๏（ত 3� ๏ୈ ��� ߸）
外ॅډࠃ者等ʜʜʜʜʜ外ॅډࠃ者等の所得にରする૬ޓओ義による所得税等のඇ՝税等に関する所得૬ޓ໔আن　　　　　๏نߦࢪଇ（ฏ 2� ૯務ɾࡒ務লྩୈ̑߸）

　所　ج　௨ʜʜʜʜʜ所得税جຊ௨ୡ（ত �� ৹（所）3�（最ऴվਖ਼ྩ̐՝２ݸô�3））
ા ௨ʜʜʜʜʜত ��ɽ�2ɽ2� 付所３ʵ2�「ે税特別ાஔ๏にる所得税のऔѻいにͭいて」

௨ୡ（最ऴվਖ਼ྩ̐՝２ݸʵ��）
ા ௨（源）ʜʜʜʜʜ

ʬ源泉所得税関ʭにͭいて」௨ୡ（最ऴվਖ਼ྩ３՝๏��ô23）

所得等関）のऔѻいにͭいて」௨ୡ（最ऴվਖ਼ྩ̐՝３ࢿô７）

3　จத、例͑「所๏ �ᶃࡾΠ」とあるのは、所得税๏ୈ �ୈ �߲ୈ 3߸Πの߲をࣔします。

ୈ１　源泉徴収੍の֓ཁ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
ୈ２　給与所得の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
　ᶗ　源泉徴収ࣄ務のあΒましɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
　ᶘ　給与所得のൣғ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
　ᶙ　給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書 ɾɾɾɾɾ�
　ᶚ　源泉徴収にࡍして߇আされる֤छ߇আ ɾɾɾɾɾ�
　ᶛ　税額දのద用ํ๏ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��
　ᶜ　税額のٻめํ（ྩ̑年分）�ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ

ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ

��
　ᶝ　年ௐ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��
　ᶞ　源泉徴収をした所得税及び復興特別
　　所得税の納付ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��
　ᶟ　給与等の支払໌ࡉ書のަ付 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ３　ୀ৬所得の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶗ　ୀ৬所得のൣғ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶘ　ୀ৬ख等の۠分ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶙ　ୀ৬所得߇আ額 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶚ　税額のٻめํ（ྩ̑年分）� 22
ୈ̐　ใुɾྉ金等の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ22
　ᶗ　ॅډ者にରして支払͏ใुɾྉ金等ɾɾɾɾɾɾ23

　ᶘ　ࠃ๏人にରして支払͏ใुɾྉ金等 ɾɾɾɾ2�
ୈ̑　所得の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ̒　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に支払͏所得の
　　源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ７　そのଞの所得にରする源泉徴収ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ̔　そのଞɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶗ　源泉徴収税額のաޡ納額のؐ付ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶘ　源泉徴収ථ及び支払ௐ書の提出ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶙ　ࡂඃ者にରするࡁٹɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶚ　給与所得者で֬ఆਃࠂをすれ源泉徴収
　　税額がؐ付される場合 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ʪ参ߟʫ֤छಧ出書等の記載例
　˓　給与支払ࣄ務所等の։ઃಧ出書ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�
　˓　源泉所得税の納期の特例の承認に関する
　　ਃ書 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�
　˓　ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�
　˓　源泉所得税及び復興特別所得税のޡ納額ؐ付ٻ書ɾɾɾ3�
　˓　給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高
　　計算書（納付書）の記載例ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�

務ʹͭいてɺʮ源ࣄ務ެతۚ等の源泉徴収ࣄ源泉徴収͏ߦ等がؔػձࣾなͲۚ༥ݥɺূ݊ձࣾɺอߦۜ
泉徴収の͋Β·͠ ʯ（ࠃ税ிϗʔϜϖʔδ̡ https://www.nta.go.jpʳʹܝ載͠てい·すɻ）を͝ཡͩ͘͞いɻ

ɹɹɹ࣍

ত �3��３��3� 付๏̒ɻ ̔ほか１՝ڞಉ「ે税特別ાஔ๏にる所得税のऔѻい

৽ܕίϩφ
税　特　๏ʜʜʜʜʜ

৽ܕίϩφΠϧεײછ等のӨڹにରԠするためのࠃ税関๏のྟ࣌特例
に関する๏（ྩ２๏ୈ 2�߸）

ฏ�����̒��2� 付՝３ࢿʵ１ほか３՝ڞಉ「ે税特別ાஔ๏（ג式等にるৡ

https://www.nta.go.jp


この「源泉徴収のしかた」は、給与の源泉徴収ࣄ務をத৺にその֓ཁをઆ໌したもの
です。ਖ਼しく源泉徴収をするため、このઆ໌書をे分׆用していただきたいとࢥいます。

ຌ　　　�例
�　この「源泉徴収のしかた」は、ྩ̐年̕月１ࡏݱの所得税関๏ྩのنఆにͮجいて࡞して
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ฏ ˓ վ ਖ਼ʜʜʜʜʜ所得税๏等の一෦をվਖ਼する๏（ฏ˓๏ୈ˚߸）ෟଇ　๏　ෟ　ଇ
　復興֬ࡒ๏ʜʜʜʜʜ౦ຊେࡂかΒの復興のためのࡦࢪを࣮ࢪするためにඞཁなࡒ源の֬อ
　　　　　　　　　　　に関する特別ાஔ๏（ฏ 23 ๏ୈ ��� ߸）
復 興 特 別ʜʜʜʜʜ復興特別所得税に関するলྩ（ฏ 2� 務লྩୈ̒߸）　所得税লྩࡒ
に͏所得税๏、๏人税๏及びํ税๏の特例等に関すࢪ特例লྩʜʜʜʜʜે税等の࣮ࢪ࣮
　　　　　　　　　　　る๏のߦࢪに関するলྩ（ত �� େଂɾ࣏ࣗলྩୈ１߸）
外ॅډࠃ者等ʜʜʜʜʜ外ॅډࠃ者等の所得にରする૬ޓओ義による所得税等のඇ՝税等に関する所得૬ޓ໔আ๏　　　　　๏（ত 3� ๏ୈ ��� ߸）
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ા ௨ʜʜʜʜʜত ��ɽ�2ɽ2� 付所３ʵ2�「ે税特別ાஔ๏にる所得税のऔѻいにͭいて」
　　　　　　　　　　　௨ୡ（最ऴվਖ਼ྩ̐՝２ݸʵ��）
ા ௨（源）ʜʜʜʜʜ
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ɹɹɹ࣍

ত �3��３��3� 付๏̒ɻ ̔ほか１՝ڞಉ「ે税特別ાஔ๏にる所得税のऔѻい

　৽ܕίϩφ
　税　特　๏ʜʜʜʜʜ

৽ܕίϩφΠϧεײછ等のӨڹにରԠするためのࠃ税関๏のྟ࣌特例
に関する๏（ྩ２๏ୈ 2�߸）

ฏ�����̒��2� 付՝３ࢿʵ１ほか３՝ڞಉ「ે税特別ાஔ๏（ג式等にるৡ

ୈ��源泉徴収੍の֓ཁ

ᶗɹ源泉徴収੍のҙ義

ᶘ� 源泉徴収義務者

ᶚ���給与ࢧࣄ務所等のಧग़

ᶙɹ源泉所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の納税

　所得税は、所得者ࣗが、その年の所得金額とこれにରする税額を計算し、これΒをࣗओతにਃࠂして納
付する、いΘΏる「ਃࠂ納税੍」がݐલとされていますが、これとซͤて特ఆの所得にͭいては、その所
得の支払のࡍに支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収੍が࠾用されています。
　この源泉徴収੍は、ᶃ給与や利ࢠ、、税ཧ࢜ใुなどの所得を支払͏者が、ᶄその所得を支払͏ࡍ
に所ఆのํ๏により所得税額を計算し、ᶅ支払金額かΒその所得税額をࠩしҾいてࠃに納付するとい͏もの
です。
また、復興特別所得税においても、ฏ�2��年１月１かΒྩ����年��2�月�3��までのؒにੜ͡る所得の
͏ͪ、所得税の源泉徴収のରとされている所得にͭいては、所得税を徴収するࡍに、復興特別所得税をซ
ͤて徴収し、徴収した所得税とซͤて納付する源泉徴収੍が࠾用されています。
　この੍により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで納税義務が݁する源
泉分離՝税とされる利ࢠ所得などをআき、最ऴతにはその年の年ௐや֬ఆਃࠂによってਫ਼算されます。

　源泉徴収੍においては、源泉徴収にる所得税及び復興特別所得税を徴収してࠃに納付する義務のある
者を「源泉徴収義務者」といいます。源泉徴収のରとされている所得の支払者は、それがձࣾやڠಉ組合
である場合はもͪΖΜ、ֶެ、ߍிであっても、また、ݸ人や人֨のないࣾஂɾஂࡒであっても、શて源
泉徴収義務者となります（所๏̒、復興֬ࡒ๏̔ᶄ）。
　ただし、ৗ２࣌人以ԼのՈࣄ使用人のΈにରして給与等の支払をするݸ人が支払͏給与等やୀ৬ख等、
税ཧ࢜ใुなどのใुɾྉ金等にͭいては、源泉徴収をするඞཁはありまͤΜ（所๏ ���、2��、2�� ᶄೋ）。

　源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、その納税の所轄税務署に納付すること
になります。この場合の納税は、ݪଇとして、源泉徴収のରとされている所得の支払ࣄ務をऔりѻ͏ࣄ
務所やۀࣄ所等のその支払のにおける所ࡏとされています（所๏ ��、復興֬ࡒ๏ ���ᶄ）。
　なお、その支払ࣄ務をऔりѻ͏ࣄ務所等のҠసがあった場合には、Ҡసલの支払にରする源泉所得税及び
復興特別所得税の納税は、Ҡసのಧ出書に記載すきҠసޙのࣄ務所等の所ࡏとされています（所๏
��、所ྩ �� ᶃ、復興֬ࡒ๏ �� ᶄ）。

̍ ʮ給与ࢧࣄ務所等の։設ಧग़書ʯのఏग़
　給与等の支払者は、࣍の࣮ࣄがੜ͡た場合には、その࣮ࣄがੜ͡たかΒ �か月以に「給与支払ࣄ務

　所等の։ઃಧ出書」を、その給与支払ࣄ務所等の所ࡏの所轄税務署に提出することになっています（所
๏ 23�、所ن ��）。
ᾇɹ৽ͨʹ給与等のࢧࣄ務をऔΓѻ͏ࣄ務所等を設けͨ͜ͱ（例͑、๏人のઃཱ、支ళやӦۀ所の։

　　ઃ等）。
ɹᾈɹࢧళɺӦۀ所等Ͱ৽ͨʹ給与等のࢧࣄ務をऔΓѻ͏͜ͱͱなͬͨ͜ͱɻ

　　轄税務署に提出することになっていますので（所๏ 22�）、このಧ出書の提出はෆཁです（所๏ 23�）。
（注）

（注）

̎ ʮ給与ࢧࣄ務所等のҠస（ഇࢭ）ಧग़書ʯのఏग़
　給与等の支払者は、࣍の࣮ࣄがੜ͡た場合には、その࣮ࣄがੜ͡たかΒ �か月以に「給与支払ࣄ務

　所等のҠస（ഇࢭ）ಧ出書」を、その給与支払ࣄ務所等の所ࡏの所轄税務署に提出することになって
　います（所๏ 23�、所ن ��）。
ɹᾇɹղࢄഇۀɺۀٳ等ʹΑΓ給与等のࢧがな͘なͬͨ͜ͱɻ
ɹᾈɹࢧళӦۀ所等Ͱの給与等のࢧࣄ務がຊళओͨるࣄ務所等Ҿ͖ܧがΕͨ͜ͱɻ
ɹᾉɹ給与等のࢧࣄ務をऔΓѻ͏ࣄ務所等をҠసͨ͜͠ͱɻ

　　 に提出することになっていますので（所๏ 22�）、このಧ出書の提出はෆཁです（所๏ 23�）。
２ �給与等の支払ࣄ務をऔりѻ͏ࣄ務所等をҠసした場合には、Ҡసલの納税の所轄税務署にこのಧ出書を提出する

　　 ことになっています（所ن ��）。



ᶛɹ源泉徴収のରͱなる所得のൣғ

ᶜɹ源泉徴収をする࣌期

　源泉徴収のରとなる所得のൣғは、その所得の支払を受ける者の۠分にԠ͡て࣍のදのとおりとなって
います。
　なお、これΒの͏ͪओなものにͭいては、それͧれの߲でઆ໌します。

　所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする࣌期は、࣮ݱに源泉徴収のରとなる所得を支払͏࣌です。
したがって、これΒの所得を支払͏ことが֬ఆしていても、࣮ݱに支払Θれなけれݪଇとして源泉徴収を

するඞཁはありまͤΜ。
なる͑ସりৼに࠲口金༬は又れೖり܁にຊݩ、かほのҝߦるす付ަをમ金に࣮ݱ、はに」払支「のߦ͏ࡍを収徴泉源１）注（

２　等、һ与、組合ܖにͮجいてٱ߃తࢪઃを௨͡てۀࣄ͏ߦかΒੜずる利ӹの分にͭいては、࣮ݱに支払っ
　　 ていない場合でも一ఆ期ؒがܦաしたに支払ったものとΈなされ、源泉徴収をするඞཁがあります（所๏ ��� ᶄ、
　　　 ��3 ᶄ、2�2 ᶇ）。

ô１

支払を受ける者 源 泉 徴 収 の ର  と さ れ て い る 所 得 の छ ྨ と ൣ ғ

ډ ॅ 者
（ 所 ๏ ２ ᶃ ࡾ ）
にॅ所を༗ࠃ
するݸ人又はݱ
までҾきଓいࡏ
て � 年以্ډ所
を༗するݸ人

１　利ࢠ等（所๏23、���ᶃ、ા๏３の３ᶃᶅ、̐の̐ᶃ、̒ᶄ、̕の３の２ᶃ、3�の��の̒ᶈ）
２　等（所๏2�、2�、���、ા๏̔の２ᶃ、̔の３ᶃᶅ、̕の２ᶄ、̕の３の２ᶃ�、3�の��の̒ᶈ）
３　給与等（所๏2�、��3）
̐　ୀ৬ख等（所๏3�、3�、���、ા๏2�の̐）
̑　ެత年金等（所๏3�ᶅ、2�3の２）
̒　ใुɾྉ金等（「３　給与等」又は「̐　ୀ৬ख等」に֘するものをআきます。）（所๏ 2��、所
ྩ 32�、ા๏ �� の 2�）

７　อۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾ、ଛอݥձࣾ等とక し݁たอܖݥ等にج くͮ年金（所๏2��）
̔　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等（所๏ࡾ���ʙീ、2��の２、ા๏��の��）
̕　ಗ໊組合ܖ等にͮجく利ӹの分（所๏ 2��）
��　特ఆ口࠲อ্場ג式等のৡによる所得等（ા๏3�の��の̐）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　��
�2　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
�3　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ા๏��の�2の２）

 ࠃ ๏ 人
（ 所 ๏ ２ ᶃ  ）
にຊళ又はࠃ
ओたるࣄ務所を
༗する๏人

１　利ࢠ等（所๏���一、2�2ᶅ、ા๏３の３ᶄᶅ、̒ᶄ）
２　等（所๏���ೋ、2�2ᶅ、ા๏̔の２ᶅ、̔の３ᶄᶅ、̕の２ᶃᶄ、̕の３の２ᶃ）
３　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等（所๏ ��� ʙീ、2�2ࡾ ᶅ）
̐　ಗ໊組合ܖ等にͮجく利ӹの分（所๏ ��� 、2�2 ᶅ）
̑　അओが受けるڝഅの金（所๏ ��� े、2�2 ᶅ）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　̒
７　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
̔　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（一ఆのࠃ๏人にݶります。）（ા๏ �� の �2 の２）

ඇ ډ ॅ 者
（ 所 ๏ ２ ᶃ ޒ ）
者以外のॅډ
人ݸ

及び
外 ࠃ ๏ 人
（ 所 ๏ ２ ᶃ ࣣ ）
ࠃ๏人以外の
๏人

、ʙे、2�2ᶃᶄᶇ、ા๏̕の３の２ᶃ、3�の��の̒ᶈ࢛源泉所得（所๏���ᶃࠃる͛ܝに࣍　１
　�� の 22）
　ᾇ　組合ܖにͮجいてٱ߃తࢪઃを௨͡てۀࣄ͏ߦかΒੜずる利ӹの分
　ᾈ　ࠃにある等のৡによるରՁ
　ᾉ　ࠃにおいて人త務の提ۀࣄڙを͏ߦ者が受けるその人త務の提ڙのରՁ
　ᾊ　ࠃにあるෆಈ࢈などのି付けによるରՁ及び্ݖなどのઃఆによるରՁ
　ᾋ　ࠃにあるӦۀ所等に༬けೖれΒれた༬ஷ金の利ࢠ等
ᾌ　ࠃ๏人かΒ受ける༨金の、利ӹの、༨金の分、金મの分又はج金利ଉ、ࠃ
にあるӦۀ所に信ୗされたࢿ信ୗ（ެࣾ࠴ࢿ信ୗ及びެืެࣾ࠴等ӡ用ࢿ信ୗをআきま
す。）又は特ఆ受ӹূ݊ൃߦ信ୗの収ӹの分

　ᾍ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者にରするそのࠃۀ務にるି付金の利ࢠ
ᾎ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者かΒ受けるそのࠃۀ務にるۀ所༗ݖ、ஶݖ࡞等の使用ྉ若し
くはৡによるରՁ又は機ց、ஔ等の使用ྉ

ᾏ　給与そのଞ人త務の提ڙにରするใुの͏ͪࠃにおいてۈ͏ߦ務等にجҼするもの、ެత
年金等の͏ͪ一ఆのもの、ୀ৬ख等の͏ͪ受給者がॅډ者であった期ؒにߦったۈ務等にجҼ
するもの（ඇॅډ者のΈ）

　ᾐ　ࠃにおいてۀࣄ͏ߦのࠂએのための金
ᾑ　ࠃにあるӦۀ所等を௨͡てอۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾやଛอݥձࣾとక݁したอݥ

いて受ける年金等ͮج等にܖ　　
　ᾒ　ࠃにあるӦۀ所が受けೖれたఆ期ੵ金の給付ิṇ金等
　ᾓ　ࠃにおいてۀࣄを͏ߦ者にରする出ࢿにͭき、ಗ໊組合ܖ等にͮجいて受ける利ӹの分
式等のৡによる所得等（ા๏גอ্場࠲特ఆ口͏ߦ者がॅډઃを༗するඇࢪతٱ߃　２ 3� の
　��の̐）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　３
̐　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
̑　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ા๏��の�2の２）



ᶛɹ源泉徴収のରͱなる所得のൣғ

ᶜɹ源泉徴収をする࣌期

　源泉徴収のରとなる所得のൣғは、その所得の支払を受ける者の۠分にԠ͡て࣍のදのとおりとなって
います。
　なお、これΒの͏ͪओなものにͭいては、それͧれの߲でઆ໌します。

　所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする࣌期は、࣮ݱに源泉徴収のରとなる所得を支払͏࣌です。
したがって、これΒの所得を支払͏ことが֬ఆしていても、࣮ݱに支払Θれなけれݪଇとして源泉徴収を

するඞཁはありまͤΜ。
なる͑ସりৼに࠲口金༬は又れೖり܁にຊݩ、かほのҝߦるす付ަをમ金に࣮ݱ、はに」払支「のߦ͏ࡍを収徴泉源１）注（

２　等、һ与、組合ܖにͮجいてٱ߃తࢪઃを௨͡てۀࣄ͏ߦかΒੜずる利ӹの分にͭいては、࣮ݱに支払っ
ていない場合でも一ఆ期ؒがܦաしたに支払ったものとΈなされ、源泉徴収をするඞཁがあります（所๏ ��� ᶄ、
��3 ᶄ、2�2 ᶇ）。
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までҾきଓいࡏ
て � 年以্ډ所
を༗するݸ人
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̐　ୀ৬ख等（所๏3�、3�、���、ા๏2�の̐）
̑　ެత年金等（所๏3�ᶅ、2�3の２）
̒　ใुɾྉ金等（「３　給与等」又は「̐　ୀ৬ख等」に֘するものをআきます。）（所๏ 2��、所
ྩ 32�、ા๏ �� の 2�）

７　อۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾ、ଛอݥձࣾ等とక し݁たอܖݥ等にج くͮ年金（所๏2��）
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金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　��
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༗する๏人
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　ᾈ　ࠃにある等のৡによるରՁ
　ᾉ　ࠃにおいて人త務の提ۀࣄڙを͏ߦ者が受けるその人త務の提ڙのରՁ
　ᾊ　ࠃにあるෆಈ࢈などのି付けによるରՁ及び্ݖなどのઃఆによるରՁ
　ᾋ　ࠃにあるӦۀ所等に༬けೖれΒれた༬ஷ金の利ࢠ等
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にあるӦۀ所に信ୗされたࢿ信ୗ（ެࣾ࠴ࢿ信ୗ及びެืެࣾ࠴等ӡ用ࢿ信ୗをআきま
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　ᾍ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者にରするそのࠃۀ務にるି付金の利ࢠ
ᾎ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者かΒ受けるそのࠃۀ務にるۀ所༗ݖ、ஶݖ࡞等の使用ྉ若し
くはৡによるରՁ又は機ց、ஔ等の使用ྉ

ᾏ　給与そのଞ人త務の提ڙにରするใुの͏ͪࠃにおいてۈ͏ߦ務等にجҼするもの、ެత
年金等の͏ͪ一ఆのもの、ୀ৬ख等の͏ͪ受給者がॅډ者であった期ؒにߦったۈ務等にجҼ
するもの（ඇॅډ者のΈ）

　ᾐ　ࠃにおいてۀࣄ͏ߦのࠂએのための金
ᾑ　ࠃにあるӦۀ所等を௨͡てอۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾやଛอݥձࣾとక݁したอݥ

いて受ける年金等ͮج等にܖ　　
　ᾒ　ࠃにあるӦۀ所が受けೖれたఆ期ੵ金の給付ิṇ金等
　ᾓ　ࠃにおいてۀࣄを͏ߦ者にରする出ࢿにͭき、ಗ໊組合ܖ等にͮجいて受ける利ӹの分
式等のৡによる所得等（ા๏גอ্場࠲特ఆ口͏ߦ者がॅډઃを༗するඇࢪతٱ߃　２ 3� の
　��の̐）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　３
̐　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
̑　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ા๏��の�2の２）

ᶝɹ源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の納付

̍ɹ納付期ݶ
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、その源泉徴収のରとなる所得を支払っ

　た月のཌ݄ ��までにซͤて納付しなけれなΒないことになっています（所๏ ��� ほか）。
　なお、この納付期ݶのが༵、ॕなどのٳや༵にたる場合には、そのٳ໌けのが納
　付期ݶとなります（ࠃ税௨ଇ๏ ��ᶄ、ࠃ税௨ଇ๏２ྩߦࢪᶄ）。
　この納付期ݶまでに納付されない場合には、源泉徴収義務者はԆ税やෆ納付Ճ算税などをෛ୲しなけ

　れなΒないことがあります（ࠃ税௨ଇ๏ ��、��、�� ᶅᶆ）。
̎ɹ納期の特例
　給与等の支給人һがৗ࣌ �� 人ະຬである源泉徴収義務者にͭいては、「源泉所得税の納期の特例の承認
　に関するਃ書」を提出してその承認を受けることにより、給与等やୀ৬ख等、税ཧ࢜等のใुɾྉ金
　にͭいて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を࣍のよ͏に年２回にまとめて納付する、納期の特例
　の੍がઃけΒれています（所๏ 2��、2��）。
　なお、このਃ書を提出したのଐする月の翌月までに税務署かΒ承認又は٫Լの௨がない場
　合には、そのਃ月の翌月において承認があったものとされ、そのਃ月の翌ʑ月の納付分かΒこの
　特例がద用されます（所๏ 2��、2�� ᶇ）。

̏ɹ納付のखଓ
　源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、e-Tax（ΠーλοΫε）を利用して納付するか又は「所得
税徴収高計算書（納付書）」をఴ͑て最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します（所๏
22�、所ن ��、ાྩ̑の２の３ᶃ、2� の �� の ��ᶉ、2� の �� の �3ᶏ、2� の ��ᶃ、2� の ��ᶋ、ࠃ税௨ଇ
๏ 3�ᶃ、復興֬ࡒ๏ 2�ᶊ、復興特別所得税লྩ̒）。
　　また、所得税徴収高計算書（納付書）のछྨとその使用۠分は、࣍のදのとおりですが、納付にたっては、
　税務署かΒおΒͤしているཧ൪߸をれずに納付書に記ೖしてください。
　　なお、e-Tax�に関する詳しいใは、e-Tax�ϗーϜページ̡ IUUQT���XXX�F�UBY�OUB�HP�KQ でrご֬認ください。

۠ɹɹɹɹɹɹ 納ɹ付ɹ期ɹݶ
�݄͔Β�݄·Ͱʹࢧͬͨ所得͔Β源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の額 �݄ ��
�݄͔Β��݄·Ͱʹࢧͬͨ所得͔Β源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の額 ཌ �݄ ��

（注）１　納期の特例のରは、࣍に͛ܝるものにݶΒれます（所๏ 2��）。
ᶃ　給与等及びୀ৬ख等（ඇॅډ者に支払ったこれΒのものをؚΈます。）にͭいて源泉徴収をした所得税及び復興�
特別所得税

　　　　ᶄ　ห࢜ޢ（外ࠃ๏ࣄ務ห࢜ޢをؚΈます。）、࢘๏書࢜、Ոௐࠪ࢜、ެ 認ձ計࢜、税ཧ࢜、ࣾ ձอݥ࿑務࢜、หཧ࢜、
　ւࣄཧ࢜、ଌྔݐ、࢜ங࢜、ෆಈؑ࢈ఆ࢜、ٕज़࢜等に支払った所得税๏ୈ 2�� ୈ � ߲ୈ 2߸に͛ܝるใुɾ
ྉ金にͭいて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税

２ このਃ書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便又は信書便の௨信付ҹによりදࣔされた
　　　　に提出されたものとΈなされます（ࠃ税௨ଇ๏ 22）。

所得税徴収高計算書（納付書）のछྨ ུ�߸ の納付書を使用する所得のछྨࠨ
給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高計算書（納
付書）（一般用及び納期特例用） 給 給与所得、ୀ৬所得及びห࢜ޢ、税ཧ࢜等のใुɾ

ྉ金

ใुɾྉ金等の所得税徴収高計算書（納付書） ใ ห࢜ޢ、税ཧ࢜等のใुɾྉ金以外のใुɾྉ金等、
ੜ໋ɾଛอܖݥ等にͮجく年金及びެత年金等

利ࢠ等の所得税徴収高計算書（納付書） 利
利ࢠ所得、ࢿ信ୗ（๏人՝税信ୗをআきます。）又は特ఆ受ӹূ݊
ج等にܖ信ୗの収ӹの分及びಗ໊組合ߦൃ くͮ利ӹの分（源
泉徴収બ口࠲に受けೖれた্場ג式等にる利ࢠ所得をআきます。）

等の所得税徴収高計算書（納付書） 
所得（ࢿ信ୗ（๏人՝税信ୗをআきます。）、特
ఆ受ӹূ݊ൃߦ信ୗの収ӹの分及び源泉徴収બ口
（。る所得をআきます式等にגに受けೖれた্場࠲

ඇॅډ者ɾ外ࠃ๏人の所得にͭいての所得税徴
収高計算書（納付書） ඇ ඇॅډ者及び外ࠃ๏人に支払͏֤छの所得（ঈׂ̋̋ のג̋

納付書を使用する所得をআきます。）
ঈؐࠩӹの所得税徴収高計算書（納付書） ঈ ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ൃ࣌ߦ源泉徴収）
ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額の所得税徴収高
計算書（納付書） ׂ ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ঈؐ࣌源泉徴収）

ఆ期ੵ金の給付ิてΜ金等の所得税徴収高計算
書（納付書） ఆ ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等及びݒ金付༬ஷ金等の

金等ݒ
্場ג式等の源泉徴収બ口࠲ௐ所得金額
及び源泉徴収બ口࠲等ɾະ年者口࠲
等においてܖෆཤߦ等ࣄ༝がੜ͡た場合の所
得税徴収高計算書（納付書）

ג
ɾ源泉徴収をબした特ఆ口࠲อ্場ג式等のৡによる所得等
及び源泉徴収બ口࠲に受けೖれた্場ג式等にる所得等

ɾະ年者口࠲等においてܖෆཤߦ等ࣄ༝がੜ͡た場合の্場ג式
等のৡ所得等及び所得

https://www.e-tax.nta.go.jp


ୈ�ɹ給与所得の源泉徴収ࣄ務

ᶗɹ源泉徴収ࣄ務の͋Β·͠

源泉徴収の͏ߦにࡍ務は、月ʑ（ʑ）の給ྉや与などを支払͏ࣄ者に支払͏給与所得の源泉徴収ॅډ　
߇আやැཆ߇者ۮ務とにେ別され、ᶃ՝税ରとなる給与所得のൣғ、ᶄࣄ年ௐの͏ߦ務と年にࣄ
আなどの֤छ߇আのద用ཁ݅、ᶅ税額දの使いํや۩ମతな税額計算のํ๏などが、そのϙΠϯτとなります。
（注）　ॅډ者とඇॅډ者との۠分は、その人のࠃ੶やࢿཹࡏ （֨ೖࠃϏβ）には関がなく、その人がࠃにॅ所を༗するか又は
のよ͏࣍の場合には、それͧれ࣍、所を༗するかど͏かなどによりఆしますがډଓして�年以্ܧにࠃ　　 にऔりѻΘれます。
を༗するよ͏な場合ۀすることを௨ৗඞཁとする৬ॅډଓして１年以্ܧにࠃ、することとなった人がॅډにࠃ　１　　
　　　には、その人はࠃにॅ所を༗する人とਪఆされます（所ྩ ��）。
を༗するよ͏な場合ۀすることを௨ৗඞཁとする৬ॅډଓして１年以্ܧ外にࠃ、することとなった人がॅډ外にࠃ　２　　
　　　には、その人はࠃにॅ所を༗しない人とਪఆされます（所ྩ ��）。
˞　このઆ໌書における「税額ද」とは、「給与所得の源泉徴収税額ද」（月額ද及び額ද）及び「与にରする源泉徴収税額
の算出のද」のことをいいます。

給与所得の源泉徴収ࣄ務のあΒまし及び源泉徴収をߦ に͏たって使用する税額දやਃࠂ書等は、࣍のとおりです。
また、ࠃ税ிでは、源泉徴収義務者のํに最৽のใをおಧけするため、ࠃ税ிϗーϜページに特ઃページ

として「源泉徴収義務者のํ」のページ̡ IUUQT���XXX�OUB�HP�KQ�VTFST�HFOTFO�JOEFY�IUNʳをઃけています。
　この特ઃページでは、税額දや「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」などの֤छ༷式、「源泉徴収の
あΒまし」などの֤छखҾɾύϯϑϨοτをは͡め、源泉所得税に関する࣭ٙԠࣄ例など源泉徴収のखଓ
にࡍしඞཁとなるใをܝ載していますので、ੋඇご利用ください。
　なお、この特ઃページは、ࠃ税ிϗーϜページのτοϓページのӈԼにある「源泉徴収義務者のํ」のೖ
口かΒ؆୯にΞΫηεすることができます。

˓ɹ݄ʑ（ʑ）の給ྉ与なͲをࢧ͏͏ߦʹࡍ源泉徴収ࣄ務

˓ɹௐࣄ務等

ʪࣄ務の༰ʫ

ʪࣄ務の༰ʫ

ʪ使用する税額දやਃࠂ書等ʫ

ʪ使用する税額දやਃࠂ書等ʫ

１　源泉߇আରۮ者、߇আରැཆなど
　の༰の֬認

̑　ੜ໋อݥྉɾอݥྉ߇আ、ۮ者（特別）
আ、（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金߇ૅج、আ߇　
　等特別߇আ、所得金額ௐ߇আなどの֤छ߇আ
　額の֬認

（注）ે税特別ાஔ๏ୈ��の３の̐ୈ１߲にنఆする
　ਃࠂ書をいいます。以Լಉ͡です。

給与所得の源泉徴収税額ද（月額ද及び額ද）、
与にରする源泉徴収税額の算出のද

給与所得者のอݥྉ߇আਃࠂ書、給与所得者の
、書ࠂআਃ߇ૅج書、給与所得者のࠂআ等ਃ߇者ۮ
給与所得者の（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金等特別
書（注）ࠂআਃ߇書、所得金額ௐࠂআਃ߇

給与所得の源泉徴収ථ

年ௐ等のための給与所得߇আޙの給与等の金
額のද、年ௐのための算出所得税額の算ද、
給与所得にରする源泉徴収、給与所得ɾୀ৬所得
等の所得税徴収高計算書（納付書）

給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高計算書（納
付書）

２　給ྉや与などにରする源泉徴収税額の計算

給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書

給与所得にରする源泉徴収３　源泉徴収税額の徴収とそのࣄの記

̐　源泉徴収税額の納付

̒　年ௐによるաෆ額のਫ਼算と納付

７　源泉徴収ථのຊ人ަ付と税務署への提出

https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm


ୈ�ɹ給与所得の源泉徴収ࣄ務

ᶗɹ源泉徴収ࣄ務の͋Β·͠

源泉徴収の͏ߦにࡍ務は、月ʑ（ʑ）の給ྉや与などを支払͏ࣄ者に支払͏給与所得の源泉徴収ॅډ　
߇আやැཆ߇者ۮ務とにେ別され、ᶃ՝税ରとなる給与所得のൣғ、ᶄࣄ年ௐの͏ߦ務と年にࣄ
আなどの֤छ߇আのద用ཁ݅、ᶅ税額දの使いํや۩ମతな税額計算のํ๏などが、そのϙΠϯτとなります。
（注）　ॅډ者とඇॅډ者との۠分は、その人のࠃ੶やࢿཹࡏ （֨ೖࠃϏβ）には関がなく、その人がࠃにॅ所を༗するか又は
のよ͏࣍の場合には、それͧれ࣍、所を༗するかど͏かなどによりఆしますがډଓして�年以্ܧにࠃ　　 にऔりѻΘれます。
を༗するよ͏な場合ۀすることを௨ৗඞཁとする৬ॅډଓして１年以্ܧにࠃ、することとなった人がॅډにࠃ　１　　
　　　には、その人はࠃにॅ所を༗する人とਪఆされます（所ྩ ��）。
を༗するよ͏な場合ۀすることを௨ৗඞཁとする৬ॅډଓして１年以্ܧ外にࠃ、することとなった人がॅډ外にࠃ　２　　
　　　には、その人はࠃにॅ所を༗しない人とਪఆされます（所ྩ ��）。
˞　このઆ໌書における「税額ද」とは、「給与所得の源泉徴収税額ද」（月額ද及び額ද）及び「与にରする源泉徴収税額
の算出のද」のことをいいます。

給与所得の源泉徴収ࣄ務のあΒまし及び源泉徴収をߦ に͏たって使用する税額දやਃࠂ書等は、࣍のとおりです。
また、ࠃ税ிでは、源泉徴収義務者のํに最৽のใをおಧけするため、ࠃ税ிϗーϜページに特ઃページ

として「源泉徴収義務者のํ」のページ̡ IUUQT���XXX�OUB�HP�KQ�VTFST�HFOTFO�JOEFY�IUNʳをઃけています。
　この特ઃページでは、税額දや「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」などの֤छ༷式、「源泉徴収の
あΒまし」などの֤छखҾɾύϯϑϨοτをは͡め、源泉所得税に関する࣭ٙԠࣄ例など源泉徴収のखଓ
にࡍしඞཁとなるใをܝ載していますので、ੋඇご利用ください。
　なお、この特ઃページは、ࠃ税ிϗーϜページのτοϓページのӈԼにある「源泉徴収義務者のํ」のೖ
口かΒ؆୯にΞΫηεすることができます。

˓ɹ݄ʑ（ʑ）の給ྉ与なͲをࢧ͏͏ߦʹࡍ源泉徴収ࣄ務

˓ɹௐࣄ務等

ʪࣄ務の༰ʫ

ʪࣄ務の༰ʫ

ʪ使用する税額දやਃࠂ書等ʫ

ʪ使用する税額දやਃࠂ書等ʫ

１　源泉߇আରۮ者、߇আରැཆなど
　の༰の֬認

̑　ੜ໋อݥྉɾอݥྉ߇আ、ۮ者（特別）
আ、（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金߇ૅج、আ߇　
　等特別߇আ、所得金額ௐ߇আなどの֤छ߇আ
　額の֬認

（注）ે税特別ાஔ๏ୈ��の３の̐ୈ１߲にنఆする
　ਃࠂ書をいいます。以Լಉ͡です。

給与所得の源泉徴収税額ද（月額ද及び額ද）、
与にରする源泉徴収税額の算出のද

給与所得者のอݥྉ߇আਃࠂ書、給与所得者の
、書ࠂআਃ߇ૅج書、給与所得者のࠂআ等ਃ߇者ۮ
給与所得者の（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金等特別
書（注）ࠂআਃ߇書、所得金額ௐࠂআਃ߇

給与所得の源泉徴収ථ

年ௐ等のための給与所得߇আޙの給与等の金
額のද、年ௐのための算出所得税額の算ද、
給与所得にରする源泉徴収、給与所得ɾୀ৬所得
等の所得税徴収高計算書（納付書）

給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高計算書（納
付書）

２　給ྉや与などにରする源泉徴収税額の計算

給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書

給与所得にରする源泉徴収３　源泉徴収税額の徴収とそのࣄの記

̐　源泉徴収税額の納付

̒　年ௐによるաෆ額のਫ਼算と納付

７　源泉徴収ථのຊ人ަ付と税務署への提出

ᶘɹ給与所得のൣғ

　給与所得には、௨ৗのเ給や給ྉ、金、与のほか、ॾखやいΘΏるݱ給与もؚまれます。
　この給与所得のൣғにͭいて注ҙしていただくは、おおΉͶ࣍のとおりです。
�ɹ௨ۈख等
　௨ৗの給与にՃ算して支給される௨ۈखや௨ۈ用ఆ期ं݊（これΒにྨするखやं݊をؚΈま
す。）は、࣍の۠分にԠ͡、それͧれ１か月たり࣍の金額までは՝税されないことになっています（所
๏̕ᶃޒ、所ྩ 2� の２）。

۠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 ՝ 税 さ れ な い 金 額

ᶃ　ަ௨機関又は༗ྉಓ࿏を利用している人に支給する௨ۈख １か月たりの合ཧతなӡ等の額
（最高ݶ ������ ԁ）

ᶄ　ࣗಈंやࣗసंなどのަ௨
　用۩を使用している人に支給
　する௨ۈख

௨ڑۈ離がยಓ �� Ωϩϝーτϧ以্
である場合 3���� ԁ
௨ڑۈ離がยಓ �� Ωϩϝーτϧ以্
�� Ωϩϝーτϧະຬである場合 2���� ԁ
௨ڑۈ離がยಓ 3� Ωϩϝーτϧ以্
�� Ωϩϝーτϧະຬである場合 2���� ԁ
௨ڑۈ離がยಓ 2� Ωϩϝーτϧ以্
3� Ωϩϝーτϧະຬである場合 ����� ԁ
௨ڑۈ離がยಓ �� Ωϩϝーτϧ以্
2� Ωϩϝーτϧະຬである場合 �2��� ԁ
௨ڑۈ離がยಓ �� Ωϩϝーτϧ以্
�� Ωϩϝーτϧະຬである場合 ���� ԁ
௨ڑۈ離がยಓ 2Ωϩϝーτϧ以্
�� Ωϩϝーτϧະຬである場合 �2�� ԁ
௨ڑۈ離がยಓ 2Ωϩϝーτϧະຬ
である場合 （શ額՝税）

ᶅ　ަ௨機関を利用している人に支給する௨ۈ用ఆ期ं݊ １か月たりの合ཧతなӡ等の額
（最高ݶ ������ ԁ）

ᶆ　ަ௨機関又は༗ྉಓ࿏を利用するほか、ަ௨用۩も使用してい
　る人に支給する௨ۈखや௨ۈ用ఆ期ं݊

１か月たりの合ཧతなӡ等の額
とᶄの金額との合計額　　　　　　

（最高ݶ ������ ԁ）

（注）１ 「合ཧతなӡ等の額」とは、௨ۈのためのӡ、ڑ、ؒ࣌離等のࣄに照Βし最もࡁܦతかͭ合ཧతと認めΒれる
　　 ௨ৗの௨ۈのܦ࿏及びํ๏によるӡ又はྉ金の額をいいます。
　　 　この「合ཧతなӡ等の額」には、৽װઢమಓを利用した場合の特別ߦٸྉ金はؚまれますが、άϦーϯྉ金はؚま

̕ô̒の３）。

̕ô１））。

ô１）。

ô̐）。

ô̑）。

̒ô１

　　 ２ 「ӡ等の額」には、ফඅ税及びํফඅ税૬額がؚまれます。したがって、ফඅ税及びํফඅ税ࠐΈのӡ等
　　 の額が、্記の「՝税されない金額」以Լであれ、՝税される金額はないことになりますが、ফඅ税及びํফඅ税
　　 Έのӡ等の額が、্記の「՝税されない金額」を͑る場合には、その͑る෦分の金額が՝税のରとなりますࠐ

�ɹ特घな給与等

۠　　　　分 औ　　　　　　　　ѻ　　　　　　　　い

ཱྀ අ

　給与所得を༗する人の࣍に͛ܝるཱྀߦにඞཁな支出にॆてるため支給される金でそのཱྀߦ
にͭいて௨ৗඞཁと認めΒれるものにͭいては、՝税されまͤΜ（所๏̕ᶃ࢛）。
ᶃ　ۈ務する場所を離れてその৬務をߦするためにߦཱྀ͏ߦ
ᶄ　సに͏సډのためにߦཱྀ͏ߦ
ᶅ　ब৬やୀ৬した人のసډ又はࢮによりୀ৬した人のҨがసډのためにߦཱྀ͏ߦ

॓   ྉ

　॓ྉは、॓をຊདྷの৬務とする人の॓ྉなど一ఆのものをআき、１回の॓に
ͭいて支給される金額の͏ͪ ���� ԁ（॓又はのۈ務をすることにより支給される৯ࣄが
ある場合には、���� ԁかΒその৯ࣄのՁ額を߇আした額）までの෦分にͭいては、՝税され

ަ ࡍ අ 等 務のために使用ۀඅやඅ等として支給される金は給与等とされますが、使用者のࡍަ　

݁ࠗॕۚ等
等のॕ金は給与等とされますが、その金額が࢈いて支給される݁ࠗ、出ͮج等にܖ用ޏ　
支給を受ける人のҐなどに照Βしてࣾձ௨೦্૬と認めΒれるものであれ、՝税されま



۠　　　　　分 औ　　　　　　　　ѻ　　　　　　　　い

ࡇྉɺ߳యɺ
ۚݟ

　ࡇྉや߳య、ࡂ等のݟ金は、その金額がࣾձ௨೦্૬と認めΒれるものであれ、
՝税されまͤΜ（所ج௨̕ô23）。

࿑ಇج४๏等
のنఆʹΑる
֤ छ ิ ঈ ۚ

　࿑ಇج४๏やધһ๏のنఆにより受けるྍཆの給付やิۀٳঈなどにͭいては、՝税されま
ͤΜ（所๏̕ᶃࡾΠ、所ྩ 2�ᶃ）。

ֶ ࢿ ۚ

、にॆてるために給付される金の͏ͪ給与そのଞରՁのੑ࣭を༗するものにͭいてはࢿֶ　
ඇ՝税のରかΒআ外されていますが、給与所得者が使用者かΒ受けるֶࢿ金の͏ͪ、௨ৗの
給与にՃ算して給付されるものにͭいては、๏人である使用者かΒその๏人のһのֶࢿにॆ
てるために給付するものなど一ఆの場合に֘するものをআき、՝税されまͤΜ（所๏̕ᶃ
。（ޒे

�ɹݱ給与のऔѻい
給与等は金મで支給されることがී௨ですが、৯ࣄのݱ支給やのҾൢചなどのよ͏にやݖ利そ
のଞのࡁܦత利ӹをもって支給されることがあります。
このよ͏な、いΘΏるݱ給与も給与等にたりますが、ݱ給与には、ᶃ৬務のੑ্࣭ܽくことのでき
ないものでओとして使用者ଆのۀ務্ߦのඞཁかΒ支給されるもの、ᶄ金ੑにܽけるもの、ᶅそのධՁ
がࠔなもの、ᶆ受給者ଆになどのબの༨がないものなど、金મによる給与等とҟなるੑ࣭があり、
また、ᶇ্ࡦ特別のྀをཁするものなどもあるため、特ఆのݱ給与にͭいては、՝税্金મによる給
与等とはҟなった࣍のよ͏な特別のऔѻいがఆめΒれています。

۠　　　　　分 औ　　　　　　　　ѻ　　　　　　　　い

৯ ࣄ の ࢧ 給

　使用者が支給する৯ࣄにͭいては、その支給を受ける人がその৯ࣄのՁ額の額以্をෛ
୲すれ、ݪଇとして՝税されまͤΜ。ただし、その৯ࣄのՁ額かΒその人のෛ୲した金額

２）。

̒ô１ ̕ô１）。

̕ ̕ô̔）。

̔ô１）。７

̔ô１））。̑̒ô̕

を߇আした額（使用者のෛ୲額）が月額 3��� ԁを͑るときは、その使用者のෛ୲額（そ

　この場合の使用者のෛ୲額が 3��� ԁを͑るかど͏かは、ফඅ税及びํফඅ税の額を

ᶃ　使用者がௐཧして支給する৯ࣄにͭいては、その৯ࣄのࡐྉ等にཁするඅの額に૬
　する金額
ᶄ　使用者がҿ৯ళ等かΒߪೖして支給する৯ࣄにͭいては、その৯ࣄのߪೖՁ額に૬す
　る金額
　以্のほか、௨ৗのۈ務ؒ࣌外に॓又はۀをした人にରし、これΒのۈ務をするこ

੍  等 の ࢧ 給 　৬務のੑ্੍࣭をண用しなけれなΒない人にରして支給又はି与する੍そのଞのの

ࣾ  等 の ି 与

　使用人等にରしてແঈ又は額のିྉでࣾやྈ等をି与することによりその使用人等
が受けるࡁܦత利ӹにͭいては、使用人等かΒ一ఆの算式によりٻめたࣾ等にͭいて௨ৗ
支払͏きିྉの額以্のିྉを徴収していれ՝税されまͤΜが、使用人等かΒ徴収
しているିྉが、そのࣾ等にͭいて௨ৗ支払͏きିྉの額をԼ回っている場合には、

　なお、һにି与しているࣾ等が、いΘΏる߽՚ࣾである場合には、௨ৗのିྉの
額は一般のିॅとした場合に௨ৗ支払͏き使用ྉの額によりධՁすることとされてい

ϨΫϦΤʔγϣ
ϯのඅ༻のෛ୲

　ϨΫϦΤーγϣϯのためにࣾձ௨೦্一般తにߦΘれていると認めΒれるձ৯、ཱྀߦ、ԋ
ܳձ、ӡಈձ等のࣄߦのඅ用を使用者がෛ୲することにより、そのࣄߦに参Ճした人が受け
るࡁܦత利ӹにͭいては、ࣗݾの合でそのࣄߦに参Ճしなかった人にରしその参Ճに͑
て金મを支給する場合やһだけをରとしてそのࣄߦのඅ用をෛ୲する場合をআき、՝税

　なお、ϨΫϦΤーγϣϯཱྀߦにͭいては、ཱྀߦ期ؒが̐ധ̑（తがւ外の場合は、
తにおけるࡏ数）以であるなど一ఆのཁ݅をຬたしている場合には、そのࡁܦత
利ӹの額がগ額ෆ及のझࢫをҳしないݶり、ݪଇとして՝税しなくてࠩし支͑ありまͤ



۠　　　　　分 औ　　　　　　　　ѻ　　　　　　　　い

ࡇྉɺ߳యɺ
ۚݟ

　ࡇྉや߳య、ࡂ等のݟ金は、その金額がࣾձ௨೦্૬と認めΒれるものであれ、
՝税されまͤΜ（所ج௨̕ô23）。

࿑ಇج४๏等
のنఆʹΑる
֤ छ ิ ঈ ۚ

　࿑ಇج४๏やધһ๏のنఆにより受けるྍཆの給付やิۀٳঈなどにͭいては、՝税されま
ͤΜ（所๏̕ᶃࡾΠ、所ྩ 2�ᶃ）。

ֶ ࢿ ۚ

、にॆてるために給付される金の͏ͪ給与そのଞରՁのੑ࣭を༗するものにͭいてはࢿֶ　
ඇ՝税のରかΒআ外されていますが、給与所得者が使用者かΒ受けるֶࢿ金の͏ͪ、௨ৗの
給与にՃ算して給付されるものにͭいては、๏人である使用者かΒその๏人のһのֶࢿにॆ
てるために給付するものなど一ఆの場合に֘するものをআき、՝税されまͤΜ（所๏̕ᶃ
。（ޒे

�ɹݱ給与のऔѻい
給与等は金મで支給されることがී௨ですが、৯ࣄのݱ支給やのҾൢചなどのよ͏にやݖ利そ
のଞのࡁܦత利ӹをもって支給されることがあります。
このよ͏な、いΘΏるݱ給与も給与等にたりますが、ݱ給与には、ᶃ৬務のੑ্࣭ܽくことのでき
ないものでओとして使用者ଆのۀ務্ߦのඞཁかΒ支給されるもの、ᶄ金ੑにܽけるもの、ᶅそのධՁ
がࠔなもの、ᶆ受給者ଆになどのબの༨がないものなど、金મによる給与等とҟなるੑ࣭があり、
また、ᶇ্ࡦ特別のྀをཁするものなどもあるため、特ఆのݱ給与にͭいては、՝税্金મによる給
与等とはҟなった࣍のよ͏な特別のऔѻいがఆめΒれています。

۠　　　　　分 औ　　　　　　　　ѻ　　　　　　　　い

৯ ࣄ の ࢧ 給

　使用者が支給する৯ࣄにͭいては、その支給を受ける人がその৯ࣄのՁ額の額以্をෛ
୲すれ、ݪଇとして՝税されまͤΜ。ただし、その৯ࣄのՁ額かΒその人のෛ୲した金額

２）。

̒ô１ ̕ô１）。

̕ ̕ô̔）。

̔ô１）。７

̔ô１））。̑̒ô̕

を߇আした額（使用者のෛ୲額）が月額 3��� ԁを͑るときは、その使用者のෛ୲額（そ

　この場合の使用者のෛ୲額が 3��� ԁを͑るかど͏かは、ফඅ税及びํফඅ税の額を

ᶃ　使用者がௐཧして支給する৯ࣄにͭいては、その৯ࣄのࡐྉ等にཁするඅの額に૬
　する金額
ᶄ　使用者がҿ৯ళ等かΒߪೖして支給する৯ࣄにͭいては、その৯ࣄのߪೖՁ額に૬す
　る金額
　以্のほか、௨ৗのۈ務ؒ࣌外に॓又はۀをした人にରし、これΒのۈ務をするこ

੍  等 の ࢧ 給 　৬務のੑ্੍࣭をண用しなけれなΒない人にରして支給又はି与する੍そのଞのの

ࣾ  等 の ି 与

　使用人等にରしてແঈ又は額のିྉでࣾやྈ等をି与することによりその使用人等
が受けるࡁܦత利ӹにͭいては、使用人等かΒ一ఆの算式によりٻめたࣾ等にͭいて௨ৗ
支払͏きିྉの額以্のିྉを徴収していれ՝税されまͤΜが、使用人等かΒ徴収
しているିྉが、そのࣾ等にͭいて௨ৗ支払͏きିྉの額をԼ回っている場合には、

　なお、һにି与しているࣾ等が、いΘΏる߽՚ࣾである場合には、௨ৗのିྉの
額は一般のିॅとした場合に௨ৗ支払͏き使用ྉの額によりධՁすることとされてい

ϨΫϦΤʔγϣ
ϯのඅ༻のෛ୲

　ϨΫϦΤーγϣϯのためにࣾձ௨೦্一般తにߦΘれていると認めΒれるձ৯、ཱྀߦ、ԋ
ܳձ、ӡಈձ等のࣄߦのඅ用を使用者がෛ୲することにより、そのࣄߦに参Ճした人が受け
るࡁܦత利ӹにͭいては、ࣗݾの合でそのࣄߦに参Ճしなかった人にରしその参Ճに͑
て金મを支給する場合やһだけをରとしてそのࣄߦのඅ用をෛ୲する場合をআき、՝税

　なお、ϨΫϦΤーγϣϯཱྀߦにͭいては、ཱྀߦ期ؒが̐ധ̑（తがւ外の場合は、
తにおけるࡏ数）以であるなど一ఆのཁ݅をຬたしている場合には、そのࡁܦత
利ӹの額がগ額ෆ及のझࢫをҳしないݶり、ݪଇとして՝税しなくてࠩし支͑ありまͤ

۠　　　　　分 औ　　　　　　　　ѻ　　　　　　　　い

Ӭۈଓ記೦
等のࢧ給

　Ӭ年にΘたりۈ務した人のදজにたり、その記೦としてཱྀܶ؍、ߦ等にটし、又は記೦
を支給することによるࡁܦత利ӹで、そのදজが、おおΉͶ �� 年以্ۈଓした人をରと
したものであるなど一ఆのཁ݅をຬたすものにͭいては、՝税されまͤΜ（所ج௨ 3� 2�）。

ۀ記೦等の
給ࢧ

　ۀ記೦、૿ࢿ記೦、ࣄ記೦又は合ซ記೦等にࡍし、その記೦として支給する記೦
で、その支給する記೦が、ࣾձ௨೦্記೦として;さΘしいものであって、そのՁ額（ॲ
分ࠐݟՁ額によりධՁしたՁ額）が ����� ԁ以Լのものであるなど一ఆのཁ݅をຬたすもの
にͭいては、ݐஙۀ者、ધۀ者等がෛࣄ又はધの等にࡍして支給するものをআき、
՝税されまͤΜ（所ج௨ 3� 22）。
　なお、そのՁ額が ����� ԁ以Լのものであるかど͏かは、ফඅ税及びํফඅ税の額をআ
いた金額によりఆします（ฏݩ๏̒ １（最ऴվਖ਼ฏ 2� ՝๏̕ １））。

ɺ等の
Ҿൢച

　使用者のऔりѻ͏、等（༗Ձূ݊及び৯ࣄをআきます。）のҾൢചをすることに
よるࡁܦత利ӹにͭいては、そのҾൢചのՁ額が、使用者のऔ得Ձ額以্で、௨ৗଞにൢച
するՁ額のおおΉͶ ���以্であるなど一ఆのཁ݅をຬたす場合には、՝税されまͤΜ（所
௨ج 3� 23）。

ۚમのແརଉ
ି付け等

　使用者が金મをແ利ଉ又はい金利でିし付けたことによるࡁܦత利ӹにͭいては、ᶃその
金をཁすることとなった人にରしてࢿ׆తにଟ額なੜ࣌ප等によりྟ࣬、ࡂ、త利ӹがࡁܦ
そのࢿ金にॆてるためにିし付けた金額にͭき、そのฦࡁにཁする期ؒとして合ཧతと認めΒ
れる期ؒに受けるものである場合、ᶄ使用者におけるआೖ金のฏۉௐୡ金利など合ཧతと認
めΒれるି付利により利ଉを徴している場合、又は、ᶅそのڙ与されるࡁܦత利ӹの合計額
が年ؒ ���� ԁ以Լの場合には、՝税されまͤΜ（所ج௨ 3� 2�）。

རްੜࢪ設の
ར༻

　利ްੜࢪઃのӡӦඅ等を使用者がෛ୲することにより利用者が受けるࡁܦత利ӹにͭいて
は、その額がஶしくଟ額である場合やһだけをରとしてそのࡁܦత利ӹがڙ与される場合
をআき、՝税されまͤΜ（所ج௨ 3� 2�）。

ᶙɹ給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書

　給与等の支払を受ける人は、ຖ年最ॳに給与等の支払を受けるのલまでに「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟ
ಈ）ਃࠂ書」を給与等の支払者（２か所以্かΒ給与等の支払を受けている人はओたる給与等の支払者）に
提出しなけれなΒないこととされています（所๏ ��� ᶃ）。
　このਃࠂ書は、ැཆや源泉߇আରۮ者などがいない人でも提出しなけれなΒないこととされて
おり、このਃࠂ書の提出のない人が支払を受ける給与等にͭいては、税額දの「Ե」ཝがద用されることに
なります（このਃࠂ書を提出した場合よりも高い税がద用されます。）ので、このਃࠂ書を提出できる人（ओ
たる給与等の支払者かΒ給与等の支払を受ける人）にͭいてはこれを提出するよ͏ࢦಋしてください。
　なお、給与等の支払を受ける人かΒ受ཧしたこのਃࠂ書は、税務署かΒ提出をٻめΒれるまでのؒは、
提出を受けた給与等の支払者がอଘするものとされています（所ن ���の３）。

˻ࣾձอো・税൪߸੍（ϚΠφϯόʔ੍）ʹる源泉徴収ࣄ務Ͱのओなऔѻい˼
ᾇ ʮ給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書ʯの൪߸記載
　給与等の支払者が、「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」の提出を受ける場合には、給与所得者か

　Β給与所得者ຊ人、源泉߇আରۮ者及び߇আରැཆ等のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）が記載され
　たਃࠂ書の提出を受けるඞཁがあります。
（注）　給与等の支払者が、「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」に記載されるき給与所得者ຊ人、源泉߇আର
　　 を記載したாをඋ͑ているときは、その給与߲ࣄそのଞの（߸人൪ݸ）আରැཆ等のϚΠφϯόー߇者及びۮ
　　 所得者が提出する「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」には、そのாに記載されているϚΠφϯόー（ݸ人൪
　　 ߸）の記載をཁしないこととされています（所๏ ���ᶆ、所ن �� の２ᶇʙᶌ）。

ᾈɹຊਓ֬認の࣮ࢪ
　給与等の支払者が、給与所得者かΒϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）の提ڙを受ける場合は、ຊ人֬認として、
　提ڙを受ける൪߸がਖ਼しいことの֬認ʲ൪߸֬認ʳと、൪߸の提ڙをする者がਅにその൪߸のͪ࣋ओであ
　ることの֬認ʲ֬ݩ認ʳを͏ߦඞཁがあります。
　なお、給与等の支払者がຊ人֬認を͏ߦඞཁがあるのは、ϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）の提ڙを͏ߦ給与
　所得者ຊ人のΈとなります（源泉߇আରۮ者や߇আରැཆ等のຊ人֬認は、給与所得者が͏ߦ
　こととなります。）。



̍ɹ給与所得߇আ
　　給与所得の金額は、その年தの給与等の収ೖ金額かΒ給与所得߇আ額を߇আした額とされています（所๏2�ᶄ）。
　　この給与所得߇আ額は、給与等の収ೖ金額にԠ͡て、࣍のよ͏にఆめΒれています（所๏ 2� ᶅ）。

（注）　�ຊ人֬認を͏ߦ場合に使用する書ྨの例
　　　　ᶃ　ϚΠφϯόーΧーυʲ൪߸֬認と֬ݩ認ʳ
　　　　ᶄ　௨Χーυ（˞）̡ ൪߸֬認ʳ��ӡస໔ূڐ、ύεϙーτなどʲ֬ݩ認 （r写ਅදࣔのない分ূ໌書等により֬ݩ

˞　௨Χーυを൪߸֬認書ྨとして使用するためには、௨Χーυの記載߲ࣄがॅຽථの໊ࢯ、ॅ 所等と一கしているඞཁがありま
　す。また、ྩ ２年 月̑2�以ަޙ付される「ݸ人൪߸௨書」にͭいては、൪߸֬認書ྨとして使用できまͤΜのでご注ҙください。

認を͏ߦ場合には 2छྨඞཁです。）

˞ ࣾձอোɾ税൪߸੍（ϚΠφϯόー੍）にͭいて、詳しくはσジλϧிϗーϜページ【https://www.EJgJtaM.go.jp】

˞ 一ఆのཁ݅に֘する場合には、্記の給与所得の金額かΒ所得金額ௐ߇আ額が߇আされます（ા๏ ��
の３の３ᶃ）。年ௐにおいて所得金額ௐ߇আのద用を受ける場合には、その年最ޙに給与等の支払を受
けるのલまでに、所得金額ௐ߇আਃࠂ書を提出するඞཁがあります（ા๏ ��の３の̐ᶄ）。詳しくは、
。載されている「源泉徴収のあΒまし」を参照してくださいܝ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にࠃ

　又はࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】をご覧ください。

ᶚɹ源泉徴収ʹ͠ࡍて߇আ͞Εる֤छ߇আ

　なお、月ʑ（ʑ）の源泉徴収税額をٻめるࡍに使用する「給与所得の源泉徴収税額ද」（月額ද及び額ද）
などには、طに給与所得߇আ૬額が৫りࠐまれていますので、月ʑ（ʑ）の源泉徴収の、この給与所得߇আ
額を計算するඞཁはありまͤΜ。また、年ௐのࡍには、「その年தの給与等の収ೖ金額かΒ給与所得߇আ額を
の՝税給与所得金額にͭいて「年ௐのための算出所得ޙআした߇আ額を߇の金額」かΒ֤छ所得ޙআした߇
税額の算ද」を使用して税額をٻめることになりますが、この場合の給与所得߇আޙの給与等の金額は、「年
ௐ等のための給与所得߇আޙの給与等の金額のද」によってٻめます（所๏2�ᶆ、���、別දୈޒ）。
̎ɹ所得߇আٴͼ税額߇আ
　所得税は、納税者の୲税ྗにԠ͡た՝税を͏ߦことなどをతとするため、֤छの߇আを͏ߦこととし
ていますが、源泉徴収のࡍに߇আされるもののछྨ及びその߇আを受けるために提出しなけれなΒない
ਃࠂ書は、࣍のදのとおりです。

給 与 等 の 収 ೖ 金 額 給 与 所 得 ߇ আ 額
��2 ສ ���� ԁ以Լの場合
��2 ສ ���� ԁを͑ ��� ສԁ以Լの場合
��� ສԁを͑ 3�� ສԁ以Լの場合
3�� ສԁを͑ ��� ສԁ以Լの場合
��� ສԁを͑ ��� ສԁ以Լの場合
��� ສԁを͑る場合

�� ສԁ
収ೖ金額ʷ ���ɻ ��ສԁ
収ೖ金額ʷ 3����� ສԁ
収ೖ金額ʷ 2������ ສԁ
収ೖ金額ʷ ������� ສԁ
��� ສԁ

ැ所税ॺ等

税ॺ

区ொଜࢢ

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の໊শ（໊ࢯ）

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の๏ਓ（ݸਓ）൪߸

˞͜のਃࠂॻのఏग़Λड͚ͨڅ༩のࢧऀ͕͍ͩͯ͘͞͠ࡌهɻ

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の所ࡏ（ॅ所）

（ϑϦΨφ）

͋ͳͨの໊ࢯ

໌ɾେɾত
ฏɾྩ 　　　　　 　　　　　

ੈଳओの໊ࢯ

͋ͳͨのݸਓ൪߸ ͋ͳͨͱのଓฑ

͋ͳͨのॅ所
ຢ  ډ 所

（༣ศ൪߸　　�－　　�　�）

͋ͳͨʹݯઘ控除ରऀۮɺোऀʹ֘当͢Δಉ一ੜܭٴऀۮͼැཆ͕ͳ͘ɺ͔ ͭɺ͋ ͳ͕ͨࣗোऀɺՉ්ɺͻͱΓຢۈ࿑ֶੜの͍ͣΕʹ֘当͠ͳ͍場合ʹɺҎԼの֤ཝʹه入͢Δඞཁ͋Γ·ͤΜɻ

˓ॅຽ੫ʹؔ͢Δࣄ （߲この欄は、地方税法第45条の３の２及び第317条の３の２に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養親族等申告書の記載欄を兼ねています。）

ैͨΔڅ༩ʹͭ
͍ͯͷැཆ߇আ
ਃࠂॻͷఏग़

（ఏग़͍ͯ͠Δ場合ʹɺ˓ҹΛ͚
͍ͯͩ͘͞ɻ ）

区 分 等 （ ϑ Ϧ Ψ φ ）
ࢯ ໊

߸　　ਓ　　൪　　ݸ

͋ͳͨͱのଓฑ ੜ� � ݄� 

 ਓ ැ ཆ  
（ত2��1�1Ҏલੜ）

特 定 ැ ཆ  
（ฏ13�1�2ੜʙฏ1��1�1ੜ）

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝
ྩ̑ தʹҟಈ͕͋ͬͨ
場合ʹ͍ͩͯ͘͞͠ࡌه
（ҎԼಉ͡ Ͱ͢ɻ）ɻ（ ）
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˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

２

３

̐

$

˘�Չ　　　්˘�োऀ

্の֘当͢Δ߲ٴͼཝʹνΣοΫΛ͚ɺ（　�）ʹ֘当͢ΔැཆのਓΛه入͠ ͯ͘ ͩ͞ ͍ɻ

˘�ͻ ͱ Γ 

ۈ�˘ ࿑ ֶ ੜ

োऀຢۈ࿑ֶੜの༰（͜のཝのࡌهʹ当ͨͬͯ ɺཪ໘のʮ２　ࡌهʹ͍ͭͯの͝注ҙʯのᾎΛ͓ಡΈ͘ ͩ͞ ͍ɻ） ҟಈ݄ٴͼࣄ༝

%
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আΛड͚Δ߇
ැ ཆ   

໊　　　　　ࢯ ͋ͳͨͱの
ଓ　　　ฑ ੜ  ݄  ॅ 所 ຢ  ډ 所 控�除�Λ�ड�͚�Δ�ଞ�の�所�得�ऀ ҟಈ݄ٴͼࣄ༝ࢯ　　　໊ ͋ͳ ͱͨのଓฑ ॅ�所�ຢ�ډ��所

໌ɾେɾত
ฏɾྩ ɾ�　ɾ
໌ɾେɾত
ฏɾྩ ɾ�　ɾ

ະຬͷࡀ16
ැ ཆ  

ʢฏ20�1�2Ҏޙੜʣ

ୀ৬खΛ༗͢Δ
ऀۮɾැཆ

（ ϑ Ϧ Ψ φ ）
໊　　　　　ࢯ ݸ ਓ ൪ ߸ 控除ର֎ࠃ֎ැཆ

（֘当͢Δ場合ʓҹΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

ඇ ډ ॅ ऀ Ͱ ͋ Δ  
（֘当͢Δ߲ʹνΣοΫΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

ྩ ̑ த の
所得のੵݟ額（˞）

１ 円

円

円

２

֘当ऀ
区分 ຊ　�ਓ ಉ 一 ੜ ܭ

ۮ （ऀ注2） ැཆ

一般のোऀ （�　ਓ）

特 ผ ো  ऀ （�　ਓ）

ಉډ特ผোऀ （�　ਓ）

͋ͳͨのੜ ݄
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ͻͱΓຢ
ۈ ࿑ ֶ ੜ
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ɾ
ྩ

ฏ
ɾ
ྩ

ɾ໌େɾত
ฏɾྩ

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝ੜ��݄� ॅ� 所� ຢ� � �ډ 所

（ ϑ Ϧ Ψ φ ）
໊　　　　　ࢯ ݸ ਓ ൪ ߸

ͳ͋ͨ ͱ
のଓฑ

ͳ͋ͨ ͱ
のଓฑ

ྩ ̑ த の
所得のੵݟ額（˞）

োऀ
区　分

˘�一般
˘�特ผ

˘�Չ්
˘�ͻͱΓ

˘�ऀۮ
Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀ�30˘
˘�োऀ

˘�ཹֶ
˘�3�万円Ҏ্のࢧ

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝ Չ්ຢͻͱΓੜ��݄� ॅ 所 ຢ  ډ 所

所得のੵݟ額
ྩ̑தの

݄

ྩ  ̑  分 ɹ څ ༩ ॴ ಘ ऀ ͷ ැ ཆ ߇ আ  ʢ ҟ ಈ ʣ ਃ ࠂ ॻ

のし͔ͨは͜ちΒࡌه

（֘当͢Δ場合ʓҹΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

˞　ʮྩ̑தの
　所得のੵݟ額ʯཝ
　ʹɺ退職所得Λ
　除͍ͨ所得のੵݟ
額Λ͠ࡌه·͢ɻ

ॅ 所 ຢ  ډ 所

ɾɾ

ɾɾ

ɾɾ

ʢʣ̍ ͱɺॴಘऀۮআର߇ઘݯ ʢऀྩ̑தͷॴಘͷ900ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓʹݶΓ·͢ɻʣͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ༩ͷڅͯ
Λडࢧ Δ͚ਓٴͼന৭ۀࣄઐैऀΛআ ·͖͢ ɻʣͰɺྩ ̑தͷॴಘͷ95ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

̎ ಉҰੜܭऀۮͱɺॴಘऀͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ઐैऀΛআۀࣄͼന৭ٴΛड͚Δਓࢧ༩ͷڅͯ ·͖͢ɻʣͰɺྩ ̑தͷ
ॴಘͷ48ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

ැ所税ॺ等
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څ ༩ の ࢧ  ऀ
の所ࡏ（ॅ所）

（ϑϦΨφ）

͋ͳͨの໊ࢯ

໌ɾେɾত
ฏɾྩ 　　　　　　　　　　　

ੈଳओの໊ࢯ

͋ͳͨのݸਓ൪߸ ͋ͳͨͱのଓฑ

͋ͳͨのॅ所
ຢ  ډ 所

（༣ศ൪߸　　�－　　�　�）

͋ͳͨʹݯઘ控除ରऀۮɺোऀʹ֘当͢Δಉ一ੜܭٴऀۮͼැཆ͕ͳ͘ɺ͔ ͭɺ͋ ͳ͕ͨࣗোऀɺՉ්ɺͻͱΓຢۈ࿑ֶੜの͍ͣΕʹ֘当͠ͳ͍場合ʹɺҎԼの֤ཝʹه入͢Δඞཁ͋Γ·ͤΜɻ

˓ॅຽ੫ʹؔ͢Δࣄ （߲この欄は、地方税法第45条の３の２及び第317条の３の２に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養親族等申告書の記載欄を兼ねています。）

ैͨΔڅ༩ʹͭ
͍ͯͷැཆ߇আ
ਃࠂॻͷఏग़

（ఏग़͍ͯ͠Δ場合ʹɺ˓ҹΛ͚
͍ͯͩ͘͞ɻ ）

区 分 等 （ ϑ Ϧ Ψ φ ）
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（֘当͢Δ場合ʓҹΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

ඇ ډ ॅ ऀ Ͱ ͋ Δ  
（֘当͢Δ߲ʹνΣοΫΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

ྩ ̑ த の
所得のੵݟ額（˞）

１ 円

円

円

２

֘当ऀ
区分 ຊ　�ਓ ಉ 一 ੜ ܭ

ۮ （ऀ注2） ැཆ

一般のোऀ （�　ਓ）

特 ผ ো  ऀ （�　ਓ）
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ͳ͋ͨ ͱ
のଓฑ

ͳ͋ͨ ͱ
のଓฑ

ྩ ̑ த の
所得のੵݟ額（˞）

োऀ
区　分

˘�一般
˘�特ผ

˘�Չ්
˘�ͻͱΓ

˘�ऀۮ
Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀ�30˘
˘�োऀ

˘�ཹֶ
˘�3�万円Ҏ্のࢧ

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝ Չ්ຢͻͱΓੜ��݄� ॅ 所 ຢ  ډ 所

所得のੵݟ額
ྩ̑தの

݄
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（֘当͢Δ場合ʓҹΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）
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　所得のੵݟ額ʯཝ
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　除͍ͨ所得のੵݟ
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ɾɾ�
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ʢʣ̍ ͱɺॴಘऀۮআର߇ઘݯ ʢऀྩ̑தͷॴಘͷ900ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓʹݶΓ·͢ɻʣͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ༩ͷڅͯ
Λडࢧ Δ͚ਓٴͼന৭ۀࣄઐैऀΛআ ·͖͢ ɻʣͰɺྩ ̑தͷॴಘͷ95ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

̎ ಉҰੜܭऀۮͱɺॴಘऀͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ઐैऀΛআۀࣄͼന৭ٴΛड͚Δਓࢧ༩ͷڅͯ ·͖͢ɻʣͰɺྩ ̑தͷ
ॴಘͷ48ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

ਆా

࿅അ

ձࣾࣜג˓˓˓˓ ࢁ ଠ 山川　太郎

山川 明子

母

子

子

山川 和子

山川 一郎

山川 二郎

本人

54 1 1

176 8503
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5

5
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5
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ʤ記載例ʥ
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̍ɹ給与所得߇আ
　　給与所得の金額は、その年தの給与等の収ೖ金額かΒ給与所得߇আ額を߇আした額とされています（所๏2�ᶄ）。
　　この給与所得߇আ額は、給与等の収ೖ金額にԠ͡て、࣍のよ͏にఆめΒれています（所๏ 2� ᶅ）。

（注）　�ຊ人֬認を͏ߦ場合に使用する書ྨの例
　　　　ᶃ　ϚΠφϯόーΧーυʲ൪߸֬認と֬ݩ認ʳ
　　　　ᶄ　௨Χーυ（˞）̡ ൪߸֬認ʳ��ӡస໔ূڐ、ύεϙーτなどʲ֬ݩ認 （r写ਅදࣔのない分ূ໌書等により֬ݩ

˞　௨Χーυを൪߸֬認書ྨとして使用するためには、௨Χーυの記載߲ࣄがॅຽථの໊ࢯ、ॅ 所等と一கしているඞཁがありま
す。また、ྩ ２年 月̑2�以ަޙ付される「ݸ人൪߸௨書」にͭいては、൪߸֬認書ྨとして使用できまͤΜのでご注ҙください。

　　　　　認を͏ߦ場合には 2छྨඞཁです。）

˞ ࣾձอোɾ税൪߸੍（ϚΠφϯόー੍）にͭいて、詳しくはσジλϧிϗーϜページ【https://www.EJgJtaM.go.jp】

˞ 一ఆのཁ݅に֘する場合には、্記の給与所得の金額かΒ所得金額ௐ߇আ額が߇আされます（ા๏ ��
の３の３ᶃ）。年ௐにおいて所得金額ௐ߇আのద用を受ける場合には、その年最ޙに給与等の支払を受
けるのલまでに、所得金額ௐ߇আਃࠂ書を提出するඞཁがあります（ા๏ ��の３の̐ᶄ）。詳しくは、
。載されている「源泉徴収のあΒまし」を参照してくださいܝ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にࠃ

　又はࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】をご覧ください。

ᶚɹ源泉徴収ʹ͠ࡍて߇আ͞Εる֤छ߇আ

　なお、月ʑ（ʑ）の源泉徴収税額をٻめるࡍに使用する「給与所得の源泉徴収税額ද」（月額ද及び額ද）
などには、طに給与所得߇আ૬額が৫りࠐまれていますので、月ʑ（ʑ）の源泉徴収の、この給与所得߇আ
額を計算するඞཁはありまͤΜ。また、年ௐのࡍには、「その年தの給与等の収ೖ金額かΒ給与所得߇আ額を
の՝税給与所得金額にͭいて「年ௐのための算出所得ޙআした߇আ額を߇の金額」かΒ֤छ所得ޙআした߇
税額の算ද」を使用して税額をٻめることになりますが、この場合の給与所得߇আޙの給与等の金額は、「年
ௐ等のための給与所得߇আޙの給与等の金額のද」によってٻめます（所๏2�ᶆ、���、別දୈޒ）。

̎ɹ所得߇আٴͼ税額߇আ
　所得税は、納税者の୲税ྗにԠ͡た՝税を͏ߦことなどをతとするため、֤छの߇আを͏ߦこととし
ていますが、源泉徴収のࡍに߇আされるもののछྨ及びその߇আを受けるために提出しなけれなΒない
ਃࠂ書は、࣍のදのとおりです。

給 与 等 の 収 ೖ 金 額 給 与 所 得 ߇ আ 額
��2 ສ ���� ԁ以Լの場合
��2 ສ ���� ԁを͑ ��� ສԁ以Լの場合
��� ສԁを͑ 3�� ສԁ以Լの場合
3�� ສԁを͑ ��� ສԁ以Լの場合
��� ສԁを͑ ��� ສԁ以Լの場合
��� ສԁを͑る場合

�� ສԁ
収ೖ金額ʷ ���ɻ ��ສԁ
収ೖ金額ʷ 3����� ສԁ
収ೖ金額ʷ 2������ ສԁ
収ೖ金額ʷ ������� ສԁ
��� ສԁ

ැ所税ॺ等

税ॺ

区ொଜࢢ

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の໊শ（໊ࢯ）

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の๏ਓ（ݸਓ）൪߸

˞͜のਃࠂॻのఏग़Λड͚ͨڅ༩のࢧऀ͕͍ͩͯ͘͞͠ࡌهɻ

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の所ࡏ（ॅ所）

（ϑϦΨφ）

͋ͳͨの໊ࢯ

໌ɾେɾত
ฏɾྩ 　　　　　　　　　　　

ੈଳओの໊ࢯ

͋ͳͨのݸਓ൪߸ ͋ͳͨͱのଓฑ

͋ͳͨのॅ所
ຢ  ډ 所

（༣ศ൪߸　　�－　　�　�）

͋ͳͨʹݯઘ控除ରऀۮɺোऀʹ֘当͢Δಉ一ੜܭٴऀۮͼැཆ͕ͳ͘ɺ͔ ͭɺ͋ ͳ͕ͨࣗোऀɺՉ්ɺͻͱΓຢۈ࿑ֶੜの͍ͣΕʹ֘当͠ͳ͍場合ʹɺҎԼの֤ཝʹه入͢Δඞཁ͋Γ·ͤΜɻ

˓ॅຽ੫ʹؔ͢Δࣄ （߲この欄は、地方税法第45条の３の２及び第317条の３の２に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養親族等申告書の記載欄を兼ねています。）

ैͨΔڅ༩ʹͭ
͍ͯͷැཆ߇আ
ਃࠂॻͷఏग़

（ఏग़͍ͯ͠Δ場合ʹɺ˓ҹΛ͚
͍ͯͩ͘͞ɻ ）

区 分 等 （ ϑ Ϧ Ψ φ ）
໊　　　　　　　　ࢯ

߸　　ਓ　　൪　　ݸ

͋ͳͨͱのଓฑ ੜ� � ݄� 

 ਓ ැ ཆ  
（ত2��1�1Ҏલੜ）

特 定 ැ ཆ  
（ฏ13�1�2ੜʙฏ1��1�1ੜ）

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝
ྩ̑ தʹҟಈ͕͋ͬͨ
場合ʹ͍ͩͯ͘͞͠ࡌه
（ҎԼಉ͡ Ͱ͢ɻ）ɻ（ ）

ඇऀॅډͰ͋Δ
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（ ϑ Ϧ Ψ φ ）
໊　　　　　ࢯ ݸ ਓ ൪ ߸
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ྩ  ̑  分 ɹ څ ༩ ॴ ಘ ऀ ͷ ැ ཆ ߇ আ  ʢ ҟ ಈ ʣ ਃ ࠂ ॻ

のし͔ͨは͜ちΒࡌه

（֘当͢Δ場合ʓҹΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

˞　ʮྩ̑தの
　所得のੵݟ額ʯཝ
　ʹɺ退職所得Λ
　除͍ͨ所得のੵݟ
額Λ͠ࡌه·͢ɻ

ॅ 所 ຢ  ډ 所
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ʢʣ̍ ͱɺॴಘऀۮআର߇ઘݯ ʢऀྩ̑தͷॴಘͷ900ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓʹݶΓ·͢ɻʣͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ༩ͷڅͯ
Λडࢧ Δ͚ਓٴͼന৭ۀࣄઐैऀΛআ ·͖͢ ɻʣͰɺྩ ̑தͷॴಘͷ95ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

̎ ಉҰੜܭऀۮͱɺॴಘऀͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ઐैऀΛআۀࣄͼന৭ٴΛड͚Δਓࢧ༩ͷڅͯ ·͖͢ɻʣͰɺྩ ̑தͷ
ॴಘͷ48ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

ැ所税ॺ等

税ॺ

区ொଜࢢ

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の໊শ（໊ࢯ）

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の๏ਓ（ݸਓ）൪߸

˞͜のਃࠂॻのఏग़Λड͚ͨڅ༩のࢧऀ͕͍ͩͯ͘͞͠ࡌهɻ

څ ༩ の ࢧ  ऀ
の所ࡏ（ॅ所）

（ϑϦΨφ）

͋ͳͨの໊ࢯ

໌ɾେɾত
ฏɾྩ 　　　　　　　　　　　

ੈଳओの໊ࢯ

͋ͳͨのݸਓ൪߸ ͋ͳͨͱのଓฑ

͋ͳͨのॅ所
ຢ  ډ 所

（༣ศ൪߸　　�－　　�　�）

͋ͳͨʹݯઘ控除ରऀۮɺোऀʹ֘当͢Δಉ一ੜܭٴऀۮͼැཆ͕ͳ͘ɺ͔ ͭɺ͋ ͳ͕ͨࣗোऀɺՉ්ɺͻͱΓຢۈ࿑ֶੜの͍ͣΕʹ֘当͠ͳ͍場合ʹɺҎԼの֤ཝʹه入͢Δඞཁ͋Γ·ͤΜɻ

˓ॅຽ੫ʹؔ͢Δࣄ （߲この欄は、地方税法第45条の３の２及び第317条の３の２に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養親族等申告書の記載欄を兼ねています。）

ैͨΔڅ༩ʹͭ
͍ͯͷැཆ߇আ
ਃࠂॻͷఏग़

（ఏग़͍ͯ͠Δ場合ʹɺ˓ҹΛ͚
͍ͯͩ͘͞ɻ ）

区 分 等 （ ϑ Ϧ Ψ φ ）
໊　　　　　　　　ࢯ

߸　　ਓ　　൪　　ݸ

͋ͳͨͱのଓฑ ੜ� � ݄� 

 ਓ ැ ཆ  
（ত2��1�1Ҏલੜ）

特 定 ැ ཆ  
（ฏ13�1�2ੜʙฏ1��1�1ੜ）

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝
ྩ̑ தʹҟಈ͕͋ͬͨ
場合ʹ͍ͩͯ͘͞͠ࡌه
（ҎԼಉ͡ Ͱ͢ɻ）ɻ（ ）

ඇऀॅډͰ͋Δ

ੜܭΛ一ʹ͢Δ࣮ࣄ

"�
円

円

円

円

円

#�

ʢฏ20�1�1Ҏલੜʣ

１

໌ɾେ
তɾฏ ɾ　　çɾ

໌ɾେ
তɾฏ ɾ　　çɾ

໌ɾେ
তɾฏ ɾ　　çɾ

໌ɾେ
তɾฏ ɾ　　çɾ

໌ɾେ
তɾฏ ɾ　　çɾ

˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

˘　ಉډ等
˘　ͦのଞ

˘　特定ැཆ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀҎ্30ࡀ�1　˘
˘　ཹֶ
˘　োऀ
˘　3�万円Ҏ্のࢧ

２

３

̐

$

˘�Չ　　　්˘�োऀ

্の֘当͢Δ߲ٴͼཝʹνΣοΫΛ͚ɺ（　�）ʹ֘当͢ΔැཆのਓΛه入͠ ͯ͘ ͩ͞ ͍ɻ

˘�ͻ ͱ Γ 

ۈ�˘ ࿑ ֶ ੜ

োऀຢۈ࿑ֶੜの༰（͜のཝのࡌهʹ当ͨͬͯ ɺཪ໘のʮ２　ࡌهʹ͍ͭͯの͝注ҙʯのᾎΛ͓ಡΈ͘ ͩ͞ ͍ɻ） ҟಈ݄ٴͼࣄ༝

%
ଞͷॴಘऀ͕
আΛड͚Δ߇
ැ ཆ   

໊　　　　　ࢯ ͋ͳͨͱの
ଓ　　　ฑ ੜ  ݄  ॅ 所 ຢ  ډ 所 控�除�Λ�ड�͚�Δ�ଞ�の�所�得�ऀ ҟಈ݄ٴͼࣄ༝ࢯ　　　໊ ͋ͳ ͱͨのଓฑ ॅ�所�ຢ�ډ��所

໌ɾେɾত
ฏɾྩ ɾ�　ɾ
໌ɾେɾত
ฏɾྩ ɾ�　ɾ

ະຬͷࡀ16
ැ ཆ  

ʢฏ20�1�2Ҏޙੜʣ

ୀ৬खΛ༗͢Δ
ऀۮɾැཆ

（ ϑ Ϧ Ψ φ ）
໊　　　　　ࢯ ݸ ਓ ൪ ߸ 控除ର֎ࠃ֎ැཆ

（֘当͢Δ場合ʓҹΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

ඇ ډ ॅ ऀ Ͱ ͋ Δ  
（֘当͢Δ߲ʹνΣοΫΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

ྩ ̑ த の
所得のੵݟ額（˞）

１ 円

円

円

２

֘当ऀ
区分 ຊ　�ਓ ಉ 一 ੜ ܭ

ۮ （ऀ注2） ැཆ

一般のোऀ （�　ਓ）

特 ผ ো  ऀ （�　ਓ）

ಉډ特ผোऀ （�　ਓ）

͋ͳͨのੜ ݄

◎
こ
の
申
告
書
は
、
あ
な
た
の
給
与
に
つ
い
て
扶
養
控
除
、
障
害
者
控
除
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
提
出
す

る
も
の
で
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
、
障
害
者
に
該
当
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
に
該
当
す

る
人
が
い
な
い
人
も
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
の
1
か
所
に
し
か
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

◎
͜
ͷ
ਃ
ࠂ
ॻ
ͷ
ه
ࡌ
に

ͨ
ỳ
ͯ

ỏ
ཪ
໘
ͷ
ủ
̍

ਃ
ࠂ
に
ͭ
͍
ͯ
ͷ
͝

ҙ
Ứ

Λ
͓
ಡ
Έ
͘
ͩ
͞
͍
Ố

ऀۮ
の༗ແ ༗ɾແ

ओ
ͨ
る
給
与
͔
Β
߇
আ
Λ
ड
͚
る

ݯ ઘ ߇ আ
ରऀۮ

ʢ1ʣ

߇ আ ର 
ැ ཆ  

ʢ16ࡀҎ্ʣ

োऀɺՉ්ɺ
ͻͱΓຢ
ۈ ࿑ ֶ ੜ

ฏ
ɾ
ྩ

ฏ
ɾ
ྩ

ɾ໌େɾত
ฏɾྩ

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝ੜ��݄� ॅ� 所� ຢ� � �ډ 所

（ ϑ Ϧ Ψ φ ）
໊　　　　　ࢯ ݸ ਓ ൪ ߸

ͳ͋ͨ ͱ
のଓฑ

ͳ͋ͨ ͱ
のଓฑ

ྩ ̑ த の
所得のੵݟ額（˞）

োऀ
区　分

˘�一般
˘�特ผ

˘�Չ්
˘�ͻͱΓ

˘�ऀۮ
Ҏ্ࡀະຬຢ�0ࡀ�30˘
˘�োऀ

˘�ཹֶ
˘�3�万円Ҏ্のࢧ

ҟಈ݄ٴͼࣄ༝ Չ්ຢͻͱΓੜ��݄� ॅ 所 ຢ  ډ 所

所得のੵݟ額
ྩ̑தの

݄

ྩ  ̑  分 ɹ څ ༩ ॴ ಘ ऀ ͷ ැ ཆ ߇ আ  ʢ ҟ ಈ ʣ ਃ ࠂ ॻ

のし͔ͨは͜ちΒࡌه

（֘当͢Δ場合ʓҹΛ͚͍ͯͩ͘͞ɻ）

˞　ʮྩ̑தの
　所得のੵݟ額ʯཝ
　ʹɺ退職所得Λ
　除͍ͨ所得のੵݟ
額Λ͠ࡌه·͢ɻ

ॅ 所 ຢ  ډ 所

ɾɾ

ɾɾ

ɾɾ

ʢʣ̍ ͱɺॴಘऀۮআର߇ઘݯ ʢऀྩ̑தͷॴಘͷ900ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓʹݶΓ·͢ɻʣͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ༩ͷڅͯ
Λडࢧ Δ͚ਓٴͼന৭ۀࣄઐैऀΛআ ·͖͢ ɻʣͰɺྩ ̑தͷॴಘͷ95ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

̎ ಉҰੜܭऀۮͱɺॴಘऀͱੜܭΛҰʹ͢Δۮ ʢऀ੨৭ۀࣄઐैऀͱ͠ ઐैऀΛআۀࣄͼന৭ٴΛड͚Δਓࢧ༩ͷڅͯ ·͖͢ɻʣͰɺྩ ̑தͷ
ॴಘͷ48ֹ͕ੵݟສԁҎԼͷਓΛ͍͍·͢ ɻ

ਆా

࿅അ

ձࣾࣜג˓˓˓˓ ࢁ ଠ 山川　太郎

山川 明子

母

子

子

山川 和子

山川 一郎

山川 二郎

本人

54 1 1

176 8503

300,000

0

0

55

28

18

21 7 5

10

5

5

10

17

5

0

ʤ記載例ʥ

ྩ̑年分の߇আ額 期࣌書とその提出ࠂআを受けるために提出するਃ߇

所

得

߇

আ

ࣾձอݥྉ߇আ
（所๏ ��）

খنࡁڞۀا等
ֻ ۚ ߇ আ
（所๏ ��）

給与等かΒ߇আしたもの আした߇
อݥྉɾֻ金のશ額 （ਃࠂෆཁ）

ຊ人が支払ったもの 支払った
อݥྉɾֻ金のશ額

「給与所得者のอݥྉ߇আਃ
に給与等ޙ書」ʜその年最ࠂ
の支払を受けるのલまで

ੜ໋อݥྉ߇আ
（所๏ ��） 額


ݶ
用
ద

�2

ԁ
ສ

一般のੜ
໋อݥྉ

৽ੜ໋อݥྉ 最高　����� ԁ
ྉݥੜ໋อچ ʏ　������� ԁ
৽ੜ໋อݥྉとچ
ੜ໋อݥྉの྆ํ ʏ　������� ԁ

հޢҩྍอݥྉ ʏ　������� ԁ

人年金ݸ
อ ݥ ྉ

৽ݸ人年金อݥྉ ʏ　������� ԁ
ྉݥ人年金อݸچ ʏ　������� ԁ
৽ݸ人年金อݥྉとچ
ྉの྆ํݥ人年金อݸ ʏ　������� ԁ

อݥྉ߇আ
所๏ ��　　
ฏ �� վਖ਼๏ෟଇ ��

อݥྉだけの場合 ʏ　������� ԁ
ྉだけの場合ݥอ期ଛچ ʏ　������� ԁ
อݥྉとچ期ଛอݥྉの྆ํがある場合 ʏ　������� ԁ

ো者߇আ
（所๏ ��）

一般のো者 2����� ԁ 「給与所得者のැཆ߇আ等
（ҟಈ）ਃࠂ書」
�　 ௨ৗの場合ʜその年最ॳ
　に給与等の支払を受ける
　のલまで
2　 த్ब৬の場合ʜब৬ޙ
　最ॳに給与等の支払を受け
　るのલまで
3　 ਃࠂ書の記載༰にҟಈ
　があった場合ʜҟಈޙ最ॳ
　に給与等の支払を受ける
　のલまで

特別ো者 ������ ԁ
ಉډ特別ো者 ������ ԁ

Չ්߇আ（所๏ ��） 2����� ԁ

ͻͱΓ߇আ（所๏ ��） 3����� ԁ

আ（所๏߇࿑ֶੜۈ �2） 2����� ԁ

ැཆ߇আ
所๏ ��
ા๏ �� の ��

৽ܕίϩφ税特๏̒、̒の２

一般の߇আରැཆ 3����� ԁ
特ఆැཆ �3���� ԁ

人ැཆ ಉډ等以外の者 ������ ԁ
ಉډ等 ������ ԁ

আ（所๏߇ૅج ��）

ۮ者߇আ
（所๏ �3）

一般の߇আରۮ者 ʏ　��3����� ԁ˞２

最高　������ ԁ˞１

「給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書」
ʜその年最ޙに給与等の支払を受け

「給与所得者の߇ૅجআਃࠂ書」
ʜその年最ޙに給与等の支払を受けるのલまで

るのલまで
˞源泉߇আରۮ者に֘する場
合には、্記「給与所得者のැཆ߇আ
等（ҟಈ）ਃࠂ書」も参照してください。

人߇আରۮ者 ʏ　�������� ԁ˞２

ۮ者特ผ߇আ（所๏�3の２） ʏ　��3����� ԁ˞３

আ
߇
額
税 （特ఆ૿վங等）ॅआೖۚ等特ผ߇আ

ા๏��、��の２、��の２の２、��の３の２ ʏ　�������� ԁ

「給与所得者の（特ఆ૿վங等）
ॅआೖ金等特別߇আਃࠂ書」
ʜその年最ޙに給与等の支払を
受けるのલまで

۠　分߇আのछྨ

（注）１　月ʑ（ʑ）の源泉徴収は給与所得の源泉徴収税額ද（月額ද及び額ද）などによって͏ߦこととされています。
　なお、税額දには্記のදのো者߇আかΒۮ者特別߇আまでの֤߇আが৫りࠐまれていますので、月ʑ（ʑ）の源泉徴収の

　　　　、これΒの߇আ額を計算するඞཁはありまͤΜ。
２ ࣾձอݥྉ߇আ、খنࡁڞۀا等ֻ金߇আ、ੜ໋อݥྉ߇আ、อݥྉ߇আ、ۮ者（特別）߇আ、߇ૅجআ及び（特ఆ૿վ

　　　　ங等）ॅआೖ金等特別߇আにͭいて、詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「年ௐのしか
　　　　た」を参照してください。
　　　３　্記のほか、֬ఆਃࠂ書を提出して受ける߇আとして、ࡶଛ߇আ（所๏ �2）、ҩྍඅ߇আ（所๏ �3、ા๏ �� の ��）、寄ෟ金߇
　　　　আ（所๏ ��、ા๏ �� の ��ᶃ、�� の �� の２ᶃ、�� の ��）、߇আ（所๏ �2、ા๏̕）、分࣌ௐ外ࠃ税૬額߇আ（所๏ �3）、

　外ࠃ税額߇আ（所๏ ��、�� の２）、ౘ等寄ෟ金特別߇আ（ા๏ �� の ��ᶄ）、認ఆ /10�๏人等寄ෟ金特別߇আ（ા๏ �� の �� の２ᶄ）、
ެӹࣾஂ๏人等寄ෟ金特別߇আ（ા๏ �� の �� の３）、ॅվम特別߇আ（ા๏ �� の �� の２）、ॅ特ఆվम特別税額߇আ

　（ા๏��の ��の３）、認ఆॅ等৽ங等特別税額߇আ（ા๏��の ��の̐）及び給与所得者の特ఆ支出߇আ（所๏��の２）があります。

���ສԁ以Լ ���ສԁ　
���ສԁ以Լ

����ສԁ　
����ສԁ以Լ

��ສԁ以Լ

আ　額　߇

所得者の合計所得金額

3�ສԁ 2�ສԁ �3ສԁ
人߇আରۮ者 ��ສԁ 32ສԁ ��ສԁ

ۮ者の合計
所得金額

所得者の合計
所得金額

���ສԁ以Լ ���ສԁ　
���ສԁ以Լ

���ສԁ　
����ສԁ以Լ

�� ສԁ　��� ສԁ以Լ 3� ສԁ 2� ສԁ �3 ສԁ
�� ສԁ　��� ສԁ以Լ 3� ສԁ 2� ສԁ �2 ສԁ
��� ສԁ　��� ສԁ以Լ 3� ສԁ 2� ສԁ �� ສԁ
��� ສԁ　��� ສԁ以Լ 2� ສԁ �� ສԁ ̕ສԁ
��� ສԁ　��� ສԁ以Լ 2� ສԁ �� ສԁ ７ສԁ
��� ສԁ　�2� ສԁ以Լ �� ສԁ �� ສԁ ̒ສԁ
�2� ສԁ　�2� ສԁ以Լ �� ສԁ ̔ສԁ ̐ສԁ
�2� ສԁ　�3� ສԁ以Լ ̒ສԁ ̐ສԁ ２ສԁ
�3� ສԁ　�33 ສԁ以Լ ３ສԁ ２ສԁ １ສԁ
�33 ສԁ 　̌ԁ 　̌ԁ 　̌ԁ

ۮ者の合計
所得金額

所得者の合計
所得金額

（˞̎ の۠ʹԠ࣍͡（ ͨۚ額が所得 Β͔߇আ͞ Ε·すɻ
〔ۮ者߇আ額のද〕

2���ສԁ以Լ 2���ສԁ　
2���ສԁ以Լ

2���ສԁ　
2���ສԁ以Լ

��ສԁ 32ສԁ ��ສԁ

（˞̍ の۠ʹԠ࣍͡（ ͨۚ額が所得 Β͔߇আ͞ Ε·すɻ
〔আ額のද߇ૅج〕

（˞̏ の۠ʹԠ࣍͡（ ͨۚ額が所得 Β͔߇আ͞ Ε·すɻ
〔ۮ者特ผ߇আ額のද〕

https://www.nta.go.jp


̏ɹ߇আର者等のൣғ
　　ۮ者߇আのର者等の༰とその֬認にたっての۩ମతな注ҙ߲ࣄは、࣍のとおりです。

　給与等の支払を受ける人のۮ者でその給与等の支払を受ける人とੜ計を一にするۮ者（੨৭
（。といいます「ઐै者等ۀࣄ੨৭」以Լ）ઐै者ۀࣄઐै者として給与の支払を受ける人及びന৭ۀࣄ
をআきます。）の͏ͪ、合計所得金額が �� ສԁ以Լであるۮ者をいいます（所๏２ᶃࡾेࡾ）。
〔ҙ߲ࣄ〕

２　ここにい 「͏合計所得金額」とは、࣍に͛ܝる金額の合計額をいいます（所๏２ᶃेࡾΠᾈ、ા๏̔の̐ᶅ一、3�ᶅ一、
２ô��）。

２ô��）。

２ô��）。

̑ô１）。
（源）３ô１、３の３ô��、̔の２ô２、̔の３ô１、

ô１��の̕ô̐

　32ᶆ、3�の ��ᶈ一、3�の ��ᶈ、3�の �2の２ᶆᶊ、3�の �3の２ᶋ、��の̑ᶎ一、��の̑の２ᶎ一、��の ��ᶄ一、

（�）　७ଛࣦ又はࡶଛࣦの܁ӽ߇আ、ॅډ用࢈ࡒのങ͑等の場合のৡଛࣦの܁ӽ߇আ及び特ఆॅډ用࢈ࡒのৡ
　　　ଛࣦの܁ӽ߇আをద用しないで計算した૯所得金額
（2）　্場ג式等にる所得等にͭいて、ਃࠂ分離՝税のద用を受けることとした場合のその所得等の金
　　 額（্場ג式等にるৡଛࣦのଛӹ௨算のద用がある場合には、そのద用ޙの金額及び্場ג式等にる
　　　ৡଛࣦの܁ӽ߇আのద用がある場合には、そのద用લの金額）
（3）�　ɾݐ等のৡ所得の金額（期ৡ所得の金額（特別߇আલ）と期ৡ所得の金額（特別߇আલ））
（�）　�一般ג式等にるৡ所得等の金額又は্場ג式等にるৡ所得等の金額（্場ג式等にるৡଛࣦの܁
　　　ӽ߇আ又は特ఆதখձࣾがൃߦしたג式にるৡଛࣦの܁ӽ߇আのద用がある場合には、そのద用લの金額）
（�）　ઌऔҾにるࡶ所得等の金額（ઌऔҾのࠩ金等ܾࡁにるଛࣦの܁ӽ߇আのద用がある場合には、その
　　　ద用લの金額）
（�）�　ୀ৬所得金額
所得金額ྛࢁ　�（�）
　　なお、この「合計所得金額」には、源泉分離՝税により源泉徴収だけで納税が݁するものや、あるいは֬

Π　利ࢠ所得又は所得の͏ͪ、

ϩ　源泉分離՝税とされるఆ期ੵ金の給付ิṇ金等、ݒ金付༬ஷ金等のݒ金等及びׂҾ࠴のঈؐࠩӹ
ϋ　源泉徴収બ口࠲を௨͡てߦった্場ג式等のৡによる所得等で֬ఆਃࠂをしないことをબしたもの

３　ۮ者の所得が給与所得だけの場合やՈ࿑ಇ者等のۀࣄ所得等だけである場合には、その年தの収ೖ金額が
　��3 ສԁ以Լであれ合計所得金額が �� ສԁ以Լになります。
̐ 「ੜ計を一にする」とは、ඞずしもಉ一のՈにډىしていることをい͏ものではありまͤΜかΒ、例͑、
の͏ͪの୭かが、ۈ務やमֶ、ྍཆなどのためにଞのとৗ一ॹにੜ׆していない場合でも、ۈ務やमֶの
༨ՋにはՈにؼってくる場合や、ৗにੜ׆අやֶࢿ金、ྍཆඅ等が送金されている場合は、ੜ計を一にしていること

̑　一の所得者のۮ者がその所得者のಉ一ੜ計ۮ者に֘し、かͭ、ଞの所得者のැཆにも֘する場合
には、そのۮ者は、これΒの͏ͪいずれか一にのΈ֘するものとΈなされます（所๏ �� ᶆ）。

者の͏ͪ、ྸۮআର߇　 �Ҏ্のਓ（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ত2ࡀ�� 年 �月 �
以લにੜまれた人）をいいます（所๏２ᶃࡾेࡾのࡾ）。

　ಉ一ੜ計ۮ者の͏ͪ、合計所得金額が ���� ສԁ以Լである給与等の支払を受ける人のۮ者を
いいます（所๏２ᶃࡾेࡾのೋ）。

（ಉҰੜ計ۮ者）

（者ۮআର߇）

（ਓ߇আରۮ者）



̏ɹ߇আର者等のൣғ
　　ۮ者߇আのର者等の༰とその֬認にたっての۩ମతな注ҙ߲ࣄは、࣍のとおりです。

　給与等の支払を受ける人のۮ者でその給与等の支払を受ける人とੜ計を一にするۮ者（੨৭
（。といいます「ઐै者等ۀࣄ੨৭」以Լ）ઐै者ۀࣄઐै者として給与の支払を受ける人及びന৭ۀࣄ
をআきます。）の͏ͪ、合計所得金額が �� ສԁ以Լであるۮ者をいいます（所๏２ᶃࡾेࡾ）。
〔ҙ߲ࣄ〕

２　ここにい 「͏合計所得金額」とは、࣍に͛ܝる金額の合計額をいいます（所๏２ᶃेࡾΠᾈ、ા๏̔の̐ᶅ一、3�ᶅ一、
２ô��）。

２ô��）。

２ô��）。

̑ô１）。
（源）３ô１、３の３ô��、̔の２ô２、̔の３ô１、

ô１��の̕ô̐

　32ᶆ、3�の ��ᶈ一、3�の ��ᶈ、3�の �2の２ᶆᶊ、3�の �3の２ᶋ、��の̑ᶎ一、��の̑の２ᶎ一、��の ��ᶄ一、

（�）　७ଛࣦ又はࡶଛࣦの܁ӽ߇আ、ॅډ用࢈ࡒのങ͑等の場合のৡଛࣦの܁ӽ߇আ及び特ఆॅډ用࢈ࡒのৡ
　　　ଛࣦの܁ӽ߇আをద用しないで計算した૯所得金額
（2）　্場ג式等にる所得等にͭいて、ਃࠂ分離՝税のద用を受けることとした場合のその所得等の金
　　 額（্場ג式等にるৡଛࣦのଛӹ௨算のద用がある場合には、そのద用ޙの金額及び্場ג式等にる
　　　ৡଛࣦの܁ӽ߇আのద用がある場合には、そのద用લの金額）
（3）�　ɾݐ等のৡ所得の金額（期ৡ所得の金額（特別߇আલ）と期ৡ所得の金額（特別߇আલ））
（�）　�一般ג式等にるৡ所得等の金額又は্場ג式等にるৡ所得等の金額（্場ג式等にるৡଛࣦの܁
　　　ӽ߇আ又は特ఆதখձࣾがൃߦしたג式にるৡଛࣦの܁ӽ߇আのద用がある場合には、そのద用લの金額）
（�）　ઌऔҾにるࡶ所得等の金額（ઌऔҾのࠩ金等ܾࡁにるଛࣦの܁ӽ߇আのద用がある場合には、その
　　　ద用લの金額）
（�）�　ୀ৬所得金額
所得金額ྛࢁ　�（�）
　　なお、この「合計所得金額」には、源泉分離՝税により源泉徴収だけで納税が݁するものや、あるいは֬

Π　利ࢠ所得又は所得の͏ͪ、

ϩ　源泉分離՝税とされるఆ期ੵ金の給付ิṇ金等、ݒ金付༬ஷ金等のݒ金等及びׂҾ࠴のঈؐࠩӹ
ϋ　源泉徴収બ口࠲を௨͡てߦった্場ג式等のৡによる所得等で֬ఆਃࠂをしないことをબしたもの

３　ۮ者の所得が給与所得だけの場合やՈ࿑ಇ者等のۀࣄ所得等だけである場合には、その年தの収ೖ金額が
　��3 ສԁ以Լであれ合計所得金額が �� ສԁ以Լになります。
̐ 「ੜ計を一にする」とは、ඞずしもಉ一のՈにډىしていることをい͏ものではありまͤΜかΒ、例͑、
の͏ͪの୭かが、ۈ務やमֶ、ྍཆなどのためにଞのとৗ一ॹにੜ׆していない場合でも、ۈ務やमֶの
༨ՋにはՈにؼってくる場合や、ৗにੜ׆අやֶࢿ金、ྍཆඅ等が送金されている場合は、ੜ計を一にしていること

̑　一の所得者のۮ者がその所得者のಉ一ੜ計ۮ者に֘し、かͭ、ଞの所得者のැཆにも֘する場合
には、そのۮ者は、これΒの͏ͪいずれか一にのΈ֘するものとΈなされます（所๏ �� ᶆ）。

者の͏ͪ、ྸۮআର߇　 �Ҏ্のਓ（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ত2ࡀ�� 年 �月 �
以લにੜまれた人）をいいます（所๏２ᶃࡾेࡾのࡾ）。

　ಉ一ੜ計ۮ者の͏ͪ、合計所得金額が ���� ສԁ以Լである給与等の支払を受ける人のۮ者を
いいます（所๏２ᶃࡾेࡾのೋ）。

（ಉҰੜ計ۮ者）

（者ۮআର߇）

（ਓ߇আରۮ者）

　給与等の支払を受ける人（合計所得金額が ��� ສԁ以Լである人にݶります。）のۮ者で、その給
与等の支払を受ける人とੜ計を一にするۮ者（੨৭ۀࣄઐै者等をআきます。）の͏ͪ、合計所得金
額が �� ສԁ以Լであるۮ者をいいます（所๏２ᶃࡾेࡾの࢛）。
〔ҙ߲ࣄ〕
１　ۮ者の所得が給与所得だけの場合は、その年தの給与等の収ೖ金額が���ສԁ以Լであれ合計所得金額が��ສ
　ԁ以Լになります。
２　්のํがおޓいに源泉߇আରۮ者にるۮ者（特別）߇আのద用を受けることはできまͤΜので、い
　ずれか一ํのۮ者は、この߇আを受けることはできまͤΜ。

　給与等の支払を受ける人（合計所得金額が ���� ສԁ以Լの人にݶります。）とੜ計を一にするۮ
者（੨৭ۀࣄઐै者等をআき、合計所得金額が �33 ສԁ以Լである人にݶります。）で、߇আରۮ
者に֘しない人をいいます（所๏ �3 の２）。
〔ҙ߲ࣄ〕
　１ 「ۮ者߇আ」のద用を受けている場合には、「ۮ者特別߇আ」のద用を受けることはできまͤΜ。
２　ۮ者の所得が給与所得だけの場合は、その年தの給与等の収ೖ金額が ��3 ສԁ以Լのとき又は 2������ ԁを

　　͑るときは、ۮ者特別߇আのద用を受けることはできまͤΜ。
３　්のํがおޓいにۮ者特別߇আのద用を受けることはできまͤΜので、いずれか一ํのۮ者は、この߇

　　আを受けることはできまͤΜ。

　給与等の支払を受ける人とੜ計を一にする等（ۮ者、੨৭ۀࣄઐै者等をআきます。）で、合
計所得ۚ額が ��ສԁҎԼのਓをいいます（所๏２ᶃ࢛ेࡾ）。
〔ҙ߲ࣄ〕
　１　ここにい͏「」とは、̒等の݂及び３等のҽをいいます。
２ ここにい͏「等」には、্記「」のほかࣇಐࢱ๏のنఆによりཆҭをҕୗされたいΘΏるཬࢠや、

　　人ࢱ๏のنఆによりཆޢをҕୗされたいΘΏるཆޢ人もؚまれます。

ʲ参ߟʳ্記のಉ一ੜ計ۮ者かΒ源泉߇আରۮ者までをਤࣔすると࣍のとおりです。

（ۮ者特ผ߇আのରͱなるۮ者）

（আରැཆ߇）

（源泉߇আରۮ者）

　ැཆの͏ͪ、࣍に͛ܝる人をいいます（所๏２ᶃ࢛ेࡾのೋ）。
ᾇ　ॅډ者の͏ͪ、年ྸࡀ��以্の人（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ฏ2�年１月１以લにੜまれた人）
ᾈ　ඇॅډ者の͏ͪ、࣍に͛ܝる人
　ᶃ　年ྸࡀ��以্3ࡀ�ະຬの人（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ฏ̒年１月２かΒฏ2�年１月
　　１までのؒにੜまれた人）
　ᶄ　年ྸࡀ��以্の人（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ত2�年１月１以લにੜまれた人）
　ᶅ　年ྸ3ࡀ�以্ࡀ��ະຬの人（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ত2�年１月２かΒฏ̒年１月
　　１までのؒにੜまれた人）の͏ͪ、࣍のいずれかに֘する人
　　Π　ཹֶによりࠃにॅ所及びډ所を༗しなくなった人
　　ϩ　ো者
　　ϋ　給与等の支払を受ける人かΒその年においてੜ׆අ又はڭҭඅにॆてるための支払を3�ສԁ以্
　　　受けている人

（ැཆ）

〔給与等の支払を受ける人の合計所得金額〕
（万円）

〔配偶者の合計所得金額〕
（万円）
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　人ැཆの͏ͪ、給与等の支払を受ける人又はそのۮ者のܥଚଐ（、など）で、給与
等の支払を受ける人又はそのۮ者のいずれかとのಉډをৗگとしている人をいいます（ા๏��の ��ᶃ）。

　ಉ一ੜ計ۮ者又はැཆの͏ͪ特別ো者に֘する人で、給与等の支払を受ける人、その
としていگをৗډ者又は給与等の支払を受ける人とੜ計を一にするそのଞののいずれかとのಉۮ
る人をいいます（所๏ �� ᶅ）。

　一般のো者又は特別ো者とは、給与等の支払を受ける人やそのಉ一ੜ計ۮ者、ැཆで、࣍
のいずれかに֘する人をいいます（所๏２ᶃೋेീ、ೋे、所ྩ ��）。
ᶃ　ਫ਼ਆ্のোʹΑΓࣄཧをหࣝするྗをܽ͘ৗگʹ͋るਓ��これに֘する人は、શて特別
　ো者になります。
ᶄ　ࣇಐ૬ஊ所、తো者ߋੜ૬ஊ所、ਫ਼ਆอ݈ࢱηϯλー又はਫ਼ਆอ݈ࢦఆҩかΒతো者
ɹͱఆ͞Εͨਓ��この͏ͪ、ॏのతো者とఆされた人は、特別ো者になります。
ᶅ　ਫ਼ਆอ݈及びਫ਼ਆো者ࢱに関する๏のنఆによりਫ਼ਆো者อ݈ࢱखாのަ付を受けて
ɹいるਓ��この͏ͪ、ো等ڃが 。者になりますである者として記載されている人は、特別োڃ�
ᶆ　ମো者ࢱ๏のنఆによりަ付を受けたମো者खாʹɺମ্のোが͋る者ͱ͠て記
載͞Εているਓ��この͏ͪ、োのఔが１ڃ又は２ڃである者として記載されている人は、特
別ো者になります。

ᶇ　ઓইප者特別ԉޢ๏のنఆによるઓইප者खாのަ付を受けているਓ��この͏ͪ、োのఔ
がԸ給๏別දୈ１߸දϊ２の特別߲かΒୈ߲ࡾまでである者として記載されている人は、特別ো
。者になります
ᶈ　ࢠݪരඃര者にରするԉޢに関する๏のنఆによるްੜ࿑ಇେਉの認ఆを受けているਓ��
　これに֘する人は、શて特別ো者になります。
ᶉ　ৗʹबচをཁ͠ɺෳࡶなհޢをཁするਓ��これに֘する人は、શて特別ো者になります。
ᶊ　ਫ਼ਆ又はମにোのある年ྸࡀ��以্の人（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ত3�年１月
１以લにੜまれた人）で、そのোのఔがᶃ、ᶄ又はᶆに֘する人に४ずるものとしてࢢொ
ଜɺ特ผ۠の۠ࣄࢱ務所の認ఆを受けているਓ��この͏ͪ、そのোのఔがᶃ、ᶄ
又はᶆの特別ো者に४ずるものとしてࢢொଜ等の認ఆを受けている人は、特別ো者になります。

（ಉډ特ผো者）

（Չ�්）

（ಉډ等）

（Ұൠのো者・特ผো者）

　給与等の支払を受ける人ࣗが、࣍のいずれかに֘する人をいいます（࣍の「ͻとり」に֘す
る人をআきますŇ）（所๏２ᶃेࡾ、所ྩ ��）。
ᾇ　と離ࠗしたࠗޙҽをしていない人で、࣍のཁ݅のいずれにも֘する人
　ᶃ　ැཆを༗すること
　ᶄ　合計所得金額が ��� ສԁ以Լであること
　ᶅ　その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人がいないこと
ᾈ　とࢮ別したࠗޙҽをしていない人又はのੜࢮの໌Βかでない人で、࣍のཁ݅のいずれにも֘する人
　ᶃ　合計所得金額が ��� ສԁ以Լであること
　ᶄ　その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人がいないこと
〔ҙ߲ࣄ〕
　１　その所得が給与所得だけの場合には、その年தの給与等の収ೖ金額が ������� ԁ以Լであれ、合計所得金額が
��� ສԁ以Լとなります。

　２　ここにい͏「その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人」とは、࣍の人をいいます。
　　ɾ　その人がॅຽථにੈଳओと記載されている人である場合には、その人とಉ一のੈଳにଐする人のॅຽථにੈଳ

ओとのଓฑとしてੈଳओのະಧのであるࢫそのଞのੈଳओと্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる
ଓฑであるࢫの記載がされた人

　　ɾ　その人がॅຽථにੈଳओと記載されている人でない場合には、その人のॅຽථにੈଳओとのଓฑとしてੈଳओ
のະಧの࠺であるࢫそのଞのੈଳओと্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれるଓฑであるࢫの記載がさ
れているときのそのੈଳओ

আରැཆの͏ͪ、ྸ߇　 Ҏ্ࡀ�� ະຬのਓ（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ฏࡀ�� �3 年
１月２かΒฏ �� 年１月１までのؒにੜまれた人）をいいます（所๏２ᶃ࢛ेࡾのࡾ）。

আରැཆの͏ͪ、ྸ߇　 Ҏ্のਓ（ྩ̑年分の所得税にͭいては、তࡀ�� 2� 年１月１
以લにੜまれた人）をいいます（所๏２ᶃ࢛ेࡾの࢛）。

（ਓැཆ）

（特ఆැཆ）

（ͻͱΓ）
　給与等の支払を受ける人ࣗが、ݱにࠗҽをしていない人又はۮ者のੜࢮの໌Βかでない人で、࣍



　人ැཆの͏ͪ、給与等の支払を受ける人又はそのۮ者のܥଚଐ（、など）で、給与
等の支払を受ける人又はそのۮ者のいずれかとのಉډをৗگとしている人をいいます（ા๏��の ��ᶃ）。

　ಉ一ੜ計ۮ者又はැཆの͏ͪ特別ো者に֘する人で、給与等の支払を受ける人、その
としていگをৗډ者又は給与等の支払を受ける人とੜ計を一にするそのଞののいずれかとのಉۮ
る人をいいます（所๏ �� ᶅ）。

　一般のো者又は特別ো者とは、給与等の支払を受ける人やそのಉ一ੜ計ۮ者、ැཆで、࣍
のいずれかに֘する人をいいます（所๏２ᶃೋेീ、ೋे、所ྩ ��）。
ᶃ　ਫ਼ਆ্のোʹΑΓࣄཧをหࣝするྗをܽ͘ৗگʹ͋るਓ��これに֘する人は、શて特別
　ো者になります。
ᶄ　ࣇಐ૬ஊ所、తো者ߋੜ૬ஊ所、ਫ਼ਆอ݈ࢱηϯλー又はਫ਼ਆอ݈ࢦఆҩかΒతো者
ɹͱఆ͞Εͨਓ��この͏ͪ、ॏのతো者とఆされた人は、特別ো者になります。
ᶅ　ਫ਼ਆอ݈及びਫ਼ਆো者ࢱに関する๏のنఆによりਫ਼ਆো者อ݈ࢱखாのަ付を受けて
ɹいるਓ��この͏ͪ、ো等ڃが 。者になりますである者として記載されている人は、特別োڃ�
ᶆ　ମো者ࢱ๏のنఆによりަ付を受けたମো者खாʹɺମ্のোが͋る者ͱ͠て記
載͞Εているਓ��この͏ͪ、োのఔが１ڃ又は２ڃである者として記載されている人は、特
別ো者になります。

ᶇ　ઓইප者特別ԉޢ๏のنఆによるઓইප者खாのަ付を受けているਓ��この͏ͪ、োのఔ
がԸ給๏別දୈ１߸දϊ２の特別߲かΒୈ߲ࡾまでである者として記載されている人は、特別ো
。者になります
ᶈ　ࢠݪരඃര者にରするԉޢに関する๏のنఆによるްੜ࿑ಇେਉの認ఆを受けているਓ��
　これに֘する人は、શて特別ো者になります。
ᶉ　ৗʹबচをཁ͠ɺෳࡶなհޢをཁするਓ��これに֘する人は、શて特別ো者になります。
ᶊ　ਫ਼ਆ又はମにোのある年ྸࡀ��以্の人（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ত3�年１月
１以લにੜまれた人）で、そのোのఔがᶃ、ᶄ又はᶆに֘する人に४ずるものとしてࢢொ
ଜɺ特ผ۠の۠ࣄࢱ務所の認ఆを受けているਓ��この͏ͪ、そのোのఔがᶃ、ᶄ
又はᶆの特別ো者に४ずるものとしてࢢொଜ等の認ఆを受けている人は、特別ো者になります。

（ಉډ特ผো者）

（Չ�්）

（ಉډ等）

（Ұൠのো者・特ผো者）

　給与等の支払を受ける人ࣗが、࣍のいずれかに֘する人をいいます（࣍の「ͻとり」に֘す
る人をআきますŇ）（所๏２ᶃेࡾ、所ྩ ��）。
ᾇ　と離ࠗしたࠗޙҽをしていない人で、࣍のཁ݅のいずれにも֘する人
　ᶃ　ැཆを༗すること
　ᶄ　合計所得金額が ��� ສԁ以Լであること
　ᶅ　その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人がいないこと
ᾈ　とࢮ別したࠗޙҽをしていない人又はのੜࢮの໌Βかでない人で、࣍のཁ݅のいずれにも֘する人
　ᶃ　合計所得金額が ��� ສԁ以Լであること
　ᶄ　その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人がいないこと
〔ҙ߲ࣄ〕
　１　その所得が給与所得だけの場合には、その年தの給与等の収ೖ金額が ������� ԁ以Լであれ、合計所得金額が
��� ສԁ以Լとなります。

　２　ここにい͏「その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人」とは、࣍の人をいいます。
　　ɾ　その人がॅຽථにੈଳओと記載されている人である場合には、その人とಉ一のੈଳにଐする人のॅຽථにੈଳ

ओとのଓฑとしてੈଳओのະಧのであるࢫそのଞのੈଳओと্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる
ଓฑであるࢫの記載がされた人

　　ɾ　その人がॅຽථにੈଳओと記載されている人でない場合には、その人のॅຽථにੈଳओとのଓฑとしてੈଳओ
のະಧの࠺であるࢫそのଞのੈଳओと্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれるଓฑであるࢫの記載がさ
れているときのそのੈଳओ

আରැཆの͏ͪ、ྸ߇　 Ҏ্ࡀ�� ະຬのਓ（ྩ̑年分の所得税にͭいては、ฏࡀ�� �3 年
１月２かΒฏ �� 年１月１までのؒにੜまれた人）をいいます（所๏２ᶃ࢛ेࡾのࡾ）。

আରැཆの͏ͪ、ྸ߇　 Ҏ্のਓ（ྩ̑年分の所得税にͭいては、তࡀ�� 2� 年１月１
以લにੜまれた人）をいいます（所๏２ᶃ࢛ेࡾの࢛）。

（ਓැཆ）

（特ఆැཆ）

（ͻͱΓ）
　給与等の支払を受ける人ࣗが、ݱにࠗҽをしていない人又はۮ者のੜࢮの໌Βかでない人で、࣍

　給与等の支払を受ける人ࣗが、࣍のᾇ及びᾈのいずれにも֘する人をいいます（所๏２ᶃ
ೋ、所ྩेࡾ �� の３）。
ᾇ　࣍に͛ܝるֶߍ等のֶੜ、ੜె、ࣇಐ又は܇࿅ੜであること。
ᶃ　ֶڭߍҭ๏にنఆするখֶߍ、தֶߍ、義務ڭҭֶߍ、高等ֶߍ、த等ڭҭֶߍ、特別支ԉֶ

ߍେֶ、高等ઐֶ、ߍ　　
ᶄ ಉ組合࿈合ձ、ҩྍ๏人等、จ෦Պֶେڠۀ͏ߦをۀࣄ๏人、ҩྍߍֶ、ମஂڞํެ、ࠃ
　ਉがఆめるج४をຬたすઐमֶߍ又は֤छֶߍ（以Լ「ઐमֶߍ等」といいます。）をઃஔする者
　のઃஔしたઐमֶߍ等で、৬ۀにඞཁなٕज़のڭतをするなど一ఆのཁ݅に֘する՝ఔをཤम

　　さͤるもの
　ᶅ　認ఆ৬܇ۀ࿅を͏ߦ৬܇ۀ࿅๏人で、一ఆのཁ݅に֘する՝ఔをཤमさͤるもの
ᾈ　その年の合計所得金額が �� ສԁ以Լであり、かͭ、ࣗݾのۈ࿑にͮجいて得た給与所得等以外の
　所得の金額が �� ສԁ以Լであること。
〔ҙ߲ࣄ〕
　その所得が給与所得だけの場合には、その年தの給与等の収ೖ金額が �3� ສԁ以Լであれ、合計所得金額が �� ສ
ԁ以Լになります。例͑、ΞϧόΠτにより給与収ೖがあるֶੜの場合、そのΞϧόΠτ以外に収ೖがなく、年ؒ
のΞϧόΠτの収ೖ金額が �3� ສԁ以Լであれ、この߇আを受けることができます。

̐ɹ߇আを受けるͨΊのఏग़書ྨ
ɹᾇɹॅډ֎ࠃ
　　　ඇॅډ者である（以Լ「ࠃ外ॅډ」といいます。）にるැཆ߇আ、源泉߇আରۮ者に
　　るۮ者（特別）߇আ又はো者߇আのద用を受ける場合には、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」にそ
　　のにる「関書ྨ」（注１）

（注２）

（そのࠃ外ॅډが「ཹֶによりࠃにॅ所及びډ所を༗しなくなっ
た人」に֘するものとしてැཆ߇আのద用を受ける場合は、「関書ྨ」にՃ͑て、「ཹֶϏβ等書
ྨ」�　�）をఴ付するඞཁがあります（所๏ ��� ᶆ）。

　　　年ௐにおいて、ࠃ外ॅډにるැཆ߇আ又はো者߇আのద用を受ける場合には、その年最
を記載し࣮ࣄとੜ計を一にするॅډ外ࠃ書にࠂに給与等の支払を受けるのલまでに、このਃޙ　
た্で、「送金関書ྨ」（注３）

（注̐）

（そのࠃ外ॅډが「給与等の支払を受ける人かΒその年においてੜ׆
අ又はڭҭඅにॆてるための支払を3�ສԁ以্受けている人」に֘するものとしてැཆ߇আのద用を
受ける場合は、「3�ສԁ送金書ྨ」　）をఴ付して提出するか、又はそのਃࠂ書の提出のࡍに提ࣔ

　　するඞཁがあります（所๏ ��� ᶇᶈ）。
（注） １ 「関書ྨ」とは、࣍のᶃ又はᶄのいずれかの書ྨで、ࠃ外ॅډがॅډ者のであることをূする

　　　　　 ものをいいます（その書ྨが外ޠࠃで࡞されている場合には、その༁จをؚΈます。）。
　　　　　 ᶃ　ށ੶のෟථの写しそのଞのࠃ又はํެஂڞମがൃߦした書ྨ及びࠃ外ॅډのཱྀ݊（ύεϙーτ）の写し
　　　　　 ᶄ　外ࠃ又は外ࠃのํެஂڞମがൃߦした書ྨ（ࠃ外ॅډの໊ࢯ、ੜ年月及びॅ所又はډ所の記載
　　　　　　 があるものにݶります。）
　　　　 ２ 「ཹֶϏβ等書ྨ」とは、外ࠃ又は外ࠃのํެஂڞମがൃߦしたࠃ外ॅډにる外ࠃにおけるࠪূ
　　　　（Ϗβ）にྨする書ྨの写し又は外ࠃにおけるཹࡏΧーυに૬する書ྨの写しであって、そのࠃ外ॅډが
　　　　外ࠃにおけるཹֶの֨ࢿཹࡏに૬する֨ࢿをもってその外ࠃにཹࡏすることによりࠃにॅ所及びډ所を༗し

なくなったࢫをূするものをいいます（その書ྨが外ޠࠃで࡞されている場合には、その༁จをؚΈます。）。

（࿑ֶੜۈ）

のཁ݅のいずれにも֘する人をいいます（所๏２ᶃेࡾ一Ŋ所ྩ �� の２）。
ᾇ　その人とੜ計を一にするࢠ（ଞの人のಉ一ੜ計ۮ者又はැཆとされている人をআき、その年分
の૯所得金額、ୀ৬所得金額及びྛࢁ所得金額の合計額が��ສԁ以ԼのࢠにݶりますŇ）を༗すること

ᾈ　合計所得金額が ��� ສԁ以Լであること
ᾉ　その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人がいないこと
ɹ〔ҙ߲ࣄ〕
　１　この場合の「合計所得金額が ��� ສԁ以Լ」となる場合の給与等の収ೖ金額にͭいては、্記「Չ්」の場合と
ಉ༷です。

　２　ここにい͏「その人と্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれる人」とは、࣍の人をいいます。
　　ɾ　その人がॅຽථにੈଳओと記載されている人である場合には、その人とಉ一のੈଳにଐする人のॅຽථにੈଳ

ओとのଓฑとしてੈଳओのະಧの又はະಧの࠺であるࢫそのଞのੈଳओと্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにある
と認めΒれるଓฑであるࢫの記載がされた人

　　ɾ　その人がॅຽථにੈଳओと記載されている人でない場合には、その人のॅຽථにੈଳओとのଓฑとしてੈଳओ
のະಧの又はະಧの࠺であるࢫそのଞのੈଳओと্࣮ࠗࣄҽ関とಉ༷のࣄにあると認めΒれるଓฑである
の記載がされているときのそのੈଳओࢫ

　　　　 ３ 「送金関書ྨ」とは、࣍の書ྨで、ॅډ者がその年においてࠃ外ॅډのੜ׆අ又はڭҭඅにॆてるため
　　　　　 の支払を、ඞཁの、֤人にߦったことを໌Βかにするものをいいます（その書ྨが外ޠࠃで࡞されている
　　　　　 場合には、その༁จをؚΈます。）。
　　　　 ᶃ　金融機関の書ྨ又はその写しで、その金融機関が͏ߦҝସऔҾによりそのॅډ者かΒࠃ外ॅډに支払を
　　　　　　 したことを໌Βかにする書ྨ



̑ɹ߇আのରʹなる͔Ͳ͏͔のఆ࣌期
、ଇとしてݪ、者などに֘するかど͏かはআରැཆやো߇、者ۮ者、ಉ一ੜ計ۮআର߇　

　その年�2月3�のگݱによりఆしますが、給与等の支払を受ける人やそのが年のத్でࢮしたり、
　給与等の支払を受ける人が年のத్で出ࠃしたりした場合には、そのࢮ又は出ࠃの࣌のگݱによりఆ

��の３の３ᶅ、 ô１、ા௨ �� の３の３ô２）。
　なお、「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」、「給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書」又は「所得金額
ௐ߇আਃࠂ書」を提出するࡍに、源泉߇আରۮ者、ಉ一ੜ計ۮ者、߇আରැཆやো者な
どに֘するかど͏かは、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりఆします。この場合、そのఆの
ཁૉとなる合計所得金額及び্記３「（߇আରැཆ）」のᾈᶅϋのੜ׆අ又はڭҭඅにॆてるための支払
金額にͭいては、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりੵݟもったその年தの合計所得金額及びその支払
金額により、また、年ྸにͭいてはその年�2月3�のگݱによりఆすることになります（所ج௨���ɾ���ô３）。

̍ɹ税額දのద༻۠
ᾇ　月ʑ（ʑ）の給ྉや与などの源泉徴収のࡍに使用する税額ද
　給ྉや与などかΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額දを使用してٻめること
ができますが、この税額දは、給与等の別、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出の༗ແ及び給与等
の支給ํ๏にԠ͡、࣍のよ͏に使用します。

ᶛɹ税額දのద༻ํ๏

税額දの۠分 給 与 等 の 支 給 ۠ 分 税 額 ද の 使 用 す る ཝ

月 額 ද
ᾇ月ごとに支払͏もの
ᾈ月ごと、�� ごとに支払͏もの
ᾉ月の数ഒの期ؒごとに支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

 額 ද

ᾇຖ支払͏もの
ᾈिごとに支払͏もの　�ޏ金をআきます。
ᾉׂで支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

ޏ金 ชཝ
与にରす
る源泉徴収
税 額 の 算
出  の ද

与
ただし、લ月தにී௨給与の支払がない場合

又は与の額がલ月தのී௨給与の額の �� ഒを
͑る場合には、月額දを使います。

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏与
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏与

（注）　ޏ金とは、ʑޏいೖれΒれる人が、࿑ಇした又はؒ࣌によって算ఆされ、かͭ、࿑ಇしたごとに支払を受ける（そ
の࿑ಇした以外のにおいて支払ΘれるものもؚΈます。）給与等をいいます。ただし、一の給与等の支払者かΒܧଓし
て２か月を͑て支払を受ける場合には、その２か月を͑る෦分の期ؒにͭき支払を受ける給与等は、ここでい͏
金にはؚまれޏ ô̔）。

　　　　 ̐ 「3�ສԁ送金書ྨ」とは、「送金関書ྨ」の͏ͪ、給与等の支払を受ける人かΒࠃ外ॅډ֤人へのその
年における支払金額の合計額が3�ສԁ以্であることを໌Βかにする書ྨをいいます。

　　　　 ᶄ　いΘΏるΫϨジοτΧーυൃߦձࣾの書ྨ又はその写しで、ࠃ外ॅډがそのΫϨジοτΧーυൃߦձࣾ
　　　　　　 がަ付したΧーυを提ࣔ等してそのࠃ外ॅډが等をߪೖしたこと等により、その等のߪೖ等の
　　　　　　 金に૬する額の金મをそのॅډ者かΒ受ྖし、又は受ྖすることとなることを໌Βかにする書ྨ

̑ に、そ「書ࠂআ等ਃ߇者ۮ給与所得者の」、আのద用を受ける場合には߇者（特別）ۮるにॅډ外ࠃ
のۮ者にる「関書ྨ」及び「送金関書ྨ」をఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。
なお、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」を提出するࡍに、そのۮ者にる「関書ྨ」を提出又は提ࣔ

している場合には、「関書ྨ」の提出又は提ࣔはෆཁです。
ɹᾈɹۈ࿑ֶੜ
　　 ্記３「（ۈ࿑ֶੜ）」のᾇᶄ又はᶅに֘する人がۈ࿑ֶੜ߇আを受けるためには、ֶߍ等かΒओ務
　　େਉのূ໌書の写しとֶߍ等のূ໌書のަ付を受け、これを「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」
　　にఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。

　ᾈ　年ௐのࡍに使用する税額の算ද
　　　年ௐのࡍにおける年税額は、࣍の算දによりٻめた算出所得税額かΒ（特ఆ૿վங等）ॅआ
　ೖ金等特別߇আ額を߇আし、その߇আޙの金額（年ௐ所得税額）に ��2��� を͡てٻめます。

　　　なお、年ௐの֓ཁにͭいては �� ページを参照してください。



̑ɹ߇আのରʹなる͔Ͳ͏͔のఆ࣌期
、ଇとしてݪ、者などに֘するかど͏かはআରැཆやো߇、者ۮ者、ಉ一ੜ計ۮআର߇　

　その年�2月3�のگݱによりఆしますが、給与等の支払を受ける人やそのが年のத్でࢮしたり、
　給与等の支払を受ける人が年のத్で出ࠃしたりした場合には、そのࢮ又は出ࠃの࣌のگݱによりఆ

��の３の３ᶅ、 ô１、ા௨ �� の３の３ô２）。
　なお、「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」、「給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書」又は「所得金額
ௐ߇আਃࠂ書」を提出するࡍに、源泉߇আରۮ者、ಉ一ੜ計ۮ者、߇আରැཆやো者な
どに֘するかど͏かは、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりఆします。この場合、そのఆの
ཁૉとなる合計所得金額及び্記３「（߇আରැཆ）」のᾈᶅϋのੜ׆අ又はڭҭඅにॆてるための支払
金額にͭいては、これΒのਃࠂ書を提出するのگݱによりੵݟもったその年தの合計所得金額及びその支払
金額により、また、年ྸにͭいてはその年�2月3�のگݱによりఆすることになります（所ج௨���ɾ���ô３）。

̍ɹ税額දのద༻۠
ᾇ　月ʑ（ʑ）の給ྉや与などの源泉徴収のࡍに使用する税額ද
　給ྉや与などかΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額දを使用してٻめること
ができますが、この税額දは、給与等の別、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出の༗ແ及び給与等
の支給ํ๏にԠ͡、࣍のよ͏に使用します。

ᶛɹ税額දのద༻ํ๏

税額දの۠分 給 与 等 の 支 給 ۠ 分 税 額 ද の 使 用 す る ཝ

月 額 ද
ᾇ月ごとに支払͏もの
ᾈ月ごと、�� ごとに支払͏もの
ᾉ月の数ഒの期ؒごとに支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

 額 ද

ᾇຖ支払͏もの
ᾈिごとに支払͏もの　�ޏ金をআきます。
ᾉׂで支払͏もの

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏給与等
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏給与等

ޏ金 ชཝ
与にରす
る源泉徴収
税 額 の 算
出  の ද

与
ただし、લ月தにී௨給与の支払がない場合

又は与の額がલ月தのී௨給与の額の �� ഒを
͑る場合には、月額දを使います。

を「書ࠂআ等ਃ߇給与所得者のැཆ」ཝʜʜߕ
　　　提出している人に支払͏与
Եཝʜʜそのଞの人に支払͏与

（注）　ޏ金とは、ʑޏいೖれΒれる人が、࿑ಇした又はؒ࣌によって算ఆされ、かͭ、࿑ಇしたごとに支払を受ける（そ
の࿑ಇした以外のにおいて支払ΘれるものもؚΈます。）給与等をいいます。ただし、一の給与等の支払者かΒܧଓし
て２か月を͑て支払を受ける場合には、その２か月を͑る෦分の期ؒにͭき支払を受ける給与等は、ここでい͏
金にはؚまれޏ ô̔）。

　　　　 ̐ 「3�ສԁ送金書ྨ」とは、「送金関書ྨ」の͏ͪ、給与等の支払を受ける人かΒࠃ外ॅډ֤人へのその
年における支払金額の合計額が3�ສԁ以্であることを໌Βかにする書ྨをいいます。

　　　　 ᶄ　いΘΏるΫϨジοτΧーυൃߦձࣾの書ྨ又はその写しで、ࠃ外ॅډがそのΫϨジοτΧーυൃߦձࣾ
　　　　　　 がަ付したΧーυを提ࣔ等してそのࠃ外ॅډが等をߪೖしたこと等により、その等のߪೖ等の
　　　　　　 金に૬する額の金મをそのॅډ者かΒ受ྖし、又は受ྖすることとなることを໌Βかにする書ྨ

̑ に、そ「書ࠂআ等ਃ߇者ۮ給与所得者の」、আのద用を受ける場合には߇者（特別）ۮるにॅډ外ࠃ
のۮ者にる「関書ྨ」及び「送金関書ྨ」をఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。
なお、「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」を提出するࡍに、そのۮ者にる「関書ྨ」を提出又は提ࣔ

している場合には、「関書ྨ」の提出又は提ࣔはෆཁです。
ɹᾈɹۈ࿑ֶੜ
　　 ্記３「（ۈ࿑ֶੜ）」のᾇᶄ又はᶅに֘する人がۈ࿑ֶੜ߇আを受けるためには、ֶߍ等かΒओ務
　　େਉのূ໌書の写しとֶߍ等のূ໌書のަ付を受け、これを「給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書」
　　にఴ付して提出又は提ࣔするඞཁがあります。

　ᾈ　年ௐのࡍに使用する税額の算ද
　　　年ௐのࡍにおける年税額は、࣍の算දによりٻめた算出所得税額かΒ（特ఆ૿վங等）ॅआ
　ೖ金等特別߇আ額を߇আし、その߇আޙの金額（年ௐ所得税額）に ��2��� を͡てٻめます。

　　　なお、年ௐの֓ཁにͭいては �� ページを参照してください。

̎ɹ税額දのいํ
月ʑ（ʑ）の給ྉや与などの支給のࡍにおける税額දの使用にたっては、࣍のに注ҙしてください。

（ྩ̑のௐのͨΊの算ग़所得税額の算ද）
՝税給与所得金額（"） 税（#） （̘）আ額߇ 税額�（"）ʷ（#）ʵ（̘）

������� ԁ
33����� ԁʏ
������� ԁʏ
������� ԁʏ

�������
33�����
�������
�������
��������

ԁ以Լ
ԁ �ʏ
ԁ �ʏ
ԁ �ʏ
ԁ �ʏ

̑ˋ
��ˋ
2�ˋ
23ˋ
33ˋ

　　ʵ
����� ԁ
�2���� ԁ
�3���� ԁ
��3���� ԁ

（"）ʷ ��
（"）ʷ �����ʵ
（"）ʷ 2����ʵ
（"）ʷ 23���ʵ
（"）ʷ 33���ʵ

����� ԁ
�2���� ԁ
�3���� ԁ
��3���� ԁ

�������� ԁʏ �������� ԁ �ʏ ��ˋ 2������ ԁ （"）ʷ �����ʵ 2������ ԁ

�　　2　՝税給与所得金額が �������� ԁを͑る場合は、ྩ̑年分の年ௐのରとなりまͤΜ。
（注）

ᾇ　税額දにてはめる給与等の金額は、その月（）分の給与等の金額かΒްੜ年金อݥྉ、݈߁อݥ
　　ྉ及びޏ用อݥྉなどのࣾձอݥྉ等を߇আしたޙの金額によります。

　（注）　්のํがおޓいに源泉߇আରۮ者にるۮ者（特別）߇আのద用を受けることはできまͤΜので、ご注ҙ
　　ください。

　ᾈ　税額දのߕཝは、給与等の支払を受ける人のැཆ等の数にԠ͡て使用するよ͏になっています。
　　　この「ැཆ等の数」とは、源泉߇আରۮ者と߇আରැཆ（人ැཆ又は特ఆැཆ
　　をؚΈます。）との合計数をいいます（注）。また、給与等の支払を受ける人が、ো者（特別ো者をؚ
　　Έます。）、Չ්、ͻとり又はۈ࿑ֶੜに֘する場合には、これΒの一に֘するごとにැཆ等
　　の数に１人をՃ算し、その人のಉ一ੜ計ۮ者やැཆ（年ྸ �� ະຬの人をؚΈます。）の͏ͪにোࡀ
者に֘する人がいる場合には、これΒの一に֘する特別োډ又はಉ（。者をؚΈます特別ো）者　　
　　ごとにැཆ等の数に１人をՃ算した数をැཆ等の数とします（所๏ ���）。
　　　なお、ۮ者にるැཆ等の数の数͑ํは࣍のʲ参ߟɿۮ者にるැཆ等の数の数͑ํʳの
　　とおりです。
　　　また、ැཆ等の数を算ఆするࡍには、Լ記のʤැཆ等の数の算ఆํ๏ʥを参ߟにしてください。

　（注）　所得金額ௐ߇আがద用される場合は、ׅހの֤金額に ���ສԁをՃ͑てください。また、給与所得者の特ఆ支出߇আ
　　のద用を受ける場合もׅހの֤金額とはҟなりますので、ご注ҙください。

ʲߟࢀɿۮ者ʹるැཆ等のの͑ํʳ
給与等のࢧを受けるਓの合計所得ۚ額

（給与所得だけの場合の給与等の支払を受ける人の給与等の収ೖ金額）

��� ສԁҎԼ

（���� ສԁ以Լ）

��� ສԁɹ
���ສԁҎԼ
���� ສԁ　
���� ສԁ以Լ

��� ສԁ
���� ສԁҎԼ
���� ສԁ　
���� ສԁ以Լ

���� ສԁ
（���� ສԁ）

額
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計
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��3 ສԁ　
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（��� ສԁ） ̌ਓ ̌ਓ ̌ਓ ̌ਓ

ۮ者がো者ʹ֘する場合̍ਓՃ算



〔ැཆ等のの算ఆํ๏〕
　税額දのߕཝをద用する場合のැཆ等の数の算ఆํ๏をਤࣔすると、おおΉͶԼਤʬ１ ۮ者に
るැཆ等の数の算ఆํ๏（۩ମ例）ʭ及びʬ２　ۮ者以外のැཆ等の数の算ఆํ๏（۩ମ例）ʭの
よ͏になります。
　なお、税額දのߕཝをద用する場合のැཆ等の数は、Լਤ１を参ߟにٻめたۮ者にるැཆ等
の数と、Լਤ２を参ߟにٻめたۮ者以外のැཆ等の数とを合計した数となります。

（凡例） 配給与所得者 配偶者（※の金額は配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

障 （特別）障害者

【下図中の点線囲みの図形は扶養親族等の数に含まれません。】

同障 同居特別障害者

ʬ̍ɹʹऀۮΔැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

ʬ̎ɹऀۮҎ֎ͷැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

控除対象扶養親族（扶養親族のうち年齢16歳以上の人）

ひとり親又は寡婦 勤労学生ひ 学

扶 扶 扶養親族のうち年齢16歳未満の人
（注）扶養親族等の数には加算しません。
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〔ැཆ等のの算ఆํ๏〕
　税額දのߕཝをద用する場合のැཆ等の数の算ఆํ๏をਤࣔすると、おおΉͶԼਤʬ１ ۮ者に
るැཆ等の数の算ఆํ๏（۩ମ例）ʭ及びʬ２　ۮ者以外のැཆ等の数の算ఆํ๏（۩ମ例）ʭの
よ͏になります。
　なお、税額දのߕཝをద用する場合のැཆ等の数は、Լਤ１を参ߟにٻめたۮ者にるැཆ等
の数と、Լਤ２を参ߟにٻめたۮ者以外のැཆ等の数とを合計した数となります。

（凡例） 配給与所得者 配偶者（※の金額は配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

障 （特別）障害者

【下図中の点線囲みの図形は扶養親族等の数に含まれません。】

同障 同居特別障害者

ʬ̍ɹʹऀۮΔැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

ʬ̎ɹऀۮҎ֎ͷැཆͷͷࢉఆํ๏ʢ۩ମྫʣʭ

控除対象扶養親族（扶養親族のうち年齢16歳以上の人）

ひとり親又は寡婦 勤労学生ひ 学

扶 扶 扶養親族のうち年齢16歳未満の人
（注）扶養親族等の数には加算しません。
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　給ྉや与などかΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、税額දを使用してٻめることができます。
なお、給与等の支払者が給与等の支払額に関する計算をిࢠ計算機などのࣄ務機ցによってॲཧしている場合

には、月額දのߕཝをద用する給与等にݶり、ࡒ務େਉがఆめるํ๏（ࡒ務লࣔࠂ）によりその給与等かΒ源泉
徴収をする所得税及び復興特別所得税の額をٻめることができます（所๏ ���、ত �3 େଂলࣔࠂୈ ��� ߸（ྩ３
ୈࣔࠂ務লࡒ �2߸վਖ਼）、復興֬ࡒ๏ 2�、ฏ 2� ୈࣔࠂ務লࡒ ��� ୈࣔࠂ務লࡒ３ྩ）߸ �� ߸վਖ਼））。

̍�݄額දߕཝの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がある場合）

〔税額の計算〕

ᶄ　月額දの「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額」ཝで、3����3 ԁがؚまれる「3����� ԁ以্
　3����� ԁະຬ」のߦをٻめ、そのߦと「ߕ」ཝの「ැཆ等の数２人」のཝとのަΘるとこΖに記載されて
　いる金額 ���� ԁをٻめます。これがその給与等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。

ᶜɹ税額のٻΊํ（ྩ̑）

ᾇ　給与等の支給額（月額）ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ �2���� ԁ
ᾈ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�3��� ԁ
ᾉ　ැཆ等の数 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2 人
（源泉߇আରۮ者あり、߇আରැཆ �人）

（設例）

356,913

〔源泉徴収の記ೖ〕
　月ʑの給与等の支払額やࣾձอݥྉ等の額、源泉徴収税額などは「給与所得にରする源泉徴収」に記
しておき年ௐなどに使用します。
ɹɹ 〔記載例〕�源泉徴収

3����3 �2���� �3���

　ா等であっても、ຖ月の源泉徴収の記などが分かり、年ௐのためにも使用できるものであれ、それを使用して
　　ࠩし支͑ありまͤΜ。

（注）
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̎ɹ݄額දԵཝの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がない場合）

（設例）

（設例）

ᾇ　給与等の支給額（月額）ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ����� ԁ
ᾈ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾなし

ᾇ　与の支給額ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ������� ԁ
ᾈ　与かΒ߇আするࣾձอݥྉ等ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ ����� ԁ
ᾉ　લ月தのී௨給与（ࣾձอݥྉ等߇আޙ）の金額ɾɾɾɾɾɾɾ 2���2� ԁ
ᾊ　ැཆ等の数ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ２人
（源泉߇আରۮ者あり、߇আରැཆ �人）

〔税額の計算〕
ᶃ　給与等かΒ߇আするࣾձอݥྉ等がありまͤΜので、支給額 ����� ԁがそのままࣾձอݥྉ等߇আޙ

　　の給与等の金額になります。
ᶄ　月額දの「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額」ཝで、����� ԁがؚまれる「����� ԁະຬ」
　のߦをٻめ、そのߦの「Ե」ཝをݟますと「その月のࣾձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額の 3���3� に૬
　する金額」となっています。したがって、2��3 ԁ（����� ԁʷ 3���3�、� ԁະຬの数は切りࣺてま

　　す。）がその給与等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。
̏ɹ額දの༻

　　額දを使用して税額をٻめる場合も、月額දの場合とಉ͡ཁྖでߦいます。
̐ɹ与ʹରする源泉徴収税額の算ग़のදの༻例（「給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書」の提出がある場合）

〔税額の計算〕
ᶃ　与にରする源泉徴収税額の算出のදの「ߕ」ཝの「ැཆ等の数 2人」のཝをݟて、લ月のࣾ
　ձอݥྉ等߇আޙの給与等の金額 2���2� ԁがؚまれている「�33 ઍԁ以্ 2�� ઍԁະຬ」のߦをٻめ、
　そのߦと「与の金額にずき」ཝとのަΘるとこΖに記載されている 2���2� をٻめます。これ
　　がその与の金額にずるになります。
　ᶄ　与の金額 ������ ԁかΒࣾձอݥྉ ����� ԁを߇আした額 ����23 ԁに 2���2�を͡た金額 ���3 ԁ
　　（����23 ԁʷ2���2�、� ԁະຬの数は切りࣺてます。）が、その与かΒ源泉徴収をする所得税及び復
　　興特別所得税の額です。

200,820
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ᶃ　与にରする源泉徴収税額の算出のදの「ߕ」ཝの「ැཆ等の数 2人」のཝをݟて、લ月のࣾ
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　そのߦと「与の金額にずき」ཝとのަΘるとこΖに記載されている 2���2� をٻめます。これ

　　がその与の金額にずるになります。
　ᶄ　与の金額 ������ ԁかΒࣾձอݥྉ ����� ԁを߇আした額 ����23 ԁに 2���2�を͡た金額 ���3 ԁ
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200,820

　年ௐとは、給与等の支払者がその年最ޙに給与等の支払をするࡍ、給与等の支払を受ける֤人別に、
それまでその年தに給与等を支払͏、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その年த
の給与等の支給૯額にͭいて納付すき税額（年税額）とをൺֱしてաෆ額のਫ਼算を͏ߦことをいいます。
したがって、この年ௐは、給与等の支払を受けるେ෦分の人にとって֬ఆਃࠂにΘるをՌたす

ॏཁなखଓであるとい͑ます。
̍ɹௐを࣌͏ߦ期
　年ௐは、ݪଇとして、その年最ޙに給与等の支払をするࡍにߦいます（所๏ ���）が、年のத్で
ډ又はඇ࣌者となった人などにͭいては、そのୀ৬のॅډによりඇۈୀ৬した人やւ外の支ళへのసࢮ　

ô１）。
̎ɹௐのରͱなΒないਓ
。るよ͏な人に支払͏給与等は、年ௐのରとなりまͤΜ͛ܝに࣍　　
　ᾇ　ࠃに、ॅ所も �年以্のډ所も༗していない人（ඇॅډ者）

）者用దのཝชは又ཝԵのද額税（人いないてし出提を」書ࠂਃ）ಈҟ（等আ߇ཆැの者得所与給「ᾈ
　ᾉ　その年தに支払を受ける給与等の収ೖ金額が 2��� ສԁを͑る人
ᾊ ఆによりその年தの給与等にରすنの「໔、徴収༛༧等に関する๏ݮ者にରするે税のඃࡂ」

　　る源泉所得税及び復興特別所得税にͭき徴収༛༧やؐ付を受けた人
　ᾋ　年のத్でୀ৬（ࢮୀ৬などをআきます。）した人
̏ɹௐのରͱなる給与等
　年ௐのରとなる給与等は、その年１月１かΒ�2月3�までのؒに支給が౸དྷして支払͏こ
とが֬ఆした給与等です。したがって、࣮ࡍにその給与等を支払ったかど͏かに関なく、その年தに支
払͏ことが֬ఆしている給与等は、たと͑ະ払であっても、その年தの給与等にؚめて年ௐを͏ߦこ
とになります。
̐ɹௐのखॱ
　年ௐのखॱにͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「年ௐの
しかた」を参照してください。

ᶝɹௐ

　源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、給与等を支払った月の翌月 �� （納期の特例の承認を受け
ている場合には７月��と翌年１月2�）までに、e-Taxを利用して納付するか又は「給与所得ɾୀ৬所
得等の所得税徴収高計算書（納付書）」をఴ͑て、最寄りの金融機関又は所轄の税務署で納付します（所๏
��3ᶃ、���、22�、所ن 税௨ଇ๏ࠃ、�� 3�ᶃ、復興֬ࡒ๏ 2�ᶊ、復興特別所得税লྩ̒）。
　また、納付する税額がない場合であっても、この所得税徴収高計算書（納付書）は所轄の税務署に e-Tax
を利用するか又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。
e-Tax に関する詳しいใは、e-Tax�ϗーϜページ【https://www.F�taY.nta.go.jp】でご֬認ください。

һるすఆنに߸��ୈ２ୈ๏税人๏の人๏１）注（ （ˎ）にରする与にͭいて支払の֬ఆしたかΒ１年をܦաしたま
でにその支払がなされない場合には、その１年をܦաしたに支払があったものとΈなして、そのະ払与にͭいて

　　　　源泉徴収をすることになっています（所๏ ��3 ᶄ）。
（ˎ）「һ」とは、๏人のऔక、ࣥߦ、ձ計参与、ࠪ、ཧࣄ、ࣄ及びਗ਼算人ฒびにこれΒ以外の人で๏人
のܦӦにैࣄしている人の͏ͪ一ఆの人をいいます。

　　　２ 「給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高計算書（納付書）」の記載例は、3� ページを参照してください。

ᶞɹ源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の納付

https://www.nta.go.jp
https://www.e-tax.nta.go.jp


を記載߲ࣄに、給与等の金額、源泉徴収税額などඞཁなࡍにおいて給与等の支払をする者は、支払のࠃ　
した支払໌ࡉ書をその支払を受ける人にަ付しなけれなΒないことになっています（所๏ 23� ᶃ、所ن
��� ᶃ）。

支払を受ける人かΒの一ఆの承を得て、書໘による給与等の支払໌ࡉ書（以Լの等与給、は者るすを払支の等与給１）注（
「支払໌ࡉ書」といいます。）のަ付に͑て、支払໌ࡉ書に記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙすることができ、こ
の提ڙにより、給与等の支払をする者は、支払໌ࡉ書をަ付したものとΈなされます（所๏ 23� ᶄᶅ、所ྩ 3��）。

　　　　　ただし、給与等の支払を受ける人のٻがあるときは、給与等の支払をする者は書໘により支払໌ࡉ書をަ付する
　　　　ඞཁがあります。

ᶟɹ給与等のࢧ໌ࡉ書のަ付

　　 ２　給与等の支払を受ける人に支払໌ࡉ書をަ付しなかったり、ِりの記載をしてަ付（ి࣓తํ๏により提ڙ）した
　　　　りした者は、１年以Լの又は �� ສԁ以Լのേ金にॲすこととされています（所๏ 2�2 ᶃࣣ）。

　給与等の支払をする者が、受給者かΒ࣍のਃࠂ書に記載すき߲ࣄに関しి࣓త提ڙを受けるためのඞཁ
なાஔを͡ߨる等の一ఆのཁ݅をຬたしている場合には、その受給者は、書໘によるਃࠂ書の提出に͑て、
ి࣓తํ๏によりਃࠂ書に記載すき߲ࣄの提ڙを͏ߦことができます（注）（所๏���ᶄᶅᶇ、2�3ᶆ、所ྩ3��
の２、3��の̐、所ن��の２ᶃʙᶆ、ા๏��の２の２ᶆᶇᶊ、��の３の̐ᶆᶇ）。
１　給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書
２　ैたる給与にͭいてのැཆ߇আ等ਃࠂ書
３　給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書

７　給与所得者の（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金等特別߇আਃࠂ書
̒　所得金額ௐ߇আਃࠂ書

̔　ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書

̐　給与所得者の߇ૅجআਃࠂ書
̑　給与所得者のอݥྉ߇আਃࠂ書

ਃࠂ書に記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙする場合、ࣾձอݥྉ߇আ、খنࡁڞۀا等ֻ金߇আ、ੜ໋อݥྉ
することができますڙるূ໌書ྨにͭいても、ి࣓తํ๏により提আに߇আ及びॅआೖ金等特別߇ྉݥআ、อ߇
が߲ࣄする場合には、これΒのূ໌書に記載されるきڙをి࣓తํ๏により提߲ࣄるূ໌書に記載されるきআに߇֤）
記されたి໌ূࢠ書等を提ڙしなけれなりまͤΜ。）。

）注（

ఏग़ࢠ書ྨのిɹ源泉徴収ؔߟࢀ

ࣾձอো・税൪߸੍（ϚΠφϯόʔ੍）にͭいて
ɹࣾձอো・税・ࡂରࡦに͓いてɺߦखଓのޮੑ・
ಁ໌ੑを高Ίɺ国ຽにͱͬてརศੑの高いެฏ・ެਖ਼ͳࣾձ
を࣮͢ݱΔ͜ͱをతͱしてɺࣾձอো・税൪߸੍（ϚΠ
φϯόʔ੍）͕ಋೖさΕ·しͨɻ
ɹ国税のϚΠφϯόʔ੍にؔ͢Δใ๏ਓ൪߸の࠷৽
ใにͭいてはɺ国税ிϗʔϜϖʔδを͝ཡくださいɻ



を記載߲ࣄに、給与等の金額、源泉徴収税額などඞཁなࡍにおいて給与等の支払をする者は、支払のࠃ　
した支払໌ࡉ書をその支払を受ける人にަ付しなけれなΒないことになっています（所๏ 23� ᶃ、所ن
��� ᶃ）。

支払を受ける人かΒの一ఆの承を得て、書໘による給与等の支払໌ࡉ書（以Լの等与給、は者るすを払支の等与給１）注（
「支払໌ࡉ書」といいます。）のަ付に͑て、支払໌ࡉ書に記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙすることができ、こ
の提ڙにより、給与等の支払をする者は、支払໌ࡉ書をަ付したものとΈなされます（所๏ 23� ᶄᶅ、所ྩ 3��）。
　ただし、給与等の支払を受ける人のٻがあるときは、給与等の支払をする者は書໘により支払໌ࡉ書をަ付する

　　　　ඞཁがあります。

ᶟɹ給与等のࢧ໌ࡉ書のަ付

２　給与等の支払を受ける人に支払໌ࡉ書をަ付しなかったり、ِりの記載をしてަ付（ి࣓తํ๏により提ڙ）した
　　　　りした者は、１年以Լの又は �� ສԁ以Լのേ金にॲすこととされています（所๏ 2�2 ᶃࣣ）。

　給与等の支払をする者が、受給者かΒ࣍のਃࠂ書に記載すき߲ࣄに関しి࣓త提ڙを受けるためのඞཁ
なાஔを͡ߨる等の一ఆのཁ݅をຬたしている場合には、その受給者は、書໘によるਃࠂ書の提出に͑て、
ి࣓తํ๏によりਃࠂ書に記載すき߲ࣄの提ڙを͏ߦことができます（注）（所๏���ᶄᶅᶇ、2�3ᶆ、所ྩ3��
の２、3��の̐、所ن��の２ᶃʙᶆ、ા๏��の２の２ᶆᶇᶊ、��の３の̐ᶆᶇ）。
１　給与所得者のැཆ߇আ等ਃࠂ書
２　ैたる給与にͭいてのැཆ߇আ等ਃࠂ書
３　給与所得者のۮ者߇আ等ਃࠂ書

７　給与所得者の（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金等特別߇আਃࠂ書
̒　所得金額ௐ߇আਃࠂ書

̔　ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書

̐　給与所得者の߇ૅجআਃࠂ書
̑　給与所得者のอݥྉ߇আਃࠂ書

ਃࠂ書に記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙする場合、ࣾձอݥྉ߇আ、খنࡁڞۀا等ֻ金߇আ、ੜ໋อݥྉ
することができますڙるূ໌書ྨにͭいても、ి࣓తํ๏により提আに߇আ及びॅआೖ金等特別߇ྉݥআ、อ߇
が߲ࣄする場合には、これΒのূ໌書に記載されるきڙをి࣓తํ๏により提߲ࣄるূ໌書に記載されるきআに߇֤）
記されたి໌ূࢠ書等を提ڙしなけれなりまͤΜ。）。

）注（

ఏग़ࢠ書ྨのిɹ源泉徴収ؔߟࢀ

ࣾձอো・税൪߸੍（ϚΠφϯόʔ੍）にͭいて
ɹࣾձอো・税・ࡂରࡦに͓いてɺߦखଓのޮੑ・
ಁ໌ੑを高Ίɺ国ຽにͱͬてརศੑの高いެฏ・ެਖ਼ͳࣾձ
を࣮͢ݱΔ͜ͱをతͱしてɺࣾձอো・税൪߸੍（ϚΠ
φϯόʔ੍）͕ಋೖさΕ·しͨɻ
ɹ国税のϚΠφϯόʔ੍にؔ͢Δใ๏ਓ൪߸の࠷৽
ใにͭいてはɺ国税ிϗʔϜϖʔδを͝ཡくださいɻ

（注）１　一般ୀ৬ख等とは、ୀ৬ख等の͏ͪ、特ఆһୀ৬ख等及び期ୀ৬ख等のいずれにも֘しないものをいい
ます（所๏ 3�ᶉ）。
２　期ୀ৬ख等とは、期ۈଓ年数（һ等以外の者としてۈ務した期ؒにより計算したۈଓ年数が̑年以Լであるも
のをいい、このۈଓ年数にͭいては、һ等としてۈ務した期ؒがある場合には、その期ؒをؚめて計算します。）にରԠ
するୀ৬ख等として支払を受けるものであって、特ఆһୀ৬ख等に֘しないものをいいます（所๏ 3�ᶆ、所ྩ ��
の２ᶃᶅ）。

３　特ఆһୀ৬ख等とは、һ等としてのۈଓ年数（以Լ「һ等ۈଓ年数」といいます。）が̑年以Լである人が支払
を受けるୀ৬ख等の͏ͪ、そのһ等ۈଓ年数にରԠするୀ৬ख等として支払を受けるものをいいます（所๏ 3�ᶇ、
所ྩ ��の２ᶄ）。

（˞）１　՝税ୀ৬所得金額に ���� ԁະຬの数があるときは、これを切りࣺてます。
　２　ຊ年தに、一般ୀ৬ख等、期ୀ৬ख等又は特ఆһୀ৬ख等の͏ͪ２以্のୀ৬ख等がある場合の՝税ୀ৬

所得金額の計算ํ๏などにͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「期ୀ৬ख等
̦ˍ̖」をご֬認ください。

　ୀ৬所得とは、ୀ৬したことにより一࣌に支払Θれるୀ৬खやୀ৬金、一࣌Ը給などをいいます（所๏
3� ᶃ、3�）。
　なお、ࢮしたことによりୀ৬した人に支払͏ୀ৬ख等は、௨ৗそのҨの૬ଓ税の՝税ରとなりま
すので、所得税は՝税されまͤΜ（所ج௨̕ô��）。

　ୀ৬所得߇আ額の計算にたっては、࣍のに注ҙしてください。
１　ୀ৬所得߇আ額は、ۈଓ年数にԠ͡て「源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද」によりٻめます。
　なお、「源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද」にͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】
にܝ載している「源泉徴収税額ද」をご参照ください。

ଓ年数に１年ະຬの数がある場合には、その数を切り্͛て１年とします（所ྩۈ　２ ��ᶄ）。
（例ɿ2� 年３か月ˠ 22 年）

３　計算したୀ৬所得߇আ額が �� ສԁະຬの場合には、�� ສԁとします（所๏ 3� ᶈೋ）。
̐　ো者となったことにجҼしてୀ৬した場合には、一般のୀ৬の場合の金額に一 ��� ສԁをՃ算し
　た金額をୀ৬所得߇আ額とします（所๏ 3� ᶈࡾ）。

　ୀ৬所得߇আ額は、一般のୀ৬の場合、ୀ৬した人がそのձࣾなどにब৬してかΒୀ৬するまでのۈଓ年数
にԠ͡て、࣍のよ͏にఆめΒれています（所๏ 3��ᶅ、所ྩ �� ᶃ）。

ୀ৬所得は、その年தに支払を受けるୀ৬ख等の۠分にԠ͡、࣍の՝税ୀ৬所得金額を՝税ඪ४として、
ଞの所得と分離して՝税することとされています（所๏ 22�ᶃᶅ、3��ᶃᶄ）。

ᶗɹ退職所得のൣғ

ᶘɹ退職ख等の۠

ᶙɹ退職所得߇আ額

ୈ̏ɹ退職所得の源泉徴収ࣄ務
務は、ᶃୀ৬ख等の支払を受ける人（ୀ৬者）かΒ、「ୀ৬所得のࣄ者に支払͏ୀ৬所得の源泉徴収ॅډ　
受給に関するਃࠂ書」の提出を受け、このਃࠂ書に記載されているۈଓ年数などにͮجいてୀ৬所得߇আ額
をٻめ、ᶄ「՝税ୀ৬所得金額の算式のද」（ຊページᶘ参照）の「ୀ৬ख等の۠分」にԠ͡て計算した՝
税ୀ৬所得金額を՝税ඪ४として、「ୀ৬所得の源泉徴収税額の算ද」（22 ページᶚ参照）の「税額」ཝに
ࣔされている算式にैって税額（所得税及び復興特別所得税の額）を計算し、ᶅୀ৬ख等を支払͏ࡍにそ
の税額を源泉徴収して納付するࣄ務です。

退職手当等の区分 課税退職所得金額
一般退職手当等（注１）の場合
短期退職手当等（注２）の場合

特定役員退職手当等（注３）の場合

（一般退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×1/2

特定役員退職手当等の収入金額－退職所得控除額

① 短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額≦300万円の場合
（短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×1/2
② 短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額＞300万円の場合
150万円＋｛短期退職手当等の収入金額－（300万円＋退職所得控除額）｝

՝税ୀ৬所得金額の算式のද（ྩ̑年分）

ۈ ଓ 年 数 ୀ ৬ 所 得 ߇ আ 額
２̌年以Լの場合 ̐̌ສԁʷۈଓ年数
２̌年を͑る場合 ̔̌ ສ̌ԁ ７ɹ̌ ສԁʷ（ۈଓ年数 ２ɻ̌ 年）

https://www.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp


退職所得の源泉徴収税額の速算表（令和５年分）

円〃

円 〃

円 〃

円 〃

円 〃

円 〃

円〃

円〃

円〃

円〃

１

ᶚɹ税額のٻΊํ（ྩ̑）
（設例）
ᾇ　ۈଓ期ؒ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾฏ̑年 �� 月 � ब৬ʙྩ̑年３月�3� ୀ৬
ᾈ　ୀ৬ख等の金額 ɾɾɾɾɾɾɾɾ ���� ສԁ（一般ୀ৬ख等）
ᾉ　ୀ৬のཧ༝ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾఆ年ୀ৬

（注）　このઃ例は「ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書」が提出されている場合の例ですが、このਃࠂ書が提出
　されていない場合には、ୀ৬ख等の収ೖ金額に 2���2� を͡た税額を源泉徴収することになります
（所๏ 2�� ᶅ、復興֬ࡒ๏ 2� ᶄ、3� ᶃᶄ）。

　　　なお、このਃࠂ書は、税務署かΒ提出をٻめΒれるまでのؒは、提出を受けた源泉徴収義務者がอ
　　ଘするものとされています（所ن �� ᶉ）。

〔税額の計算〕
ᶃ　ۈଓ年数は、2�年̒か月ですかΒ１年ະຬの数
　を切り্͛て 3� 年となります。
ᶄ 「源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද」によっ
　て、「ۈଓ年数」が「3� 年」で「一般ୀ৬の場合」
　のୀ৬所得߇আ額をٻめると ���� ສԁとなります。
ᶅ　ୀ৬ख等の金額かΒୀ৬所得߇আ額を߇আした
。めますٻ額を２分の１して՝税ୀ৬所得金額を　
（���� ສԁʵ ���� ສԁ）ʷ ���� ສԁ

ᶆ 「ୀ৬所得の源泉徴収税額の算ද」の「税額」
　ཝに算式がࣔされていますので、この算式にैって
　税額を計算します。

これがそのୀ৬ख等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。
（��� ສԁʷ̑�）ʷ��2��������� ԁ

ୈ̐ɹใु・ྉۚ等の源泉徴収ࣄ務

๏人に支払͏ใࠃ者又はॅډ　 ɾुྉ金等の源泉徴収ࣄ務は、ߘݪྉ、ߨԋྉ、ٕ ɾܳεϙーπɾࣝ等のڭतɾ
ࡍใु、外ަһใु、出ԋྉ、ϗεςεのใुなどのใुɾྉ金等の支払者が、その支払の࢜ಋྉ、税ཧࢦ
に一ఆの税により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付するࣄ務です。
　源泉徴収のରとされているใुɾྉ金等のൣғ及び税額の計算ํ๏は、࣍のදのとおりです。
　なお、給与等の支払がないݸ人又はৗ２࣌人以ԼのՈࣄ使用人のΈにରして給与等を支払͏ݸ人は、࣍ද
の̕に͛ܝるϗεςεなどのใुɾྉ金を支払͏場合をআき、源泉徴収を͏ߦඞཁはありまͤΜ（所๏���、
2�� ᶄೋ）。

（源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද）

退　職　所　得　控　除　額
勤 続 年 数

一般退職の場合 障害退職の場合

24　年 10,800

11,500

14,300

15,000

15,700
16,400

25　年

29　年

30　年
31　年

32　年

千円
11,800

12,500

15,300

16,000

16,700
17,400

千円



退職所得の源泉徴収税額の速算表（令和５年分）

円〃

円 〃

円 〃

円 〃

円 〃

円 〃

円〃

円〃

円〃

円〃

１

ᶚɹ税額のٻΊํ（ྩ̑）
（設例）
ᾇ　ۈଓ期ؒ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾฏ̑年 �� 月 � ब৬ʙྩ̑年３月�3� ୀ৬
ᾈ　ୀ৬ख等の金額 ɾɾɾɾɾɾɾɾ ���� ສԁ（一般ୀ৬ख等）
ᾉ　ୀ৬のཧ༝ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾఆ年ୀ৬

（注）　このઃ例は「ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書」が提出されている場合の例ですが、このਃࠂ書が提出
　されていない場合には、ୀ৬ख等の収ೖ金額に 2���2� を͡た税額を源泉徴収することになります
（所๏ 2�� ᶅ、復興֬ࡒ๏ 2� ᶄ、3� ᶃᶄ）。

　　　なお、このਃࠂ書は、税務署かΒ提出をٻめΒれるまでのؒは、提出を受けた源泉徴収義務者がอ
　　ଘするものとされています（所ن �� ᶉ）。

〔税額の計算〕
ᶃ　ۈଓ年数は、2�年̒か月ですかΒ１年ະຬの数
　を切り্͛て 3� 年となります。
ᶄ 「源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද」によっ
　て、「ۈଓ年数」が「3� 年」で「一般ୀ৬の場合」
　のୀ৬所得߇আ額をٻめると ���� ສԁとなります。
ᶅ　ୀ৬ख等の金額かΒୀ৬所得߇আ額を߇আした
。めますٻ額を２分の１して՝税ୀ৬所得金額を　
（���� ສԁʵ ���� ສԁ）ʷ ���� ສԁ

ᶆ 「ୀ৬所得の源泉徴収税額の算ද」の「税額」
　ཝに算式がࣔされていますので、この算式にैって
　税額を計算します。

これがそのୀ৬ख等かΒ源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額です。
（��� ສԁʷ̑�）ʷ��2��������� ԁ

ୈ̐ɹใु・ྉۚ等の源泉徴収ࣄ務

๏人に支払͏ใࠃ者又はॅډ　 ɾुྉ金等の源泉徴収ࣄ務は、ߘݪྉ、ߨԋྉ、ٕ ɾܳεϙーπɾࣝ等のڭतɾ
ࡍใु、外ަһใु、出ԋྉ、ϗεςεのใुなどのใुɾྉ金等の支払者が、その支払の࢜ಋྉ、税ཧࢦ
に一ఆの税により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付するࣄ務です。
　源泉徴収のରとされているใुɾྉ金等のൣғ及び税額の計算ํ๏は、࣍のදのとおりです。
　なお、給与等の支払がないݸ人又はৗ２࣌人以ԼのՈࣄ使用人のΈにରして給与等を支払͏ݸ人は、࣍ද
の̕に͛ܝるϗεςεなどのใुɾྉ金を支払͏場合をআき、源泉徴収を͏ߦඞཁはありまͤΜ（所๏���、
2�� ᶄೋ）。

（源泉徴収のためのୀ৬所得߇আ額のද）

退　職　所　得　控　除　額
勤 続 年 数

一般退職の場合 障害退職の場合

24　年 10,800

11,500

14,300

15,000

15,700
16,400

25　年

29　年

30　年
31　年

32　年

千円
11,800

12,500

15,300

16,000

16,700
17,400

千円

ᶗɹॅډ者ʹର͠てࢧ͏ใु・ྉۚ等 （所๏ 2��、2��、所ྩ 32�、32�、322、ા๏ �� の 2�、
復興֬ࡒ๏ 2�、3�）

（注）�　ใुɾྉ金等の໊であってもその༰が給与等又はୀ৬ख等に֘する場合は、給与等又はୀ৬ख等と
　　　して源泉徴収をします（所๏ ��3、���、2�� ᶄ一）。
　　 2　ใुɾྉ金等には、そのଞのࡁܦత利ӹにより支払͏ものもؚまれます。
　　 3　ใुɾྉ金等の金額のதにফඅ税及びํফඅ税の額がؚまれている場合であっても、ফඅ税及びํফඅ税
　　　の額をؚめた金額が源泉徴収のରとなるใुɾྉ金等の金額となります。ただし、ใुɾྉ金等の支払を受け
　　　る者かΒのٻ書等において、ใुɾྉ金等の額とফඅ税及びํফඅ税の額とが໌֬に۠分されている場合に

　　 �　ใुɾྉ金の支払者が、その支払を受ける人のཱྀߦ、॓ധ等のඅ用をෛ୲する場合も源泉徴収のରとなりま
　　　すが、そのඅ用をใुɾྉ金の支払を受ける人に支払Θず、ަ௨機関やϗςϧなどに支払い、かͭ、その金
　　　額がそのඅ用として௨ৗඞཁであると認めΒれるൣғであれ、源泉徴収をしなくてࠩし支͑ありまͤΜ（所

１

１

１

̑

１

̒ô１
̕ô１））。

ô̐）。



ᶘɹࠃ๏ਓʹର͠てࢧ͏ใु・ྉۚ等 （所๏ ��� े、���、2�2 ᶅ、2�3 ᶄ、所ྩ 2�� ᶋ、
2��、復興֬ࡒ๏ 2�、3�）

源泉徴収のରとなるใुɾྉ金等 税額の計算ํ๏

അओに支払͏ڝഅの金 ʨ支払金額 （ɻ支払金額ʷ2�����ສԁ）ʩ̫ ���2��

ୈ̑ɹ所得の源泉徴収ࣄ務

ୈ̒ɹඇॅډ者ຢ֎ࠃ๏ਓʹࢧ͏所得の源泉徴収ࣄ務

務は、༨金の、༨金の分など（๏人税๏にࣄ๏人に支払͏所得の源泉徴収ࠃ者又はॅډ　
るものをআきます。以Լ「等」といいます。）や等とΈなされるいΘΏる分にݱఆするద֨ن
Έなしの支払者が、その支払のࡍに࣍に͛ܝる۠分の税により所得税及び復興特別所得税を徴収して
納付するࣄ務です（所๏ 2�、2�、���、���、��2、2�2、2�3、ા๏̔の３、̕の２、̕の３、̕の３の２、3�の
�� の̒、復興֬ࡒ๏ 2�、3�）。

のަ付が、等࢈ࢿにより受けた金મそのଞの（ߋのফ٫等、組৫มࢿのऔ得、出ࢿ式又は出גݾࣗ）式のऔ得等ג　
とΈなされるものをいいます。

　なお、ג式又は出ࢿにる等にͭいては、その支払の֬ఆした（גओ૯ձのܾٞでఆめΒれた༨
金の等にͭいてのޮྗをੜずるなど）かΒ �年をܦաしたまでに支払がない場合には、その１年を
ことになっています（所๏͏ߦաしたに支払があったものとΈなして、源泉徴収をܦ ��� ᶄ）。

̍ɹ্場ࣜג等の等の場合
　　源泉徴収税は、���3���（支払を受ける者がॅډ者の場合はଞにॅຽ税̑�）です。
（注）� 式等の等にג人が支払を受ける্場ݸ式等を༗するג式の૯数等の３�以্に૬する数又は金額のגࡁߦൃ

（注）�

2

　　　　ͭいては、この੍のରとなりまͤΜ（Լ記ʮ̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合ʯに֘することになります。）。
2 「্場ג式等の等」には、ূ݊औҾ所（金融औҾ所）に্場されているג式やళ಄ചങొฑとしてొ
されているג式にͭいてののほか、特ఆג式ࢿ信ୗやެืג式ࢿ信ୗの収ӹの分、特ఆࢿ๏人のࢿ口

　　　　の等などがؚまれます。詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収の
　　　　あΒまし」をご参照ください。

̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合
　　源泉徴収税は、2���2�（ॅຽ税なし）です。

　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に支払͏所得の源泉徴収ࣄ務は、ඇॅډ者又は外ࠃ๏人にରしてࠃ源泉所得の͏
ͪ源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得を支払͏ࡍに、一ఆの税により所得税及び復興特別所得税を徴収し
て納付するࣄ務です。
　なお、源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得のछྨと税等は࣍のとおりです（所๏ 2�、���、2�2、2�3、
ા๏̔の２、̕の３、̕の３の２、3�の ��の̐、3�の ��の̒、��の̕、��の �2、��の �2の２、��の 22、復
興֬ࡒ๏ 2�、3�）。

一ఆのࠃ๏人にରして、ྩ̑年��月１以ޙに支払͏き等で࣍に͛ܝるものにͭいては、源泉徴収をする
ඞཁはありまͤΜ（所๏���、2�2ᶅ）。
ᶃ　๏人税๏ୈ23ୈ߲̑にنఆするશࢠ๏人ג式等に֘するג式等（そのࠃ๏人がࣗݾの໊義をもって༗するも
　のにݶります。࣍のᶄにおいてಉ͡です。）にる等
ᶄ　そのࠃ๏人がอ༗するଞのࠃ๏人のג式等のൃגࡁߦ式等の૯数等にめるׂ合が３分の１である場合におけ
　る֘ଞのࠃ๏人のג式等にる等

https://www.nta.go.jp


ᶘɹࠃ๏ਓʹର͠てࢧ͏ใु・ྉۚ等 （所๏ ��� े、���、2�2 ᶅ、2�3 ᶄ、所ྩ 2�� ᶋ、
2��、復興֬ࡒ๏ 2�、3�）
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とΈなされるものをいいます。

　なお、ג式又は出ࢿにる等にͭいては、その支払の֬ఆした（גओ૯ձのܾٞでఆめΒれた༨
金の等にͭいてのޮྗをੜずるなど）かΒ �年をܦաしたまでに支払がない場合には、その１年を
ことになっています（所๏͏ߦաしたに支払があったものとΈなして、源泉徴収をܦ ��� ᶄ）。

̍ɹ্場ࣜג等の等の場合
　　源泉徴収税は、���3���（支払を受ける者がॅډ者の場合はଞにॅຽ税̑�）です。
（注）� 式等の等にג人が支払を受ける্場ݸ式等を༗するג式の૯数等の３�以্に૬する数又は金額のגࡁߦൃ

（注）�
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　　　　ͭいては、この੍のରとなりまͤΜ（Լ記ʮ̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合ʯに֘することになります。）。
　　　 2 「্場ג式等の等」には、ূ݊औҾ所（金融औҾ所）に্場されているג式やళ಄ചങొฑとしてొ
　　　 されているג式にͭいてののほか、特ఆג式ࢿ信ୗやެืג式ࢿ信ୗの収ӹの分、特ఆࢿ๏人のࢿ口
　　　　の等などがؚまれます。詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収の
　　　　あΒまし」をご参照ください。

̎ɹ্場ࣜג等Ҏ֎の等の場合
　　源泉徴収税は、2���2�（ॅຽ税なし）です。

　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に支払͏所得の源泉徴収ࣄ務は、ඇॅډ者又は外ࠃ๏人にରしてࠃ源泉所得の͏
ͪ源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得を支払͏ࡍに、一ఆの税により所得税及び復興特別所得税を徴収し
て納付するࣄ務です。
　なお、源泉徴収のରとなるࠃ源泉所得のछྨと税等は࣍のとおりです（所๏ 2�、���、2�2、2�3、
ા๏̔の２、̕の３、̕の３の２、3�の ��の̐、3�の ��の̒、��の̕、��の �2、��の �2の２、��の 22、復
興֬ࡒ๏ 2�、3�）。

一ఆのࠃ๏人にରして、ྩ̑年��月１以ޙに支払͏き等で࣍に͛ܝるものにͭいては、源泉徴収をする
ඞཁはありまͤΜ（所๏���、2�2ᶅ）。
ᶃ　๏人税๏ୈ23ୈ߲̑にنఆするશࢠ๏人ג式等に֘するג式等（そのࠃ๏人がࣗݾの໊義をもって༗するも
　のにݶります。࣍のᶄにおいてಉ͡です。）にる等
ᶄ　そのࠃ๏人がอ༗するଞのࠃ๏人のג式等のൃגࡁߦ式等の૯数等にめるׂ合が３分の１である場合におけ
　る֘ଞのࠃ๏人のג式等にる等

ᶅ　ࠃにおいて͏ߦ人త務の提ڙをओたる༰とするۀࣄで、࣍に͛ܝる者の務提ڙ
　のରՁ（所๏���ᶃ）

̐

̑の２、̑の３）。

１



ඇॅډ者ຢ֎ࠃ๏ਓʹରする՝税の特例

　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人にରする՝税にͭいては、࣍のよ͏な特例があります。
詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】をご参照ください。

̍ɹ源泉徴収໔আূ໌書ʹΑるの
๏人が、一ఆのཁ݅をඋ͑ていることにͭいࠃઃを༗する外ࢪతٱ߃者又はॅډઃを༗するඇࢪతٱ߃　
　て納税の所轄税務署かΒ源泉徴収໔আূ໌書（以Լ「໔আূ໌書」といいます。）のަ付を受け、この
　໔আূ໌書をࠃ源泉所得の支払者に提ࣔした場合には、その໔আূ໌書の༗ޮ期ؒにその支払者が支
　払͏ࠃ源泉所得（そのඇॅډ者又は外ࠃ๏人のٱ߃తࢪઃにͤؼΒれるものにݶります。）の͏ͪ特ఆの
　ものにͭいては、源泉徴収をཁしないこととされています（所๏ ���、2��）。
̎ɹે税ʹΑるの
　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人のॅډࠃとզがࠃとのؒでે税がక݁されている場合には、そのે税
にఆめるとこΖにより、そのඇॅډ者又は外ࠃ๏人が支払を受けるࠃ源泉所得にରする所得税及び復興
特別所得税がܰݮ又は໔আされることがあります（注１）。この所得税及び復興特別所得税のܰݮ又は໔আを
受けよ͏とする場合には、所ఆのಧ出書やؐ付ٻ書をそのࠃ源泉所得の源泉徴収義務者をܦ༝して税
務署に提出（注２）することとされています（࣮ࢪ特例লྩ１の２、２ʙ３の２、３の̐ʙ̕、̕の̑ʙ̕の
̔、̕の ��、̕の ��、�� の２）。
̏ɹ֎ॅډࠃ者等所得૬ޓ໔আ๏ʹΑるの（ؔ）
　にॅ所等を༗するඇॅډ者又はにຊళ等を༗する外ࠃ๏人が支払を受けるࠃ源泉所得にରす
る所得税及び復興特別所得税がܰݮ又はඇ՝税とされることがあります（注１）。この所得税及び復興特別所
得税のܰݮ又はඇ՝税のద用を受けよ͏とする場合には、所ఆのಧ出書やؐ付ٻ書をそのࠃ源泉所得
の源泉徴収義務者をܦ༝して税務署に提出（注２）することとされています（外ॅډࠃ者等所得૬ޓ໔আ３ن、
̒ʙ̕、��、�3、�3の２）。

̔の２）

̕の３、̕の３の２）
３

̐）

̕）

２）

３）。

１

（注）１　ે税等のద用により、そのે税等でఆめΒれている税が所得税๏やે税特別ાஔ๏にنఆする税以Լとな
るものにͭいては、復興特別所得税をซͤて源泉徴収するඞཁはありまͤΜ（復興֬ࡒ๏ 33ᶆ一、ᶋ一）。�
２　ಧ出書やؐ付ٻ書の提出に͑て࣓ి͏ߦతํ๏によるそのಧ出書やؐ付ٻ書に記載すき߲ࣄ等の提ڙをؚΈます。
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̔の２）

̕の３、̕の３の２）
３

̐）

̕）

２）

３）。

１

（注）１　ે税等のద用により、そのે税等でఆめΒれている税が所得税๏やે税特別ાஔ๏にنఆする税以Լとな
るものにͭいては、復興特別所得税をซͤて源泉徴収するඞཁはありまͤΜ（復興֬ࡒ๏ 33ᶆ一、ᶋ一）。

２　ಧ出書やؐ付ٻ書の提出に͑て࣓ి͏ߦతํ๏によるそのಧ出書やؐ付ٻ書に記載すき߲ࣄ等の提ڙをؚΈます。

ᶗɹ源泉徴収税額のաޡ納額のؐ付

ᶘɹ源泉徴収ථٴͼࢧௐ書のఏग़

ୈ̔ɹͦɹのɹଞ

　税額計算のޡりなどにより納めա͗た源泉徴収税額がある場合には、源泉徴収義務者は、納めա͗となっ
たཧ༝、ؐ付を受けよ͏とする金額等を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税のޡ納額ؐ付ٻ書」を
納税の所轄税務署に提出してください。所轄税務署においてؐ付ٻ書の༰をݕ౼し納めա͗となっ
ている額が֬認できた場合には、源泉徴収義務者にؐ付することとされています（ࠃ税௨ଇ๏ ��）。
　なお、年ௐによるա納額のؐ付のٻにͭいては、これとは別に、そのखଓがఆめΒれていますので、
詳ࡉにͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「年ௐのしかた」をご
参照ください。

　給与等やୀ৬ख等、ใुɾྉ金などの支払者は、その支払の໌ࡉを記載した源泉徴収ථや支払ௐ書を一
ఆの期ݶまでにຊ人にަ付したり、あるいは税務署に提出しなけれなΒないことになっています（所๏
22�、22�）。
　以Լ、給与等及びୀ৬ख等の源泉徴収ථとใुɾྉ金などを支払った場合の支払ௐ書の提出等にͭいて
આ໌します。
̍ɹ給与所得の源泉徴収ථ
　ᾇ　給与等の支払者は、֤受給者にͭいて、その年の１月かΒ �2 月までのؒに支払の֬ఆした給与等の金
　　額や源泉徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収ථ」を２෦࡞し、その͏ͪ１෦を合計දとと
　　もに翌年１月 3� まで（年のத్でୀ৬した受給者にͭいては、ୀ৬１ޙか月以）に、税務署に提
　　出し、ଞの１෦を受給者にަ付しなけれなりまͤΜ（所๏ 22�ᶃ、所ن �3ᶃ）（Լ記̑ᾇ参照）。
　なお、年のத్でୀ৬した受給者の源泉徴収ථにͭいては、そのଞの受給者分とซͤてୀ৬の年の翌

　　年１月3�までに税務署に提出することとしてもࠩし支͑ありまͤΜ。

　　　ͭいても、ಉ༷のऔѻいとなりますので注ҙしてください。
１（注）

ᾈ　給与等が、࣍のいずれかに֘するものである場合には、その給与等にͭいては、ᾇにかかΘΒず源
　　泉徴収ථを税務署に提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �3 ᶄ）。
Π　年ௐをした給与等（࣍のϩ及びϋの給与等をআきます。）で、その年の給与等の支払金額が ���
ສԁ以Լであるもの

ϩ　๏人のһ（૬ஊ、ސそのଞこれΒにྨする人をؚΈます。）に支払͏給与等で、年ௐをし
たその年の給与等の支払金額が ��� ສԁ以Լであるもの

ϋ　ห࢜ޢ（外ࠃ๏ࣄ務ห࢜ޢをؚΈます。）、ެ認ձ計࢜、税ཧ࢜、หཧ࢜などに支払͏給与等で、年
ௐをしたその年の給与等の支払金額が 2�� ສԁ以Լであるもの

たっかなしをௐ年、で等与給͏払支に人たし出提を」書ࠂਃ）ಈҟ（等আ߇ཆැの者得所与給「χ
その年の給与等の支払金額が 2�� ສԁ以Լであるもの（һの場合には、�� ສԁ以Լであるもの）

支の等与給の年のそ、で等与給͏払支に人いなし出提を」書ࠂਃ）ಈҟ（等আ߇ཆැの者得所与給「ϗ
払金額が �� ສԁ以Լであるもの

　ᾉ 給与等の支払をする者は、給与等の支払を受ける人かΒの一ఆの承を得て、書໘による給与所得の源泉
徴収ථのަ付に͑て、給与所得の源泉徴収ථに記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙすることがで
きます。この提ڙにより、給与等の支払をする者は、給与所得の源泉徴収ථをަ付したものとΈなされます。
　ただし、給与等の支払を受ける人のٻがあるときは、給与等の支払をする者は書໘により給与所得

　　　の源泉徴収ථをަ付するඞཁがあります（所๏ 22� ᶆᶇ）。

ୈ̓ɹͦのଞの所得ʹରする源泉徴収

。の所得などにͭいても、源泉徴収がඞཁとなります࣍　
　詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収のあΒまし」をご参
照ください。
ᶃ　ެࣾ࠴及び༬ஷ金の利ࢠ等　　ᶄ　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等
ᶅ　特ఆ口࠲อ্場ג式等のৡによる所得等　　ᶆ　ެత年金等

https://www.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp


̎ɹ退職所得の源泉徴収ථ
ᾇ　ୀ৬ख等の支払者は、֤受給者にͭいて支払の֬ఆしたୀ৬ख等の金額や源泉徴収税額などを記

　　載した「ୀ৬所得の源泉徴収ථ」を２෦࡞し、その͏ͪ１෦を合計දとともにୀ৬ޙ �か月以に税
。）照参ᾇ̑記Լ（）ᶃن��所、ᶄ�22๏所（Μͤまりなれけなし付ަに者給受を෦１のଞ、し出提に署務

　　この場合、その年தの源泉徴収ථをऔりまとめて、翌年１月3�までに税務署に提出することとして
　　もࠩし支͑ありまͤΜ。
ᾈ　๏人のһ（૬ஊ、ސそのଞこれΒにྨする人をؚΈます。）以外の人に支払͏ୀ৬ख等にͭい

　　ては、ᾇにかかΘΒず、源泉徴収ථを税務署に提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �� ᶄ）。
　ᾉ　ୀ৬所得の源泉徴収ථにͭいても্記１ᾉとಉ༷のऔѻいが認めΒれています。
̏ɹใु・ྉۚ等のࢧௐ書
ᾇ　所得税๏ୈ2��ୈ１߲֤߸等に͛ܝるใुɾྉ金、ܖ金、金又はྍใुの支払者は、そのใुɾྉ金、
金などにͭいてその支払を受ける者ごとに支払金額や源泉徴収税額ฒびに支払を受ける者及び支払ܖ
をする者のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸などを記載した「ใु、ྉ金、ܖ金及び金の支
払ௐ書」を࡞し、翌年１月 3� までに合計දとともに税務署に提出しなけれなりまͤΜ（所๏
22�ᶃࡾ、所ن ��ᶃ）（Լ記̑ᾈ参照）。
ᾈ　࣍に͛ܝるใुɾྉ金などにͭいては、ᾇにかかΘΒず支払ௐ書を税務署に提出するඞཁはありま

　　ͤΜ（所ن �� ᶄ）。
Π　ྍใु、ϓϩϘΫαー、外ަһ、ू金人、ిྗྔ計のݕ人のใुɾྉ金及びόーɾΩϟόϨー

　　 等のϗεςε、όϯέοτϗεςεɾίϯύχΦϯ等のใुɾྉ金にͭいては、ಉ一人にରするその
　　　年தの支払金額が �� ສԁ以Լであるもの
　　ϩ　ࠂએのための金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額が �� ສԁ以Լであるもの

ϋ　അओが受けるڝഅの金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額のશ෦にͭきそれͧれそ
　　　の１回の支払金額が �� ສԁ以Լであるもの
　　χ　ΠかΒϋまでのใुɾྉ金以外のใुɾྉ金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額が̑
　　　ສԁ以Լであるもの
̐ɹඇॅډ者等の所得のࢧௐ書
　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に給与等やใुなどを支払͏者は、その支払を受ける者ごとにその支払金額や源
泉徴収税額ฒびに支払を受ける者及び支払をする者のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸（ϚΠφϯόー
し、翌年１月࡞ります。）などを記載した「支払ௐ書」をݶ又は๏人൪߸を༗する者に（߸人൪ݸ） 3� 
までに合計දとともに税務署に提出しなけれなりまͤΜ（所๏ 22�ᶃീ、所ن ��）（Լ記̑ᾈ参照）。
　　ただし、その年தの支払金額が �� ສԁ以Լである場合には、提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �� ᶆ）。
（注）「ඇॅډ者等に支払Θれる組合ܖにͮجく利ӹの支払ௐ書」のほか、一෦のௐ書にͭいては、提出期ݶや提出ൣғが
　　 ҟなるものがあります。

̑ɹ源泉徴収ථ等を࡞するࡍのҙ߲ࣄ
ᾇ　給与等又はୀ৬ख等の支払者が税務署に提出する源泉徴収ථには、受給者等のϚΠφϯόー（ݸ
　人൪߸）又は๏人൪߸を記載するඞཁがありますが、受給者にަ付する源泉徴収ථには、受給者等のϚ
　　Πφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸は記載しないこととされています。
ᾈ　支払を受ける者に支払ௐ書の写しをަ付する場合には、支払をする者及び支払を受ける者のϚΠφϯ

　　όー（ݸ人൪߸）を記載してަ付することはできまͤΜ。
　ᾉ　源泉徴収ථや支払ௐ書を税務署に提出する場合において、そのछྨごとに、その年のલʑ年に提出

すきであった源泉徴収ථや支払ௐ書の枚数が���枚以্であるものにͭいては、e-Tax、ޫσΟεΫ等
　　又はΫϥυ等により提出する義務があります（所๏ 22� の̐ᶃ）。
ᾊ　給与等やୀ৬ख等、ใुɾྉ金などの支払者は、ᶃ税務署に源泉徴収ථや支払ௐ書を期ݶまでに
　提出しなかったり、ِりの記載や記をして提出したりした場合、ᶄその受給者に源泉徴収ථを期ݶま
　でにަ付しなかったり、ِりの記載をしてަ付（ి࣓తํ๏によりِりの߲ࣄを提ڙ）したりした場合
　　には、１年以Լの又は �� ສԁ以Լのേ金にॲすこととされています（所๏ 2�2 。（、ޒ



̎ɹ退職所得の源泉徴収ථ
ᾇ　ୀ৬ख等の支払者は、֤受給者にͭいて支払の֬ఆしたୀ৬ख等の金額や源泉徴収税額などを記

　　載した「ୀ৬所得の源泉徴収ථ」を２෦࡞し、その͏ͪ１෦を合計දとともにୀ৬ޙ �か月以に税
。）照参ᾇ̑記Լ（）ᶃن��所、ᶄ�22๏所（Μͤまりなれけなし付ަに者給受を෦１のଞ、し出提に署務

　　この場合、その年தの源泉徴収ථをऔりまとめて、翌年１月3�までに税務署に提出することとして
　　もࠩし支͑ありまͤΜ。
ᾈ　๏人のһ（૬ஊ、ސそのଞこれΒにྨする人をؚΈます。）以外の人に支払͏ୀ৬ख等にͭい

　　ては、ᾇにかかΘΒず、源泉徴収ථを税務署に提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �� ᶄ）。
　ᾉ　ୀ৬所得の源泉徴収ථにͭいても্記１ᾉとಉ༷のऔѻいが認めΒれています。
̏ɹใु・ྉۚ等のࢧௐ書
ᾇ　所得税๏ୈ2��ୈ１߲֤߸等に͛ܝるใुɾྉ金、ܖ金、金又はྍใुの支払者は、そのใुɾྉ金、
金などにͭいてその支払を受ける者ごとに支払金額や源泉徴収税額ฒびに支払を受ける者及び支払ܖ
をする者のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸などを記載した「ใु、ྉ金、ܖ金及び金の支
払ௐ書」を࡞し、翌年１月 3� までに合計දとともに税務署に提出しなけれなりまͤΜ（所๏
22�ᶃࡾ、所ن ��ᶃ）（Լ記̑ᾈ参照）。
ᾈ　࣍に͛ܝるใुɾྉ金などにͭいては、ᾇにかかΘΒず支払ௐ書を税務署に提出するඞཁはありま

　　ͤΜ（所ن �� ᶄ）。
Π　ྍใु、ϓϩϘΫαー、外ަһ、ू金人、ిྗྔ計のݕ人のใुɾྉ金及びόーɾΩϟόϨー
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　　　年தの支払金額が �� ສԁ以Լであるもの
　　ϩ　ࠂએのための金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額が �� ສԁ以Լであるもの

ϋ　അओが受けるڝഅの金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額のશ෦にͭきそれͧれそ
　　　の１回の支払金額が �� ສԁ以Լであるもの
　　χ　ΠかΒϋまでのใुɾྉ金以外のใुɾྉ金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額が̑
　　　ສԁ以Լであるもの
̐ɹඇॅډ者等の所得のࢧௐ書
　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に給与等やใुなどを支払͏者は、その支払を受ける者ごとにその支払金額や源
泉徴収税額ฒびに支払を受ける者及び支払をする者のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸（ϚΠφϯόー
し、翌年１月࡞ります。）などを記載した「支払ௐ書」をݶ又は๏人൪߸を༗する者に（߸人൪ݸ） 3� 
までに合計දとともに税務署に提出しなけれなりまͤΜ（所๏ 22�ᶃീ、所ن ��）（Լ記̑ᾈ参照）。

　　ただし、その年தの支払金額が �� ສԁ以Լである場合には、提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �� ᶆ）。
（注）「ඇॅډ者等に支払Θれる組合ܖにͮجく利ӹの支払ௐ書」のほか、一෦のௐ書にͭいては、提出期ݶや提出ൣғが

ҟなるものがあります。

̑ɹ源泉徴収ථ等を࡞するࡍのҙ߲ࣄ
ᾇ　給与等又はୀ৬ख等の支払者が税務署に提出する源泉徴収ථには、受給者等のϚΠφϯόー（ݸ
　人൪߸）又は๏人൪߸を記載するඞཁがありますが、受給者にަ付する源泉徴収ථには、受給者等のϚ
　　Πφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸は記載しないこととされています。
ᾈ　支払を受ける者に支払ௐ書の写しをަ付する場合には、支払をする者及び支払を受ける者のϚΠφϯ

　　όー（ݸ人൪߸）を記載してަ付することはできまͤΜ。
　ᾉ　源泉徴収ථや支払ௐ書を税務署に提出する場合において、そのछྨごとに、その年のલʑ年に提出

すきであった源泉徴収ථや支払ௐ書の枚数が���枚以্であるものにͭいては、e-Tax、ޫσΟεΫ等
　　又はΫϥυ等により提出する義務があります（所๏ 22� の̐ᶃ）。
ᾊ　給与等やୀ৬ख等、ใुɾྉ金などの支払者は、ᶃ税務署に源泉徴収ථや支払ௐ書を期ݶまでに
　提出しなかったり、ِりの記載や記をして提出したりした場合、ᶄその受給者に源泉徴収ථを期ݶま
　でにަ付しなかったり、ِりの記載をしてަ付（ి࣓తํ๏によりِりの߲ࣄを提ڙ）したりした場合
　　には、１年以Լの又は �� ສԁ以Լのേ金にॲすこととされています（所๏ 2�2 。（、ޒ

ᾇ　給与等やใुɾྉ金、ެత年金等の支払を受ける人がࡂ、෩ਫ、མཕ、Րࡂのよ͏なࡂにより
　　େきなඃを受けたときは、「ࡂඃ者にରするે税のݮ໔、徴収༛༧等に関する๏」（以Լ「ࡂ໔๏」
　　といいます。）によって、源泉徴収税額の徴収༛༧やؐ付を受けることができます（ࡂ໔๏３、復興֬ࡒ
　　๏ 33 ᶃ）。
　なお、これにより徴収༛༧やؐ付を受けた人は、年ௐのରとなΒないため、֬ఆਃࠂでࡶଛ߇
আやࡂ໔๏による所得税のܰݮ໔আのద用を受けることによりਫ਼算することになります。

ᾈ　ࡂ໔๏にͮجき給与等又はެత年金等にͭいて徴収༛༧を受けよ͏とする場合には、所ఆのਃ書を
その支払者をܦ༝してࡂを受けた人の納税の所轄税務署に提出 （ؐ付を受ける場合やใुɾྉ金
にͭいて徴収༛༧を受ける場合等は、、ࡂを受けた人の納税の所轄税務署に提出）すること
とされています。

　　　詳しいखଓなどにͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収
　　のあΒまし」を参照してください。

をࡂ、は人Ѽ໊の書ਃ、もで合場のこ（Μͤまいߏもてし出提に署務税轄所の税納の税得所泉源の者払支）注（
受けた人の納税の所轄税務署としてください。）。

　源泉徴収税額のある給与所得者で֬ఆਃࠂをすれその源泉徴収税額のؐ付が受けΒれるのは、࣍のよ
　͏な人です。
ᾇ　年のத్でୀ৬して年ௐを受けなかった人で、そのޙその年தにଞの所得がないことなどにより、

　　給与等にͭいて源泉徴収された税額が年税額を͑る人
ᾈ　ࡂによりॅやՈࡒにͭいてそのՁ額の ��ˋ以্のଛを受けたため、ࡂ໔๏のنఆによる所得税
のܰݮ、໔আを受けよ͏とする人
ᾉ　ࡂ、౪又はԣྖによりॅやՈࡒにͭいてଛを受けた場合やࡂ等に関࿈してやΉを得ない支
　出をした場合に、そのଛ額や支出した金額が一ఆの金額を͑るため、所得税๏のنఆによるࡶଛ߇
　আを受けよ͏とする人（ᾈのܰݮや໔আを受ける人は、そのࡂによるଛࣦ額にͭいては、この߇আは
　　受けΒれまͤΜ。）
ᾊ　支払ったҩྍඅが、�� ສԁか所得金額の合計額の̑ˋ૬額かのいずれかい金額を͑るため、所
得税๏のنఆによるҩྍඅ߇আを受けよ͏とする人

ᾋ　ࠃや特ఆެӹ૿ਐ๏人等にରして支払った寄ෟ金、ಓݝɾ۠ࢢொଜにରする寄ෟ金（;るさと納
税等）、認ఆ特ఆඇӦ利׆ಈ๏人等の͏ߦ一ఆの特ఆඇӦ利׆ಈにるۀࣄに関࿈する寄ෟ金、特ఆ৽ن
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ᶙɹࡂඃ者ʹରするࡁٹ

ᶚɹ給与所得者Ͱ֬ఆਃࠂをすΕ源泉徴収税額がؐ付͞Εる場合

https://www.nta.go.jp
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「源泉所得税の納税手続」

e -Taxを利用して源泉所得税が納付できます！
国税電子申告・納税システム（　 　　）による納付手続は次のとおりです。

ご利用開始までの流れご利用開始までの流れ （e-Taxソフト（WEB版）を利用する場合）
※ e-Taxソフト（WEB版）はWebブラウザ上で納付手続を利用できます。なお、パソコンにe-Taxソフトをインストールし
て納付手続を利用することも可能です。

ご利用になる場合には、e-Taxホームページから、e-Taxソフト（WEB版）の事前準備セット
アップを行ってください。

e-Taxをはじめてご利用になる場合は、e-Taxの開始届出書の提出（送信）が必要です。
e-Taxソフト（WEB版）を利用して開始届出書の提出（送信）を行うと、利用者識別番号を通

知する画面が表示されます。

① ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）を利用する場合
　　ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署へ提出します。

② インターネットバンキングで納付を行う場合

③ クレジットカード納付を利用する場合

※1 e-Taxの開始届出の方法は、他にも、e-Taxホームページの「e-Taxの開始（変更等）届出書
作成・提出コーナー」を利用する方法や所轄税務署に書面で提出する方法があります。
2 e-Taxソフト（WEB版）の操作方法については、e-Taxホームページ（e-Taxソフト（WEB版）
ご利用ガイド）をご覧ください。

1 e-Taxソフト（WEB版）の準備をします。

2 e-Taxの開始届出を行います。

3 税務署又は金融機関等に対し納付のための手続（準備）を行います。

スマートフォンなどを利用して源泉所得税が納付できます。

スマートフォンやタブレット端末からも、e-Taxソフト（SP版）を利用することにより、源泉所得税を納付できます。

e-Tax

　個人事業者の方は e-Tax からダイレクト納付利用届出書を提出（送信）することができ、金融機関届出印や電子証
明書が不要となります。
書面でダイレクト納付利用届出書を提出していただいてから利用可能となるまでに１か月程度かかりますが、

e-Tax での提出（送信）の場合は、１週間程度でご利用できます。
ダイレクト納付利用届出書の記載方法や、ご利用可能な金融機関等の詳細については、国税庁ホームページ「源泉

所得税の納税手続」の「ダイレクト納付」でご確認ください。

利用可能なクレジットカードをご準備ください（利用可能なクレジットカード等の詳細については、国税庁ホーム
ページ「源泉所得税の納税手続」の「クレジットカード納付」でご確認ください。）。
※ 納付税額に応じた決済手数料がかかります（決済手数料は、国の収入になるものではありません。）。

④ スマホアプリ納付を利用する場合
インターネットの利用が可能なスマートフォンをご準備ください。
※１　納付できる金額は30万円以下となります。
※２　事前にPay 払い（〇〇ペイ）へのアカウント登録及び残高のチャージが必要です。

金融機関とインターネットバンキングの契約をします。利用するためには、お取引き先の金融機関で「税金・各種
料金払込みサービス」（ペイジー）が提供されている必要がありますので、あらかじめ金融機関にご確認ください。

　納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
なお、各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページ「源泉所得税の納税手続」

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm）
をご覧ください。

　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）、e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）を
ご覧ください。

これで納付のための手続（準備）は完了です。具体的な納税のしかたについては次ページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm
https://www.nta.go.jp
https://www.e-tax.nta.go.jp
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なお、各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページ「源泉所得税の納税手続」

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm）
をご覧ください。
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これで納付のための手続（準備）は完了です。具体的な納税のしかたについては次ページをご覧ください。

☆ ☆e-Taxを利用した納付のしかた（源泉所得税） ☆ ☆
国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用のための事前準備（前ページをご覧ください。）の

後、ダイレクト納付などによる納付が可能となります。
e-Taxソフト（WEB版）を利用した源泉所得税及び復興特別所得税の納付のしかたは次のとおりです。

1.　徴収高計算書データの作成・送信

開始届出を送信し取得した「利用者識別番号」とe-Tax
に登録した「暗証番号」を用いてe-Taxソフト（WEB版）
にログインし、徴収高計算書データを作成・送信します。
※　納付すべき税額がない場合（納付税額0円）の徴収高計算書データに

ついても送信することができます。

2.　納付方法の選択

3.　納付

　
データを送信後表示される受信通知又はメッセージボックス

一覧から納付区分番号通知を表示し、納付方法を選択します。
①　ダイレクト納付を利用する場合　　

納付予定日に応じて、画面の「今すぐに納付される方」
又は「納付日を指定される方」のボタンをクリックします。

②　インターネットバンキングで納付を行う場合
　　画面の「インターネットバンキング」ボタンをクリックし、

以後、画面の案内に従い、お取引先の金融機関のインターネッ
トバンキングにログインします。

④　スマホアプリ納付を利用する場合
　　画面の「スマホアプリ納付」ボタンをクリックし、「国税

スマートフォン決済専用サイト」（スマートフォン専用）へ
アクセスします。

③　クレジットカード納付を利用する場合
　　画面の「クレジットカード納付」ボタンをクリックし、

「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスします。

①　ダイレクト納付を利用する場合
　　納付日を指定して納付する場合は、振替を行う預貯金口

座を選択し、納付日を指定した後、画面の「納付」をクリッ
クすると、選択した預貯金口座から指定した期日に振替が
行われ、納付が完了します。

　　すぐに納付する場合は、預貯金口座を選択した後画面の
「納付」をクリックすると、選択した預貯金口座から振替が
行われ、即時に納付が完了します。

②　インターネットバンキングで納付を行う場合

　　
インターネットバンキングにログインすると、払込情報

が画面に表示されますので内容を確認し納付手続を行います。
③　クレジットカード納付を利用する場合　  「国税クレジットカードお支払サイト」が表示されますので、

注意事項及び e-Tax から引き継がれた内容（納付金額等）
を確認し納付手続を行います。

④　スマホアプリ納付を利用する場合
  「国税スマートフォン決済専用サイト」が表示されますので、
注意事項及び e-Tax から引き継がれた内容（納付金額等）
を確認し納付手続を行います。

※ 1　納付期限内に徴収高計算書データを送信した場合であっても、期限後に
電子納税を行ったときは、延滞税や不納付加算税などを負担しなければ
ならないことがありますのでご注意ください。

　 2　ダイレクト納付の場合、納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」　
がメッセージボックスに格納されますので必ずご確認ください。また、
納付日の指定を行った場合は、指定した日の前日までに預貯金口座の残
高をご確認ください。

　 3　クレジットカード納付の場合、納付手続完了後、「クレジットカード納付　
完了通知」がメッセージボックスに格納されますので必ずご確認ください。

　 4　スマホアプリ納付の場合、納付手続完了後「スマホアプリ納付完了通　
知」がメッセージボックスに格納されますので、必ずご確認ください。

e-Taxを利用することにより所得税徴収高計算書（納付書）
が不要となる方につきましては、「所得税徴収高計算書用紙
の送付の要否」欄の「1　送付不要」を選択し、徴収高計算書
データを送信してください。
　次回の年末調整関係書類送付時から納付書の送付（郵送）
を省略いたします。

③

④

②

①



国税収納金整 理資金（納付書）
・・ ・・
令和 年度

給与所得・退職所得等の
所 得 税 徴 収 高 計 算 書
税 務 署 名

税務署 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

○ 領収済通知書
税 務 署 番 号

○給○
・・ ・・ ・・
税務署使用欄

・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

（記入例）￥
整 理 番 号

数
字
は
記
入
例
を
見
て
黒
の
ボ

ル
ペ
ン
で
力
を
入
れ
て

枠
か
ら
は
み
だ
さ
な
い
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い｡

区 分

俸給 給料等・

賞与（役員賞与を除く｡）

日雇労務者の
賃金

退 職 手 当 等

税 理 士 等 の
報 酬

役 員 賞 与

同上の支払
確定年月日

支 払 年 月 日
令和 年 月 日 ～ 月 日

（延）

人 員
百 十 人

支 給 額
億 千 百 十 万 千 百 十 円

税 額
億 千 百 十 万 千 百 十 円

令和 年 月

自

至

・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・

証券受領
一一
部部

全全
部部

内
証券受領

証券番号
振 出 人

円

使 用 欄
日 銀

左記の合計額を領収しました｡

～

国
庫
金
納
期
特
例
分

徴

収

義

務

者

摘
要

住 所

氏 名

（所在地）

（名 称）

年末調整による
不足税額
年末調整による
超過税額

本 税

延 滞 税

合 計 額
◎ 合計額の金額頭部には必ず「￥」字を枠の中に記載してください｡
あて先

◎ この用紙は直接機械で処理しますので汚したり折り曲げたりしないでください｡

・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

・・

・・

・・
・・

・・ ・・

～・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

～・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

～・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

～・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

▲

納期等の区分

様（御中）

（電話番号 － － ）

支払分源泉所得税
及び復興特別所得税

（領収年月日及び領収者名）
デ

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）の記載例

　納付書には、納付する税額のほか、その月の給与等の支払を受ける人の数や給与等の支払額などを記載す
ることになっています。
　この納付書は３枚１組の複写式になっていますが、納付するときは切り離さずに最寄りの金融機関や所轄
の税務署の窓口へ提出してください。
　なお、納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合には、この記載例の「納期特例分」の納付書
を使用し、これ以外の源泉徴収義務者の場合には、「一般分」の納付書を使用してください。

　　いて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を年２回（７月と翌年１月）にまとめて納付する納期の特例の承認を受け
（注）

　　ることができます（詳しくは３ページを参照してください。）。

<納付する税額がない場合>
　納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書（納付書）は所轄の税務署に e-Tax を利用す
　るか又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。

〔設例〕納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合

イータ君

　源泉所得税及び復興特別所得税の納付は、e-Taxを利用して納付できます。
詳しくは、32ページ及び33ページをご覧ください。

令和５年１月から６月
までに支払った俸給・
給料等の合計額とその
税額

令和５年６月 26 日
に支払った使用人
分の賞与とその税
額

令和５年１月から６月
までに支払った税理士
報酬の合計額とその税
額




